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4番 小山良悟君
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説明のため会議に出席した者の職氏名 (請願審査報告) (文教委員会)

市 長 森 田 喜美男 君 日程第 5 請願第 58 -3 1号 二中校庭の夜間照明施設設置に関する請願

助 役 赤 松 行 雄 君 収入役 加 藤 良日 君 ( 議 案 上 程 )

企画財政
日U 田 雅 夫 君 総務部長 伊 藤 正 =口と 君 日程第 6 議案第 9 1号 昭和 58年度日野市一般会計補正予算(第4号)の専決部 長

市民部長 方日 藤 男 君
生活環境

坂 本 金 雄 君 処分の報告承認について
部 長

清掃部長 大 貫 松 雄 君
都市整備

結 域 邦 夫 君 日程第 7 議案第 9 2号 日野市職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例の
部 長

建設部長 中 村 亮 助 君 福祉部長 高 野 隆 君 制定について

水道部長 永 原 照 雄 君 病院事務長 佐 藤 智 春 君 日程第 8 議案第 9 3号 日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に

教育長 長 沢 一一 良E 君 教育次長 山 哲 夫 君 ついて

財政課長 大 崎 茂 男 君 日程第 9 議案第 9 4号 日野市自転車等の駐車秩序の確保に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 日程第 10 議案第 9 5号 昭和 58年度日野市一般会計補正予算について(第 5号)

局 長 田 倉 高 光 君 次 長 左I-L王J 沢 代 ニE士I二 君 日程第 11 議案第 9 6号 昭和 58年度目野市国民健康保険特別会計補正予算につ

書 記 栗 原 さフきロ 次 君 書 記 萩生田 富 司 君 いて(第 2号)

書 記 平 )11 雅 弘 君 書 記 谷 野 省 一 君 日程第 12 議案第 9 8号 昭和58年度日野市受託水道事業特別会計補正予算につ

書 記 串 田 平 和 君 いて(第 1号)

日程第 13 議案第 9 7号 昭和 58年度日野市都市計画事業特別会計補正予算につ

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3 いて(第 3号)

立川速記者養成所 所長 関 根 雪 降 日程第 14 議案第 9 9号 昭和 58年度目野市農業共済事業特別会計補正予算につ

速記者 川 久保 友 子 君 いて(第 2号)

日程第 15 議案第 100号 日野市立日野第三中学校増築及びプール管理棟新築工事

議事日程 請負契約の締結について

昭和 58年 12月 7 日(水) 日程第 16 議案第 101号 日野市衛生処理場し尿処理施設脱臭工事請負契約の締結

午前 1 0 時 開 iZE玄b について

日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 17 議案第 102号 市道路線の一部廃止について

日程第 2 会期の決定 日程第 18 議案第 103号 市道路線の廃止について

日程第 3 行政報告 日程第 19 議案第 104号 市道路線の認定について

日程第 4 諸般の報告 日程第 20 議案第 105号 農業共済無事戻金の交付について
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(報告事項 )

日程第 21 報 告第 6号 交通事故(日野市東平山一丁目 20番地先路上の市の義

務に属する事故)の専決処分の報告について

(請願上程)

日程第 22 請願第 58 - 3 2号

日程第 23 請願第 58-3 3号

日程第 24 請願第 58ー 34号

日程第 25 請願第 58-3 5号

日程第 26 請願第 58 -3 6号

日程第 27 請願第 58-3 7号

日程第 28 請願第 58 -3 8号

日程第 29 請願第 58-39号

追加日程第 1 議案第 106号

追加日程第 2 議案第 107号

本日の会議に付した事件

日程第 1から追加日程第 2まで

ダイクマ南平庖出庖促進に関する請願

医療保険制度改革案反対に関する請願

健康保険改正に関する請願

日野市立八ク岳大成荘の改築及び施設の充実に関する請

願

ダイクマ南平出庖阻止に関する陳情

遺跡調査に関する請願

一級河川程久保川上流部分の河川改修について請願

日野市南平二丁目地先の擁壁改修工事に関する請願

日野市市税条例の一部を改正する条例の制定について

(仮) 日野市立仲田小学校体育館新築工事請負契約の締結

について
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午後 1 時 4 分開会

0議長(石坂勝雄君)

本日の会議を開きます。

これより昭和 58年第 4回日野市議会定例会を開会し、直ちに

ただいまの出席議員 26名であります。

次に日程第 1、会議録署名議員の指名の件については、会議規則第 70条の規定により、議

長において

2 9番滝瀬敏朗君

l 番橋本文子君

を指名いたします。

次に日程第 2、会期の決定の件を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇〕

0議会運営委員長(奥住芳雄君) 議会運営委員会の報告を申し上げます。

去る 12月の 5日議会運営委員会を開催し、昭和 58年第 4固定例会の会期、日程等につい

て協議をいたしました。その結果、会期は、本日 12月 7日より 12月の 16日までの 10日

間と決定をいたしました。なお、日程等につきましてはお手元に配付された書類のとおりでご

ざいます。よろしくお願いをいたします。

0議長(石坂勝雄君) ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、会期を決定するに

御異議ありませんか。

C 1"異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よ って会期は本日から 12月 16 

日まで、期日 10日間と決定いたしました。

次に日程第 3、行政報告を行います。

市長から行政報告を求めます。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 本日より本年度第 4固定例市議会をお願いする次第でござし、

ます。何分ともよろしく御指導をお願い申し上げます。

冒頭に当たりまして行政報告を行う次第でございます。私から 3件につきまして行政報告を
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行わせていただきます。

一つ、市幼児教育センタ ーの開所について。

かねて御報告しておりますとおり、日野市幼児教育センターの業務を小規模に開始する目的

をもって、市立第一幼稚園の一部空き教室を仮事務所として関所、発足をいたさせました。 11

月 1日に関所式を行い、議員各位のほか、東京都よりは都立教育研究所所長、向指導部長、幼

児担当指導主事のほか案内書を差し上げた関係者の御出席をいただ、きました。また、別に 10 

月 1日付で重松鷹泰氏を所長に、また、日本幼児教育センタ一所長、岩城康夫氏、明星大学教

授、岸 俊彦氏及び岡田正章氏の 3名をスタッフとなる非常勤研究員として委嘱発令をいたし

ました。報酬は無給とし、委託料によって運営をされるものであります。なお、同研究所には、

目下研究助手 1名、事務補助手 l名を臨時採用し、研究事務に従事をし、事業を進めておりま

す。

次に第 2、南多摩斎場組合加入についての報告であります。

多摩ニュータウン関係 4市で南多摩斎場一部事務組合を組織し、管理者、町田市長であり ま

すが、火葬場及ひ、斎場の運営を行っております。

本市の火葬場の事情等にかんがみ、この事務組合に加入することについて打診をしてまいり

ましたところ、了解が得られそうな状況にありますので、先日は関係各市の理事者にごあいさ

つをし、目下、事務当局との折衝を進めております。いずれ議会の御承認を得た上で、公式な

手続を進めたいと考えております。

3. 流域下水道の進捗状況についてであります。

本市の最も関心事である公共下水道事業を推進するためには、何より都が担当される流域下

水道処理場の事業進捗が前提となります。そのため、都御当局へ事業の取り組みを強めていた

だく要請をしておりますが、浅川処理場の関係地域ではすでに理解が得られ、用地買収の前段

の事務を進めております。処理場予定地にあります 3企業の移転先がほぼ確定し、当局はこの

用地を本年度中に買収する予定と聞いております。なお、他の民地についても測量を終えて各

筆の割り込み作業を行い、また、各権利者の確認を得て買収交渉に入札見込みとして 63年

度稼働を目途に、建設工事が行われる見込みが立ちつつあります。この推移に合わせて市施行

公共下水道事業の年次計画を実現できる見通しが明らかになりつつありますことを中間として

御報告申し上げる次第であります。
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私より、以上3点を御報告申し上げ、助役が都立高校誘致のことについτ、他は資料、印刷

物をもって提出しておりますので、よろしく御審議のほどをお願し山、たします。

0議長(石坂勝雄君)

〔助役登壇〕

O助役(赤松行雄君)

次に助役から報告を求めます。

お許しをいただきまして、助役から 4番目の事項としまして都

立高校誘致の近況について御報告を申し上げたいと思います口

都立高校の誘致につきましては、昭和 55年以来、市民各界の要望の上に、市議会の強力な

要請決議をいただき、南平八丁目の市公社所有地が最も有力な実現の期待できる状況となって

おります。これが近況でございます。

これに対応するため、市開発公社としましては、現在、予定地に防災工事としての造成計画

を進めるとともに取りつけ部分の用地確保、進入路拡幅等の実務を図っております。なお、昨

今は地元説明会を聞き、事前の御理解と協力をお願いしているところでございます。

議会におきましでも、一層の御鞭撞と御指導をお願いしまして、近況の御報告といたす次第

でございます。よろしくお願し山、たします。

0議長(石坂勝雄君)

たします。

収入役以下については、報告書のとおりですので報告を省略い

これより行政報告全般について質疑に入ります。市川資信君。

019番(市川資信君) 1点、行政報告にかかわる、関連してお尋ねしたいと思うんで

すが、去る 11月の 22日の各新聞によりますと、森田市長の世間一般で言われております盟

友でございました北条 忠、多摩環境開発株式会社代表取締役、この方が、御存じのように長

し、間日野の自然を守る会の理事長であり、また、ナショナルトラストの会長をしておる。まし

てや、この地域の日野市の都計審の委員もしておる。また、そのほかにいろいろと肩書きを持

つ有名な方でございますが、この方が、新聞によりますと昭島の平田建設会社の前の代表取締

役であります平田幸男さんから 3億円の詐欺をしておった。で、さらに、 11月の 27日の新

聞によりますと、警察の取り調べによると大手の建設会社の子会社から、さらに 6億数千万の

詐欺も働いておった、とし、う記事が載っておりました。

私も非常に驚いたわけでございますけれども、それに関連して、この北条 忠さんは、本議

会にも 58年の 9月の 26日に、いわゆるただいま報告のあった都立高校用地、日本エンター
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プライズの日野市が買った用地に高校並び、に開発を一切してはならないとし、う陳情がなされて

おるo さらに 10月の 6日には日野市長に関する監査措置請求も出されておったわけで、あり ま

す。そうし、う、市議会にも、あるいは行政当局にも、大変深いかかわりのあったこの北条忠

氏のこの新聞記事に驚かざるを得ないのは、私一人ではなかろうかと思います。

そこで、市長にお尋ねしたいんですけれども、ちまたでは守市長との盟友と言われるぐらい

でございますから、いろいろと取り交わし、取り決め等があったんではなかろうかと私どもも

推察するわけでございますけれども、この豊田南口再開発事業にかかわる北条 忠氏と市長と

の何らかの取り交わしの文書、あるいは取り決めの覚書等が現実にあったのかどうか、はっき

りと 1点目をお答えいただきたい、かように思います。

O議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 1 1月末に新聞報道されました北条 忠氏にかかわる不祥事

件と言うべきことに対しましては、いま市川議員から質問の中で用いられましたような、盟友

とし、う関係は別段ございませんが、市民運動の一つの緑を守る市民運動のリーダーとして、日

野の行政とのかかわりもございました面で、大変遺憾に存じております。

また、御質問にあります豊田南口にかかわります開発のことについて、何か約束事がありは

しないか、こうし、う質問でございますが、約束事というものは全くございません。豊田南の区

画整理にかかわりまして、地元から 20名ばかりの準備会委員とい うのを推薦していただき ま

したが、その中の 1名として、いわゆる南口の区画整理事業につきまして、数回か会合を持ち

地元の意見を聞き、まずこ、皆さんに地元とのパイプ役のお役目をお願いをしたことはございま

す。また、ちょっと資料持ちませんが、日野市都市計画審議会委員という役目が、いま任期 2

年の委嘱でありますが、 2期目に相当しているんではないか、というふうに思っております。

もう一つの公職と言うべき委嘱人事としては、緑化推進委員というのをお願いをし、これも 2

期目ではないかと思っております。

このようなかかわりにおきまして、大変遺憾であり、残念な出来事であると思っております

が、御本人からそれぞれの公務についての委嘱を辞職したい、という書き物をいただきました。

それぞれ解嘱の処分を行っております。そのほか自然を守る会の理事長とし、うわれわれの地域

社会としての緑を守る行政にも一役買った経過もあるわけでありまして、そうし、う意味では、

大変遺憾であったと言わざるを得ません。その他につきまして、市の行政、あるいは、たとえ
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ば私との関係で、自然を守る市民運動の代表者としてのおつき合いはございましたが、その他

のあの方の事業に対するつき合いというものは全くございません。市の行政についても時に私

的意見を申し出られたとありますけど、それらは市の行政の中で特別に寓したこともなく無理

なことはお断りをしてまいっております。その内容と申しますのは、特に南口開発、南口再開

発につきまして私的な見解を持っておられたようでありますが、このことについては、全く特

別な意見を聞いたこともなく、また、何ら採用したこともないということでございますから、

特に、いまの質問について申し上げることもございません。以上のとおりでございます。

0議長(石坂勝雄君) 市)11資信君。

019番(市川資信君) ただいまの市長の答弁を聞いておりますと、豊田南口の開発、

区画整理であるか再開発であるかは別として、約束事は何らないとし、う答弁でございます。

ならば再質問させていただきますけれども、私が官頭に申し上げましたように、 58-2 7 

号のいわゆる都立高校用地に関する陳情の件、さらには 58年 10月 6日の市長に関する措置

監査請求書が、 11月の 2日の日にどちらも取り下げられております。取り下げられておると

いう過程の中で、市長との円満なる話し合いがついた、とし、う記事が新聞に載っておったわけ

ですけれども、円満なる話し合いがついたということは、私どもが議員の立場で推察するなら

ば、当然以前に何らかの約束があったものを、その約束を履行しない市長に、不満を持って、

陳情なり監査措置請求をとった。それが 2人で話し合ってみたら、また話し合いがついたんで

取り下げたんだ。当然、そう推測、あるいは想像せざるを得ないわけであります。では、この 2

つの件を取り下げた 2人の話し合いでは、どういったことを話し合っ て取り下げられたのかど

うか、明快な答弁を求めます。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) お答えいたします。

南平八丁目校舎誘致にかかわります監査請求というのは、私どももまことに唐突であり、真

意を多少疑うような見解を持っておりました。しかしながら、監査請求とし、う行為は、市民の

権限、権利と申しましょうか、どなたで、もなし得ることでありますから、特にそのことに対す

る本人に対しての弁明とか働きかけとかということを行ったことは全くありません。取り下げ

られたということは、自発的にすべて自分の御判断で、行われたことだと思います。ただ、取り

下げることを監査委員事務局に申し出られる際に、自分がし、ままで主唱してきている O.1平米
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運動について、このことにつきましては行政の立場としても可能な支援をしたい、というふう

に表明いたしておりますが、そのことを引き続き行ってほしいということでありますので、そ

れは別段やらないと言ったこともないし、態度が変わったことではない、とし、う程度のことし

か特別に取引的話は全くございませんでした。したがし、まして、本人のお考えでは恐らく監査

請求をするということは、確かに日野市の市民運動に対する支障のある運動であ りますが、み

ずからそのことをよく察知されて、全く自主的な取り下げ措置をされたものだ、このように思

っております。以上です。

0議長(石坂勝雄君)

019番(市川資信君)

市川資信君。

この取り下げた件についても何ら約束がない、また、当初の南

から、この取り下げについても陳情及び監査請求についても、何ら約束がなかったんだ、こう

いうふうにいま森田市長言ったんで、すが、間違いないのかどうか。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 先ほどもお答えの中で申し上げておりますとおり、北条さん

という方と私的な交渉事は全くありません。したがし、まして、自然を守る会の代表者、あるい

は O.1平米運動と言われるナショナルトラスト運動の主唱者であった。その運動のいろいろな

外部に対する働きかけをされた方で、ある、ということはよく存じておりますけど、私がもし御

本人に多少の忠告をしたとするならば、足元こそ大切であって、何かマスコミを使ったり、あ

るいは他の行政の権限を特別のつながりがあるごとく言ったって、これは全く運動の成功には

無縁と言ってし叫、ぐらいだと思います。むしろ南口の開発についての意思があるならば、関係

の地域の方々と信頼関係を結んで、そうして公的な意味での発展を期待されるということは結

構ですが、私的な考え方が一部分でも出るとすれば、ますます人の信用は失っていくことにな

るでしょう、とし、う程度の勧告はしたかと思っております。また、すべて私の話をしました経

過の中には、そのようなことが主体でありました。

したがし、まして、いま 2点について特に何らかの約束事なり取引なりがあったんではないか、

とし、う御質問に対しては、先ほどもお答えをしましたとおり、何一つ全くございませんという

ことで御理解をお願いし、たします。

0議長(石坂勝雄君) 市川資信君。

口の開発についても何ら約束がなし、。これをもう一回簡単明瞭で結構ですからおっしゃってい

ただきたし¥とし、うことが 1点。

実は、私どもに対するいわゆるナショナルトラストについての、 各議員恐らく全議員にいろ

いろとお願いが来てたと思います。私どもにも協力してくれ、ということを自宅にも参りまし

た。私は、その返事も参加もいたしませんでした。なぜ、かと申しますと北条 忠さんは、確か

にいろいろとお役を務めてまいりましたけれども、私どもに日ごろ入るちまたのうわさという

ものは、そんななまやさしいうわさじゃないんです。もっと手厳しいうわさが鈴木独歩と並ぶ

人物である、ということをはっきりと私どもに訴える人が 1人、 2人じゃないんです。私もこ

うしゅ犠牲を受けました、私もこうし、う犠牲を過去において受けました、とし、う人が何人もい

られるわけです。だから、私はそうし、う人物と行動はともにできない、というんで、この一切

のあの人との協力関係は絶ってきたわけで、ありますけれども、不幸にして、あなたはちまたで

は先ほど冒頭申し上げましたように、盟友の森田市長との関連で、当然、何らかの約束事があ

ったんだろうと思うからこそ、ただいま私は質問しているわけでござし、ますけれども、ひとつ、

たとえば南口の開発に当たっても、自然保護団体が指定地域にしようとすると、この自分の用

地だけは外して東京都に申請してくれ、というようなこともあったというようなことが新聞に

も堂々と載っているわけです。

そういうような人との長いつき合いであって、自然に私どもは森田市長も疑わざるを得ない

とし、う立場に立つわけなんですが、いまの言った 2点、豊田南口の再開発について何にも約束

がなかったんだ、といまおっしゃられたんですが、間違いないかどうか念を押すことと、それ

019番(市川資信君) 私もさらに質問したいんでございますけれども、いま、市長が

一切約束がない、私的交渉事は一切ない、というようなことでございますので、さらに質問す

ることもございますが、質問を留保させていただし、て、私は、きょうはこれで終わらせていた

だきます。

0議長(石坂勝雄君) 名古屋史郎君。

021番(名古屋史郎君) 行政報告書の教育委員会の遺跡調査会の使途不明金の捜査送

検についての報告について伺し、たし、と思います。

この、何ページですか、 65ページですか、に告訴している、それから、 書類送検をした旨

の通報を受けた、とし、う御報告ですが、この行政報告書の原稿は、いつ出されたものか伺いた

いんです、まず。と いうのは、 11月 11日付の毎日新聞、朝日新聞、読売新聞などで、わが

nu 
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市議会に関係のある、大変お骨折りを議員の皆さんにおかけした百条委員会で、偽証、証拠偽

造、 トップの大変大きな活字で新聞記事が出ているわけです。で、この行政報告は、この新聞

記事の一部が載っていて、俗に言うセンセーショナルな書き方、かなりセンセーショナノレなわ

けです、これは。このことが報告されないで、要するに要点だけ出ている。この辺で日づけの

ずれがあるのか、それとも新聞記事は新聞記事だ、ということなのかどうかですね。

ただ、この新聞記事も、あわせてお答えいただきたいんですが、新聞記事は新聞記事であっ

て、関知するところではないということなのか。ここに書いであるとおりの経過があったのか

どうか、ということですね。要するに捜査説明というんですか、経過説明を警察から受けた教

育次長が、 10日ですか、否条委員のメンバーの皆さんに説明をしたのは、こういうことだと

いうふうに書いてあるんですが、新聞に書いてあるとおりかですね。こういうことは言ってな

いというんなら言ってない、とおりだというんなら、とおりだということをお聞きしたいため

に、最初の、どうしてこの報告書の原稿を出した時点と、この新聞記事が 10日に行われたそ

の説明ということとですね、説明の内容が証拠偽造と偽証、こういったことが大きく書かれて

いるわけですから、このことが抜けているわけですよね、報告の中に。ですから不確かなこと

だから載せなかったのかどうか、その辺も含めてお伺いしたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) お答えをいたします。

まず、第 1点目の、行政報告に載せましたし、わゆる遺跡調査会の使途不明金の結果につきま

しての、原稿の提出日でございますけれども、これにつきましては、行政報告の方は、総務部

の庶務課の方で扱っておりますけれども、 10月分の行政報告につきましては、 11月 15日

までに庶務課の方へ出すというふうになっておりますので、 11月 15日の日に提出をしたわ

けでござし、ます。

それから、第 2点目の、いわゆるその白条委員会とこの行政報告に載っております記事の関

連についての件でございますけれども、この記事につきましては、あくまでもこの表題にうた

ってございますとおり、今回のいわゆる遺跡調査会の使途不明金につきまして、 3月の 11日

と、それから 7月の 21日の 2回にわたりまして、 2，1 2 2万 3，224円とし、う使途不明金に

つきましての捜査を、日野警察の方に依頼したわけで、ございますけれども、これにつきまして

は、一応 11月 1日の目に日野警察署の方に捜査の結果が出ましたので、これを地検八王子支

部に書類送検をしたということで、日野警察署におきますところの捜査の結果につきましての

御報告を、この書面をもちまして報告したということでございます。

したがし、まして、ただし、ま御質問がございました、いわゆる百条委員会におきますところの

偽証の問題、あるいはまた領収証の偽造の問題、これにつきましては、先ほど議員さんの御質

問にございましたとおり、 11月 10日の日の午前 10時にi日百条委員の方々を議長さんがお

集めいたしまして、その席で‘たまたまある議員さんの方から、私の説明が終わった後の段階に

おきまして、ある副団長が百条委員会におきましての偽証につきまして、ある議員からの御質

問にお答えしたということでございまして、この件につきましては、そうし、う意味で、百条委

員会とは別の捜査報告の結果についての報告ということで、その百条委員会におきますところ

の偽証の問題等については、この報告の中には省略をした、こういうふうに御理解を賜りたい

と思います。

0議長(石坂勝雄君) 名古屋史郎君。

021番(名古屋史郎君) そうすると、報告書の方はし、わゆる説明のあった送検ですと

か、そうし、う結果というか、きちっとしたことだけで、新聞報道はお集まりいただし、た委員さ

んの中からの質問に対して答えた。この記事どおりなわけですね。ですから、報告書の方は何

ていうんですか、送検した旨の通報を受けたということだけを行政的に報告をして、そして、

新聞記事の方はほぼ間違いなし、。質問に対して答えた内容が新聞記事になっている、というふ

うに理解してよろしいんですか。

議長、続いて、それでは、新聞記事はよく新聞の報道は新聞の報道だと、事実とは違います

とかということがよく世間ではあるわけですね。ところが、いま議会の本会議場で、日野市の

教育次長さんが、警察から受けた説明によると、ここに新聞記事になっている事実は警察の説

明の中にはっきりあったことだ、こういうふうに明言されているわけなんで、この場は、行政

報告ですから報告をされた方に質問をするのが筋だろうと思いますが、私は、あえてここでお

許しいただくならば、せっかくのお骨折りを百条委員会の方にはおかけをしたわけで、何か、

この記事にもよりますと、議会は、証人が偽証したと認める場合は、告発しなければならない、

ということに基づいて、鋭意、何回も開かれた百条委員の皆さんの御苦労を非常に多とするも

のです。そういう意味で、議長さんの見解をここで伺っておきたいんですが、ここに書いてあ

るとおりのことだということで、しかも、規定によって告発しなければならないということで
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あるならば、議長の見解として、この問題について、どんなふうに対処されようとしているか

をお答えいただければありがたい、こういうふうに思います。

0議長(石坂勝雄君) ただいまの名古屋議員の御質問なんですが、議長としては、特

段いまこうしようとし、う考えは持っておりません。ただし、各会派なり、この問題に何かし、わ

ゆる議会がどう対処すべきだと、こういうことであるならば、代表者会議等開いてやることに

何かなろうかと思います。しかし、現在の時点では、私、いま、名古屋議員が初めてこういう

発言をされたということなんで、議長もほかの会派からこの問題に対してどう一一百条委員会

は解散しておりますので、どう対処するんだというようなことは、何ていうか、聞かれており

ませんので、以上の点だけのみ、各会派から何か出てくれば代表者会議等で御相談をしたし、。

これ以外に申し上げる段階ではないんではなかろうか、こう思います。以上です。名古屋史郎

君。

021番(名古屋史郎君) 私は、百条調査委員会の方々は、いわゆる宣誓をしていただ

いた証人を呼んで、力いっぱいの御努力をされたと思うんです。しかしながら、警察の見解で

は偽証、証拠偽造だというふうにはっきりと言っているわけです。また、教育次長も憶すると

ころなく、そうし、う説明があったと、こう言っているわけですから、大変な血税がどこへ、ど

う行ったか証拠不十分で、わからない面がたくさんあるとし、う、こうし、う時点を見ていて、大変

な御苦労をされた段階で、あの場合はあの範囲しか、私は、百条委員会というのはできなかっ

たと思うんですね。で、問題は宣誓をしている方がはっきりと偽証だ、証拠偽造だということ

がはっきりしているわけですから、もう、いまの段階では、はっきりしているわけですから、

議長が言われたように、各派がそれぞれ議長のリーダーシップに従って行動しなければ、何か

おかしい感じが私はいたしますので、それらの際は、ぜひリーダーシッ プを発揮されることを

要望いたしまして、質問を終わりたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 次に、鎌野行雄君。

であるということで、載っておりますが、どうもこれを読んでもどういうことだかよくわからな

い。まして、 3番目の各人の個性化の端緒の研究だというようなことが、果たして幼・保一元

化とどういうふうに結びつくのか理解できません。それと一一まず、その辺、ど ういうふうな

関連があるのかということ。果たして最初からのこの幼・保一元化という目標はどうなってい

るのか、まず、お伺いしたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) この幼児研究所の幼・保一元化、つま り正確には保育一元化

でありますが、これをねらいとする研究努力であることは、従来御認識をいただいておるとお

りであります。そして、多摩平の第一幼稚園、これは保育園が傍らにありますし、そういう意

味で、いわゆる小規模な、小規模な寺小屋風なセンター業務の発足ということで関所した、こ

うしづ報告をしたわけでありました。

この 3歳児、この O歳から 3歳までのというふうなことが書いてありますが、つまり、私の

聞いておりますところでは、この幼稚園児、保育園児にかかわらず、つまり、同じ子供としづ、

幼児としづ対象にいたしまして、性格の形成される一つの経過を記録化しよう、こういうこと

だというふうに伺っております。研究専門家の研究内容でございますから、いま、他の者がか

わって御理解のいただける説明はしかねるかもしれませんけど、目指すところはそういういわ

ゆる保育一元化ということを目指し、また、幼児が育つ人格形成の過程において、一番この 3

歳ごろが大切だ。三つ子の魂百までとし、う言葉をよく聞くんですが、そうし、う意味でのこの記

録情報の、情報記録について、その用務の緒が開かれた、このよ うに理解をしておると ころで

ございます。

具体的な詳しいことにつきましては、また機会を見て、その衝に当たっていられる方々の説

明をする機会をお願いしたい、このように思います。

0議長(石坂勝雄君) 鎌野行雄君。

010番(鎌野行雄君)

ついて質問いたします。

行政報告書の 72ページにこのことについて説明が載っております。私は、本来この幼児教

育センターの主なる研究目標は、幼・保一元化だと、こういうことを以前から聞いておったし、

そうであると思っております。この 72ページの説明で、当面の研究重点目標は、次の 3項目

まず最初に市長の市幼児教育センターの開所についての説明に 010番(鎌野行雄君) 確かに幼・保一元化というのは、教育面で大きな問題であると

いうことは、私も理解しているわけですが、果たして、このような研究を細々と続けて所期の

目的が達成されるかどうか、ということは私は非常に疑問に思うわけであります。経済が低成

長時代に入って、国の財政はもちろん、地方自治体の財政の将来の見通しというのも非常に厳

しいわけであります。各自治体が、行政の軽量化という目標に向かつて、一生懸命努力してい
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る現状であります。

日野では、富裕団体と言われておりますけれども、将来の見通しとしては、そんな楽観は許

せないと思います。行政の守備範囲ということをよく言われているわけですが、果たして、こ

のようなことが行政の守備範囲に入るのかどうか、根本的に私は疑問に思いますし、ほかにも、

このようなことをやるなら、もっとやるべきことが、自治体の本来のやるべきことがし、っばい

あるのではないか、このように考えております。

意見を申し上げて、この質問は終わります。

0議長(石坂勝雄君) 鎌野行雄君。

010番(鎌野行雄君) 助役から、都立高校誘致の近況について、ということで報告が

ありましたが、去る 9月議会でこの区域の市道廃止の議案が出てまいりました。その審議の過

程で、昨年4月、新日本エンタープライズから、この土地を買収した時点で、間違って市道部

分までも買収してしまった、ということが明らかになったわけで、あります。その審議の中で、

早急に責任を持って是正措置を講じます、とし、う理事者の約束でありましたけれども、その後

の経過はどうなっているか、お伺し、し、たしたいと思います。

に御報告し、その後、議会へ御報告申し上げたい、このように存じておるわけでございます。

0議長(石坂勝雄君)

010番(鎌野行雄君)

鏡野行雄君。

9月議会からすでに二月以上経過しているわけであ ります。い

まの助役の説明では、新日本エンタ ープライズと電話連絡を取ったということですが、非常に

大事な問題ですし、きちんとしなければならない問題でありますので、責任者は新日本エンタ

ープライズへ電話連絡で、なく、直接行ってこういうことは交渉すべきじゃないか、そのことを

まずひとつ指摘しておきます。

それから、この是正については、新日本エンタープライズは、電話連絡でも何でもし北、んだ

が、どういうような内容を示したのか、このことをお伺いします。たとえば是正に応じます、

ということですか、それとも、どういうことなんですか。

0議長(石坂勝雄君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

1 0月2日の私とのやりとりでございますけれども、きちんと

0議長(石坂勝雄君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

ただいま御質問のございましたような経過で、 9月議会経過を

公道部分というものが要するに間違った形で買収地の中に入っているという ふうなことがはっ

きりしますれば、いろいろと国はきちっとした商売をしたつもりでいるけれども、新日本が言

うと大変あくどい商売をしたような形になっていて、商道徳、の上からも大変迷惑受けている、

こういうようなことを前段に言っているわけでございますけれども、まともな商売をするとい

うのが私たちの考え方なので、そうし、う間違った要するに売買一公道部分が売られ、あるい

は市の方で買い取ったと言うならそれがはっきりするならはっきりした要するにその部分につ

いての金額、金銭による精算には応じます、こういうふうなことになっておるわけでございま

す。

それで、その部分のはっきりした面積の確定ということで、境界確定等が絡んでまいります。

それで、用地課の方で東京都の確定課、私も確定課には行っております。早く12月議会一

きょう、もうはっきりした御報告がで、きるようにと思いまして 11月中に来ていただくように、

というふうな考え方で交渉したわけで、ございます。このぐらいのことでございますと、 9月の

議会でも、東京都の権限ある人が、日野市に参らないで承認する、というふうな方法をとるの

が多いようでございますけれども、今度の場合にはぜ、ひ日野にじかに来て境界確定してほしい、

というふうな要請をしているわけでございます。それに従いまして、 11月中にぜひ来て、派

遣されるように、というふうに課長には再三お願いしたわけで、ございますけれども、 12月に

し、お約束等もしておるわけでございます。

この問題につきましては、その後、当の日本エンタープライズの方へ電話連絡し、交渉等も

しております。それから、境界確定としみ問題も絡んでまいります。それで、この 12月の 9

日ですか、東京都の方からじかに大里 3号線、あるいは大里 3ーイ号線、これは買収地の外に

あるか中にあるかというふうな境界の確定とし、う問題がございます。それがし、まの予定では、

東京都の方から 9日に参るというふうなことになっておるわけでございます。それらが全部済

みましてから、きちっとした御報告を申し上げたい。できますれば、それが経過しました一

建設委員会が 12月の 12日にあるようでございますので、まず第一段としまして、その結果

についての大里 3号線の処理も絡めまして、はっきりしたものが出てまいりますので(Iお墓j

と呼ぶ者あり)建設委員会に御報告申し上けγこし、と思います。それから、当然、お墓も絡んで、

小昏さん、それから、平さんですか、のお墓も絡んでまいるわけでございます。それらを、そ

れら皆境界確定と絡んでまいりますので、すっきりした形で、まず 12月の 12日の建設委員会

ro 
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なりました。 9日に来るようでございます。 9日に来るということになっております。それを

終わりましてから、きちんとした境界確定を踏まえたもので、御報告申し上げたいと思います

ので、多少御猶予願いたいと思います。

0議長(石坂勝雄君 ) 鎌野行雄君。

010番(鎌野行雄君) 手元に 9月議会のときの資料がないので、詳しいことは申し上

げられませんけれども、誤買収の公道については、私はすでに査定済みの土地だと、たしかそ

うだと記憶しております。いまさら都と立ち会いで査定しなければ面積が出ない土地ではない

んじゃないか、そうだと思うんです。

いま一点、是正は是正として誤買収というはっきりした行政的なミスがあったわけで、す。ま

た、これは公金の不当支出にもつながるわけです。そのときに、聞きましたところ誤買収など

ということは日野市においても余り前例のないことだというようなことも聞きました。大きな

行政的なミスであるわけです。責任者なりについての処分なり処置はどうしたか、やってある

のか、ないのか、ひとつ質問します。

O議長(石坂勝雄君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 大里 3号線につきましては、おっしゃるとおり、すでに東京都

の境界の確定ということはされておるわけでございます。ただ、これに絡めまして、要するに

全体の地積というもの等が要するに境界確定と絡めまして、さっき御指摘もございましたお墓

等もやはり全体の地積に絡むわけでございますのでそれの確定をもって全体的な要するにエン

タープライズからの土地の買収についてのきちっとした結論を出す、こうし、う考え方でござい

ます。

それから、買収についてのミスの責任ということについては、まだ処理はされておりません。

0議長(石坂勝雄 君)

010番(旗野行雄君)

鎌野行雄君。

どうも繰り返し申し上げるようですが、もう大分前の問題です

よ。それについてはっきりミスがあったということも間違いないわけです。その処分をいまだ

もってしていないということは非常におかしいと私は指摘しておきます。

0議長(石坂勝雄君) よろしいですか、鎌野行雄君。

010番(鎌野行雄君) 続いて、ちょっとこれは収入役になりますが、お聞きしたいん

ですが、 2の昭和 58年度一般会計款別歳入執行状況ですね、それの市税にづいて執行率が
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5 2.6婦となっております。昨年の同時点の同じ行政報告書を見ますと、この執行率が 56.7 

%、約、ことしは 4.1価低下しているわけです。続いて 25ページの市税の調定及び収入状況

の市民税の収入率も 4%、これは 25ページですが、低下してお ります。この辺はどうなって

いるのか、原因はどうなのかお伺いしたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 収入役。

0収入役(加藤一郎君) ただいまの数字で昨年との比較で 4.1婦市税が低下している

ということでございますが、これにつきましでも事実でございまして、この内容につきまして

は詳細は市民部長の方からお答えいただければと思うんですけれど、特に法人市民税が、これ

が今回の補正予算の中にも減額で計上してございますけれど、法人市民税が落ち込んでおりま

す。額で最近の状況で見ますと約 7億程度減額になっている、こうし、ぅ状況が続いております

のでこういうふうな昨年と比較しまして減額になっているということでございます。以上でご

ざいます。

0議長(石坂勝雄君) 策野行雄君。

010番 ( 鎌 野 行 雄 君 ) 現在は中間的な数字ですから何とも申し上げられませんけれど

も、この 4%の落ち込みというのは、非常に大きい幅なんです。これが決算時にこのような数

字が出るということは、大きな市の財政に影響が出るわけであります。非常に経済状況が、い

ま言ったように、答弁にあったように厳しいということもありましょうけど、収納については

いま一層の努力をお願いしたいということを指摘して、この質問は終わります。

0議長 (石坂勝雄君) 次に、古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) まず、お聞きしたいのは下水道が 63年に稼働するようにした

い。あと 5年なんです、 4年ちょっと。具体的には市長はどのような指示を部長に与えたのか。

まず、この点をお聞きしたい。

0議長(石坂勝雄君)

0市長(森田喜美男君)

市長。

お答えいたします。

下水道事業の推進には何といっても流域下水道、浅川処理場の稼働が前提であり、その稼働

させる工事をするためには、用地の確保が前提となってくる。こういうことで鋭意目標のため

に努力をされております。きょう御報告しましたのは、特に 3大企業の一一大じゃありません

が、三つの企業の行方がほぼ見通しがついたということと、それから、その他の民地の地主さ
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んの、何割りとし、し、ましたかーー割り込み作業が進んでおりますのでこれを確認をしてもらっ

ていよいよ単価の提示もあって買収工事に入る、こういうところまで進んだというかなり大き

な前段の用地取得の進捗状況である、ということを強調して御理解をいただきたし、わけであり

ます。

そこで、私も先般、下水道、多摩下水道本部の所長にも会いまして、そうして、強くお願い

をするとともに将来の稼働目標、 63年には見通せるとし、う感触を言葉の中でいただいた、こ

ういうことでござし、ます。したがし、まして、その目標が立てば、これは公共下水道の範囲は市

が施行する直接の事柄でありますから、一定の事業決定、そして、年次計画に基づく計画が立

ち得る、こういうことまで進捗して、ょうやく見通しが年次を示すこともあわせ具体化する状

況にあります、ということを御報告をしたつもりであります。

0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

あのね、いま言ってる、その東京都の鈴木知事が非常な努力を

しているということはわかった、よく、日野市のために。そうすると、日野市長は何をするの

かということになれば、 63年までに市の全域の汚水管をっくり上げることですよ。そういう

ことでしょ。処理場は東京都知事鈴木俊一が夢中でつくっているわけです。日野市長森田市長

は日野市民、東京都のその熱意にこたえなきゃうそでしょ。 63年までにっくり上げますとい

う感触得たら、わかりましたと。それならば、日野市の全域の公共下水道を 63年までにっく

ります。こういうふうにするのが、やはり 知事の温かし、心に対するあり方ではないかと思う 。

私たちは、東京都知事がやったことの報告を、ここで聞いたってしょうがないんです。いまの

報告は、東京都知事のやっている仕事の御報告。あなたの仕事の報告を、計画をはっきり閣か

なきゃいけない。そうしなけりゃ、部長だって仕事できないんだよ。結城部長なんか仕事がな

くて困ってる。(笑声)ないんだよ、実際、どうしていし、かわからないんだな。 4年ですぜ、

あと、稼働まで、に。それならその稼働される能力に応ずる汚水がその処理場に入らなけりゃい

けない。そうでしょ。(IそうだJと呼ぶ者あり)そのことをだな、し内、んだよ、部長は何も

聞いてねえんだから、まだ、これから指示しようと思ってますというんです。だから、私ども

はやっぱり東京都知事の報告を聞いてるんじゃないんですから、その点をしっかりしてもらい

Tこし、。

第 2点、私どもは今度はちょっと聞きたいのは、北条さんのことを聞くと大変失礼ですけれ
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ども、その前に聞きたいんですが、生野前企画財政部長は、社会福祉協議会の事務局長に就任

するために福祉部の主幹になられた、こういうちまたのうわさを聞いております。このことは

事実ですか。退職後ですよ。社会福祉協議会事務局長の就任のために福祉部主幹になられた。

市民がみんな言っているんですよ。ただ、この事務局長というのは会長任命なんです、市長任

命じゃないですよ。会長は花輪先生です。そこのところの連絡が取れているのかど うか。ちょ

っと先ほど福祉部主幹にいきましたとし、う御報告があったようですから、ど うし、う、 花輪先生

とどうし、う、会長とどうし、う約束になっているんですか、そこのところをはっきり…・ー。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 下水道の進捗状況についての報告は、要するに前段が整いつ

つある。それに合わせて市が直営する公共下水道もそれに合わせて計画をつくる。つまり、年

次計画が立てられるように具体性ができてきた、ということをお話ししておるんでありまして、

いまのような、いま受け取られたように、質問されたそのこととは全く違うわけであります。

これから年次計画も示してし、く、こういうことが可能になった、と申し上げているわけであり

ます。

それから、生野前企画財政部長を福祉部の参与に任命をした。これは本人の健康上の理由に

よるものであります。そして、別のこの日野市社会福祉協議会、これの会長から、事務局長は

特に行政との密接な関係も必要なので、できれば市のしかるべき職員から出向させてほしい、

こうしづ要請もあり、私もまたそのように考えております。 しかし、生野君は健康状況の理由

もありますし、福祉行政一般、あるいは保険行政のことについても、これまで能力もあるわけ

でありますから、調査研究をさせよう、こうし、う任務を授けております。したがって、生野が

自社協の事務局長に出向するということは、うわさには出たかもしれませんが、実質そのよう

な見通しにはなっておりません。別に局長は職員から出向させよう、このように考えておりま

す。

それから、これから定年制もしかれますし、市職員の行政能力を定年後もできれば活用ので

きる、そうし、う仕組みは一般的には欲しい、というふうに考えております。このように、それ

がつまり市の職員を、いわゆる市の職員を今後の事業に合わせてふやすことができませんから、

事業の委託のできる形の人材なり、それから組織なりを具体的に進めていこう、こうし、う考え

方は持っております。日社協の場合もその一環でありますから、たとえば老人憩いの家を日社
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協に、考え方でありますが、一段階委託をして、そうして、高齢者事業団の人材を送っていた

だく、というふうな仕組みになれば事業としてこの日野市内のいろいろな行事が日野市民によ

ってできるだけ運営をされる、こうし、った努力もしたい、こうし、う考え方は持っτおります。

いまの御指摘のことは、つまり町のうわさとおっしゃいますが、そのとおりではございません

ということをお答えをいたしておきます。

0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

市長から、いま、できれば市の職員を送り込みたい、こういう

合わせて、日野市もやりたい。だから、スタート切れるようになった、というなれば、あと 4

年で日野の汚水が入れます。その計画をいつまでにつくるんですか。いま、 事業計画、実施計

画全くできてない、年次計画。何か夢のような調査費ばかり組んでる。われわれは絵を見るた

めにお金、税金を払っているんじゃないんです。だから、ここで、いつ聞く気でいらっしゃる

か、ちょっとお願いします、つくる気でいるか-…・・ 0

0議長(石坂勝雄君) 市長。

。市長(森田喜美男君) 一々お答えをするまでもないと思いますが、日野市の流域下

水道は、 3処理場に依存することによって構成をされております。きょう、お話ししましたの

は、浅川処理場の問題であります。(Iその問題でし、し、ですよ」と呼ぶ者あり)浅川処理場の、

しかも 63年の稼働とし、う見通しについては、 1次処理、 2次処理というふ うな範囲だと思い

ますので、それにとにかく機能に適合する形の汚水の流入範囲を、汚水の流入する、また、そ

の範囲を決めてし、く、ということが年次計画の根拠になります。近いところから遠きに及ぶと

いうのは当然であります。また、流域幹線、流域下水道幹線であります既定の計画もあります

から、これらがどんどん進捗していけば、受け入れる範囲もますます広くなる、こうし、った順

序であります。また、細かし、具体的なことは、いずれ委員会等の機会を見て、資料によって御

理解をいただく機会があろうと思っております。

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

御返事があった。で、いまの事務局長はもちろんくびtこするわけですね。(笑声)そうじゃな

きゃ入れなし、。

続いて聞きます。それならば高齢者事業団の事務局長の、本田さんていう方もずいぶん長く

やってられる。もうお年で、 ( I局長じゃないですJと呼ぶ者あり)局長じゃないんですか。

しかし、なかなか森久保君が、あれがし、るからかなわねえやとよく言ってますが、 (笑声)実

際そうです、本田さんていう方。長くもうボスみたいな、わかってる、長いですね、間違いな

く長いようです。始まって以来いるようですから、行く職員はかなわないですよ、これ。大じ

ゅうとと小じゅうとが一緒にいるところへ行くようなんです。で、いまの事務局長は前日野市

議会議長でおられます。非常にりっぱな方です。この方をくひ、切ってやるということに市長は

決めているわけですね。

0議長(石坂勝雄君) 市長。 06番(古谷太郎君) 部長さん、何か言いたそうですが、部長さんも答えにくいでし

06番(古谷太郎君) 人の会の、社会福祉協議会の会長さんが人事権を持っているわ

ょう、何にも聞いてないでしょうから、恐らく。

それで、それから次に聞きたいんですが、私は、行政視察に北海道へ行ったんです。斜里町

に行ったんです。そうしたら、日野市の緑地担当の石井さんとかし、う係長がおられるんですか、

石井さんが随行されて、都市計画審議会委員の北条先生とともに来られたと、いうお話を承っ

た。 もちろん、これは北海道への係長さんの、緑地の係長さんの御出張は、当然市長の命令で

行かれたに違いありません。先ほど、市川さんとのお話の中に、全くそうし、う話が出てないん

ですが、あるいは全く偶然に北条先生と日野緑地係長石井係長さんが偶然に一致したのか、同

じ日に着いちゃったのか、これは、私もよ丈わからなし、。しかし、普通の場合は、古谷太郎議

員が行くのでさえー職員もついておりません。(笑声)係長さんがついていく となると、これ

は、恐らく市長、あるいは議長きんでしょう。だから偶然一致したとい うことは考えられなく

0市長(森田喜美男君) 私が能動的にそのようなレールを敷くということではないわ

けでありまして、それぞれ、いま言われるように、御本人の立場からしかるべき方を後がまに

置いて交代をしたいというお考えは伺っております。そうし、う意味での全般的なにらみであり

ます。高齢者事業団の場合も、そのような申し出も受けております。なるべく市内の人材、あ

るいは職員の人材を活用することを考えたい、このように思っております。

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

けですから、こうし、う点はやはりよく花輪先生の御意見及び御指導を賜ってやってもらいたい。

( I要請があるんだからJと呼ぶ者あり)だから相談してやってもらいたし、。

その次にお聞きしたいんだけども、先ほどの流域下水道、鈴木俊一知事のやっている仕事に

つ山
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0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

市長ね、口を聞くのに慎んでもらいたし、。(iお互いさまです」

て行かれた。それでいいんですが、やはり非常にそういう点でやはり職員の行動の中でも、今

後いろいろな問題一一一応お聞きしておきます。

それで、次に監査請求出されたというお話があった。市川議員からあったんですが、理事長

が出したわけで、す。そうすると、副理事長の萱島先生とこの件で、打ち合わせたことは全くあり

ませんか。結局、取り下げの主因になったのは私の聞いたところによりますと、副理事長の萱

島先生と市長さんとの打ち合わせの結果である、というふうに灰聞しておりますが、 萱島先生

とこの件について、どういう形でお会いしたか、あるいは電話で、打ち合わせたかよくわかりま

せんけれども、そういうことは全くありませんでしょうか。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) お答えいたします。

この自然、を守る会の代表者とし、う、会長とし、う立場で監査請求は出されてお ったと思います。

そして、会の代表がそうし、う行為を行うからには、内部の役員間でも十分協議されて、会の名

前において行動ができる、このようなことは物事の当然だろ うと思います。したがって、顧問

でありますか、萱島先生にはそういう内部協議が持たれた経過がありますか、ということは問

し、合わせをいたしました。そうすると、内部でそのことを議題として討議したということは最

近はない、しかし、何か運動する際には、理事長一任という形で一応の申し合わせもあるので、

そうしみ立場においてやったとすればゃったであろう、こういうことでありました。それ以上

のことはないんですが、その際に、萱島さんにもお尋ねがあって、その程度のことは聞いたと

思っております。

私の疑問は、いわゆる自然、を守る運動としての緑の消滅とし、し、ますか、そういうことについ

て発言をなさるのは結構だと思います。大いに、当然だというふうにも思いますけど、何か用

地の買い方に不審があるというようなことは、だれかがそのような説明をするなり、しなけれ

ば、いわゆる自然を守るとし、う運動とはちょっと直接縁がないように思 うわけでありまして、

言うなれば、時の政治的な話題でもあるわけであります。その政治的な運動に、自然を守ると

いう、緑を守るとし、う純粋のこの運動団体が発言をするとすれば、少々おかしいという感じは

いたしました。しかし、先ほども言いましたとおり、監査請求は、市民に許される大きい権限

でもありますから、それ以上のことに対応することはもちろんあるはずもありません。そうい

う、いまの御質問は、それでよろしいわけですか。

はないんですが、この事実があったのかどうか。どうして一致しち ゃったのか。相手方の市役

所は勘違いしてますぜ。(i町役場Jと呼ぶ者あり)町役場ね。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 物を疑うにもほどがあるかもしれません。(iそうなんです

よ、びっくりしたんですJと呼ぶ者あり)斜里町と言われると、多分、知床半島、 いわゆる

( iじゃがし、もの産地Jと呼ぶ者あり)ナショナルトラスト運動の発祥地である。斜里町の町

長がいろいろ苦労されて、一つの私案を発想しておられる。私が指示したわけじゃありません

が、多分、自然を守る会の北条理事長も注目していたんだろうと思います。で、聞くところに

よりますと、石井には係長個人として、出張命令によって出張させました。それから、自然を

守る会の 1人であるかどうかよく知りませんが、北条さんも自費で調査に行かれた。東京都の

自然保護部長佐久間さんも都の出張においておいでになった。つまり、それぞれ関心のある職

員や、それから民間人が、その同じ目的のために調査にそれそeれの職務区分において出向いた、

ということでありますから、何一つ不信はない、こう思っております。あなたが行かれて同じ

ときであったかどうか知りませんけど、人が物を調査する際にそうし、う組合わせはどこでもあ

ることではないか、こう思います。石井は、ちゃんと調査報告も出しております。おわかりで

しょうか。

と呼ぶ者あり)われわれはね、市民を代表して聞いてんです、個人で聞いてんじゃなし、。(i私

も市民から負託されて…ー」と呼ぶ者あり)そうです。あなたとし、う言葉、使っちゃいけなし、。

先日、市長は、私は非常にこれはいけないことを言ったなと思った。都立高校誘致のために日

野市議会議長を帯同してとし、う、速記録に書いてある。そんな言葉、助役や職員を連れてし、く、

一緒に行く場合には帯同も結構でしょう。議長さんは、あなたに帯同される身柄じゃないんで

す。そういうことで、いままでの議会はそれでよかったことか知りませんが、やっぱり、きち

んとすることはしてほしい。

それで、いいですよ。たまたま御一緒になられた、これは結構です。(iたまたまじゃない、

打ち合わせて行ったんで、すJと呼ぶ者あり)だから誘い合わせて行かれた。(i誘い合わせて

というよりも、打ち合わせて行ったんで、すJと呼ぶ者あり)打ち合わせて。はい、打ち合わせ

A且
τ

ワ嗣
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0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

前段は監査請求を出されたときに萱島理事長一ー副理事長です

か、副会長ですか、先生のところへ市長さんからそうし、うお電話があったというふうに私も聞

いております。

で、今度、取り下げのときに、市長さんとお話し合いなり電話なりの話し合いがなかったか

どうか。それが新聞記事になったんですよ、具体的には。だそうです。何かがあるって、話し

合いが円満にまとまったからって書いてあるんですね、朝日新聞の記事は。だから、じゃ、ど

なたか緑を、自然を守る会の方のと・なたかと、一一助役さんは全くわからないという回答をし

ている、新聞の方ヘ。だから朝日新聞の記事によれば市長さんと副会長、委員長の北条さんと

お会いするというのは、ちょっとこれはむずかしいでしょう、あれを話し合うということは、

監査請求者ですから。だから、副理事長の萱島先生とお話をしたことはないですか、取り下げ

の前の日か、その前の日。

O議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私が取り下げを働きかけたなんていうことは、まずないとい

うことはすでにお話をしましたとおりです。

それから、萱島さんが多少そういうことで、会の立場を配慮、されたと思うんですが、そこで、

北条さんをそれこそ帯同されまして、本人の意思によって取り下げようとしづ考えがある。こ

れまでのこの自然を守る会に対する行政の立場、あるいはナショナルトラスト o.1平米運動に

対する行政の理解、このことに変化はないでしょうかと言われますから、もちろん変化のあろ

うはずがありません。市の行政の大きな眼目といたします、それのまた一役を買う緑を守る運

動というものは、どの団体にせよ十分尊重していきたし、。お話をしたのはこれだけであります。

O議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 私の聞いたこともそのとおりでした。取り下げの前の日にお 2

人で、市長さんと話し合った。で、いわゆる緑、緑地のト ラス ト運動、その他の問題について

円満解決した、こんなようなお話でございました。それはそれでし、し、です、市長さんのおっし

ゃるとおりですから……。

そこで、ちょっと次に聞きたいんですが、高等学校の用地。あれ、用地、西側と東側、西側

が広くて東側が狭い、墓地のある方は狭いですね。その聞に清水 遜さんの山がある。そうで
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すね。あるでしょう。この山を買収しなければまず学校はできないことは明白なんです。この

緑を失うということが大変なことだと思いますが、この買収はどうしました。

0議長(石坂勝雄君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 清水遜さんの御子息でございます修身さんとの聞に交渉を持

ちまして、ことしの 4月でしょうか、地積としましては 1，3 2 5平米でございます。 1，3 2 5 

平米を清水 遜さんの御子息でございます修身さんから、 4月に入ったかと思いますけれども、

買収させていただきました。(r幾らJと呼ぶ者あり)平米 3万 7，00 0円でございます。平

米 3万 7，00 0円で買収したわけで、ございます。 4月でございます、 4月にλってからでござ

います。

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) もうちょっと奥まで、もっと南の方まで買わないとまずいんじ

ゃないの、学校つくるには。あの山を崩して穴を埋めるわけでしょ 。そうでしょ 。独歩さんが

掘った大きな穴を埋めるのに、山を、東側の山を崩すわけでしょ 。で、崩した跡へ学校をつく

るのと違うんですか。

0議長(石坂勝雄君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 計画しておりますのは清水遜さんの、いまさっき申し上げま

した学校の全体的な敷地からまいりますと左側になるわけでございますけれども、東側ですか、

になるわけでございますけれども、この所と、それに続くあの山手の方は、砂利穴から見ます

と、やはり相当高い、すでに荒らされてはおりますけれども、相当高い所でございます。これ

をやはり平らにしまして、あの砂利穴を埋める、そして、全体的にそう大きな高低差がない敷

地にしてし、く、ということなんですけれども、まだ 4メー ターぐらいの高低差は出るよ うでご

ざいます。特別教室と普通教室の高低差が 1メーターしかございませんけれども、運動場です

か、とは 4メーターぐらい差が出るようでございます。そうい うような形で遜さんのところと、

それから、さっき報告の中では取りつけ部分という形で表現して御報告申し上げてございます

けれども、平 駒吉さんと、それから歳治さん、合計しますと 5，000平米ほどでございます。

買収する大きな地点としては、この清水さんと両平さんの 2カ所を買収させていただし、た、こ

れが大きな地積でございます。

O議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。
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06番(古谷太郎君) 待ってくださし、Q- 清水 遜さんの場合、山を、山の 1，325平

方メ ー トルを買ったわけですね、 4月に。そうでしょ。それで、いま、 5，000平方メートル

というのはもう買 っちゃったの、あとの残りの 4，00 0 -一三千幾らか。これは、私の聞いた

ところじゃまだ売ってないような話だけど、違うの。

O議長(石坂勝雄君) 助役。(rどこを買ったの、どこだかわからなし、」と呼ぶ者あ

り)

O助役(赤松行雄君)

駒吉さんから。

0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

両平さんから買収の契約はもう済んでございます。歳治さんと

古谷太郎君。

あのね、私が聞いた範囲じゃ、東京都は 3，000坪欲しいんだ、

あとですね。こうし、う話だったで、すね。 3，000坪というのは 9，000平方メートル、 9，000

平方メートルじゃない、 l万平方メートルか。まあ、都の要望する半分はようやく見通しがつ

いた。平 駒吉さんや平一一よく知らないが、歳治さんというのか、あそこの家。これは契約

がついた。修身さんところは 4月に買った、そういうことですね。これからまた大変だと思う

けれども、やはり詳しく説明した方がし、し、ですよ。特に、もう 4月に買っちゃったものなんか

ね、いままで初めて、きっと議員さん知ったのは一一そうでしょう 。私は、この問、遺産相続

のことで話をちょっと聞いたら、遺産相続じゃないや、税金の納税だ、相続税のこと聞いたら、

いや、ここは売ります、こういうことだ。ですから、もう少し親切に議員に教えてくださし、。

何だか、われわれがほかからですね、巷間のうわさで、ちまたのうわさで聞いて入ってきて聞

くと、そうだと。これじゃあ、恥かくです、こっちもね。

で、次にちょっと先ほど名古屋議員から言われたことなんです。(rうわさなんか聞かなけ

ればいい」と呼ぶ者あり)いや、家来て言うからしょうがない。それから、次にちょ っと聞き

たい。私も一般質問はできるだけ自粛をしたし、と思う。先ほど名古屋君が聞いておいてくれた

からし巾、んですが、これは、警察の、警察というのは、これは、日野警察署の発表であるかど

うか知りませんけれども、不明金の捜査概要、書いてありますね。で、この印刷物、次長さん、

1 1月 10日の報告 10時からということで使途不明金の総額は 4，208万 5，91 1円となっ

ているわけです。内訳がずっと出ているんだ、六つ。

そこで、ちょっとお聞きしたいんですが、 1の全く、全然わからないというのが 1，819万
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円ですね。これは出てます、 1で出ているo その次に出ているのが、これは大変なんです。

1，240万円。これは初めて出てきたお金なんです。いわゆる市の税金をもって、他の原因者

の負担すべき金額を救済したお金が 1，240万円であるo こう書いてあるわけです。市税をも

って、たとえば土地会社です、土地会社の遺跡調査の費用を税金で補った。そ うしづ説明なん

です、これ。土地会社だけじゃありませんo 住宅公団もあるかもしれません。あるいは電力会

社もあるかもしれませんが、いずれにしても、他の原因者の費用不足を補った金は 1，2 4 0万

円だo こんなめちゃくちゃなことされちゃ因るんです。困るというよりめちゃくちゃなんです、

これ。使途不明の方がもっと明快でいい。明らかになった調査現場で‘調査費用が不足し、他の

原因者の調査費用で補てんした金額は1， 2 4 0万円。こんなばかなことがあるわけがなし、。 し

てはいけない、とんでもないことなんです。不公平きわまりなし、。特定の人に税金で援助、援

助するo まあ、原因者の預かり金が 500万、これは残った金に違いなし、。これは返したとい

う話です。調査会年報印刷代 400万、こいつは私もよくわからないんですが、どんな、具体

的には、まず、この調査会の印刷物をちょっと見せてもらいたいんですが、これ、手元になき

ゃ、どんなものを印刷して配付したのか。それから、研修旅費 12 1万。これは理解できなく

もなし、。

で、 6番で、横領したお金が 12 8万。これは大変なことなんです。これは一般質問でお聞

きしようと思っている。そこで、 2の他の原因者の負担すべき費用、税金で補てんしている

1， 2 4 0万円はどこの会社、どこの原因者の金を負担したのか、税金で。それを会長である、

元会長に聞きたい。こうし、う報告は初めて受けた。大変なことなんです、これ。あるいは警視

庁の捜査が間違っているのかどうか。ちょっと御説明を願いたし、。それから、いまの後の印刷

物、そいつもちょっと教えてくれ。どんなものを印刷して、どういう…・。

O議長(石坂勝雄君) 答弁。(r教育次長だJrあの人、関係ないんだよ」と呼ぶ者

あり)市長。

O市長(森田喜美男君) 元会長と言われますから、御不満な答えをするわけですが、

そういうことを、つまり統括をする立場ではあったかもしれませんから、一つ一つの事業につ

いて報告じゃなくて、お答えをするだけの知識、資料もありませんので、後で担当者の方に、

なるべく調べて資料をもって報告させるようにいたしたし、と思います。

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。
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06番(古谷太郎君) こういうふうな警視庁の発表があるからには、あるし、は日野警

察署の発表があるからには、警察と具体的に弁護士なり、だれかが打ち合わせて、内容も聞く

こともできるわけです。だから、日野市の方に、あるいは、どこへ来るか知らんけど、日野市

の方に内容が来ているのかどうか。教育長、どうなんです、来てますか、この内容が。警視庁

の捜査のこの、この金額は出てるんですがね。たとえば、 どこへ流用したかというのも、これ、

足し算して 1，240万出たんだろうと思うんですけれども、その点わかりますか。

0議長(石坂勝雄君) 教育次長。

0教育次長(小山哲夫君) お答えをいたします。

まず、第 1点目の 1，2 4 0万円のいわゆる調査会の費用がある調査現場で不足をして、他の

調査会のいわゆる費用から補てんした額ということでございますけれども、これは、原因者か

らいただいたお金で、ございますけれども、これは具体的に警視庁捜査 2課、日野警察署の方と

いたしましでも、これはあくまでもその警察署の中で捜査した結果が、そういった形の中で‘出

てきているということで、さらに、これにつきましては地検八王子支部の方に対しましてさら

に書類送検の段階で、これから捜査をするということになりますので、この内訳につきまして

のつまびらかな説明はなかったわけで、ございます。一応、 1，2 4 0万円につきましては、あく

までもこれは原因者からいただきましたいわゆる調査費用が、これは、原因者と申しますのは、

具体的には個人の関係はございませんけれども 、主として東京都の住宅局であるとか、あるい

は住宅供給公社であるとか、そういった公共団体の発掘が多かったわけで、ございますけれども、

そういったお金を預かった中で、たまたまある調査区においてはお金が余って、ある調査区に

おいてはお金が不足した。そういった中で、余ったお金の方から不足した分に操作、経理上の

操作をいたしまして、補てんをしたというふうに御理解を賜りたし、と思います。

それから、 400万円の年報でございますけれども、これにつきましては、日野市の遺跡調

査会の方で、調査が終わりますと、いわゆる年報というものをつくりまして、関係者の方にお

配りするわけでございますけれども、この年報につきまして、たまたま調査団の方からこの年

報が不足するので、ぜひひとつ増版をしてもらいたい、ふやしてもらいたい、こういうふうな

依頼が当時の柳下前事務局長のところにございまして、その要求に応じて年報の増刷をした、

その印刷代が 400万円かかった、こういうふうに御理解賜りたいと思います。そういうこと

でございます。
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0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) とにかく税金が 3，7 0 8万円どっか行っちゃったことは間違い

ないんです、これ。これは、この金額の、もし、これに誤りがあるんなら、どこが、警視庁の

捜査のどこが誤っているかを指摘願えればし巾、んですが、これは正しいですね、発表は。

0議長(石坂勝雄君) 教育次長。

0教育次長 (小山哲夫君) それから、ちょ っと私は先ほどの御質問にお答えできなか

ったんで、ございますけれども、これにつきましての報告でございますけれども、警視庁の方か

らこちらの方に、書類でもって報告があったわけで、はございません。これは、私どもの方で直

接日野警察署の方へ出かけまして、警察署の方にお伺いした額がこういう額ということでござ

います。以上でございます。(r同じだなJと呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) この、いま 1，2 4 0万の内訳というのはちょっといますぐは出

ない、いまのお話ですと。しかし、次長は非常にかばっているようですが、原因者の預かり金

がちゃんと残ったのは 500万円も貯金しであるんですから、不足したのは税金で補った。会

社なんかの宅地開発は、やはり会社の負担ですから、日野市が負担するとし、 うわけ じゃないん

で、原因者ですから、公共、その点はよく心得ておいてもらいたい。これを追及しててもし、し、

んですけれども、余りあれですからちょっとお聞きしたんで、す。

この次に市長に聞きたいんですが、これだけの金、税金がどっか行っちゃった。これを、柳

下君には、かわいそうに 2，000万以上返せと部下にあなたは訴えている、部下を。 私は、

128万円が柳下君は税金として日野市へ返す必要のある金に違いありません。だから、 128

万円返せば柳下君は恐らく不起訴になるだろうと思います。それで、今後やりませんとい うこ

とならば、まあ恐らく人間の情のある検事ならば、起訴はしないだろ うと思う。返さなければ

どうか知りませんよ、 128万 1，0 0 0円を日野市に返せば。情けがあ ります。しか し、市民

にとっては 3，7 0 0万円余返していただ、かなければならないのであります。それに対 して、市

長はどのような措置を遺跡調査会にするつもりであるか。いままで柳下職員、課長さんだけを

責めてた。かわいそうに。しかし、警察は正しい調査を発表された。確かに柳下君は 128万

円ピンはねした、というふうに私どもは理解せざるを得ない。 しかし、この金額は行方不明に

なった金のたった 3%、3.5 %、あと 96.5 %という 3，500万以上の税金を遺跡調査会から
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日野市に返してもらわなければならないわけです。市長は、どのように今後措置をする決意で

あるかをお尋ねしたし、。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) いま、御質問に対して明確な判断をお答えすることは私では

できません。ただ、公金の計理というものはその公金を扱う者がまず一段階全責任を持つ。そ

れを事の理由のし、かんにかかわらずないがしろにするということはやっぱり公務員として許さ

れないやり方であったと言わざるを得ないと思っております。過去いろいろと質問をいただき

ました際にも、 責任のそれぞれの段階があるはずでありますからそれに応じた責任のとり方を

すべきである、このように考えております。

0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

これは、提案したときにお聞きする方がし、いのかもしれません

が、これは保留、いまでなくてし山、んですが、この保険税の大幅な値上げを提案して きており

ます。これは、提案したときにお聞きすることができますか、議長さん。 一ーじゃ、これは後

に回します。

で、一応、いまのお聞きしたい点を一応この程度にとどめておきます。

O議長(石坂勝雄君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 都立高校の誘致の近況で、助役から先ほど簡単な御報告を受け

たわけですけれども、ただいまの古谷議員の質問の中で、多少触れられておりま したので質問

いたしますが、都立高校の用地が当初に買っただけで‘は不足で、ある、追加買収をしなければな

らないとい うことで、交渉に入っていたというところで、先ほど助役が、古谷議員が質問をさ

れなかったよけいな分まで買っているんだ、買ったんだとい うふ うなお答えがあったと思うん

ですね。それで、追加買収について、多分 1週間ほど前か、あるいは二、三日前か知りません

けれども、最終的な契約をされたのは一体どのくらいの面積の土地で、何人の地主さんからで、

一体幾ら、総額幾らでお買いになった、あるいは契約をされたのか、 ということを、まず伺い

たし、と思います。

O議長 (石坂勝雄君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 先ほど御報告申し上げました程度でございまして、 4月に入り

ましてから、清水さんから 1，30 0平米買 った。それから、その後、最近でございますけれど
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も、大体、日野市の南平に都立高校が有望視、確実視されてきたというやはり段階でございま

せんと、いろいろと御批判をいただくことになりますので、それに応じて地主交渉等を進めて

まいったわけで‘ございますので、 漏水さんは 4月でございますけれども、それ以外の方とし、し、

ますと、 5名いらっしゃいます。この方から、最近売買契約を結んでいただ、いた、とい うもの

でございまして、細かし、平米数につきましては、先ほど申し上げましたとおり、 4，000平米、

清水さんを入れますと、清水さんが 1，3 0 0でござし、ますので全部合計しますと 5，437平米

でございます。清水さんを入れまして 6名の方で、 清水さんを入れて 6名の方で 5，437平米

でございます。それだけ周辺を買い足しましたということでございます。(r幾ら」と呼ぶ者

あり)

値段については、そろばん入れてみないとわからないんですけれども、後刻ということでよ

ろしいでしょうか。

。議長(石身長勝雄君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

私は、その値段を一番知りたし、わけです。で、先ほど古谷議員

の質問に対するお答えの中で、ことしの 4月にお買いにな ったところは平米 3万 7，00 0円だ

とおっしゃられました。昨年の、当初 16億 8，000万円でお買いにな った用地が、単価が平

米 2万 5，500円であったわけです。ところが、ちょっと聞いたところによ りますと、つい最

近お買いになった 5名、約 4，000平米ですか、この部分の単価が、いま申し上げた 2つの単

価と比べるとかなり大幅に高いように伺っているわけです。いま、ここ で計算をしなければわ

からないというような答えでしたけれども、ぜひ、ここで大体平均の平米単価とし、し、ますか、

これが幾らであるかということを、ぜひ出していただきたいという ふうに思います。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) お願いでございますが、いま、 高校の誘致を実現するために

必要な周辺面積の追加買収をいたしてまいりました。それは学校の建物、 グラウン ド、 その他

施設等の地形をとるために、また、今後も進入道路の買収もやる ことになるわけであります。

これらは、進入道路のことは別といたしまして、いずれ都に提供する際には、また調った価格

をもって都でも当然価格設定をされるもので、あります。私どもも、また適正な価格設定をいた

します。したがし、まして、 開発公社の用地買収、投入しております経費の相殺は、いずれまた

その時点で適正に行うべきものであ ります。 本会議場で報告するこ とを、何ら特別視するもの
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ではありませんけど、いまの用地買収は、それぞれ、つまり都にかわって買収をしているもの

でありまして、いずれ精算されるものであります。その中に不当であるとか、不正であるとか

いうものがあれば、もちろん正されるべきでありますけど、そうしづ範囲で物事をお考えいた

だきまして、御判断を賜りたい、このことを特にお願いをする次第でございます。

0議 長(石坂勝雄君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 要するに本会議の場では、この数字は出したくないということ

でしょうか、もう一度お願いします。

O議長(石坂勝雄君) 市長。

0市 長(森田喜美男君) 高校誘致を目標として、用地設定をやっておるわけでござい

ます。交渉事もこれからまだ道路の拡幅等にも伴ってまいります。したがし、まして、そのあた

りは信用していただかないと、また、信用していただいていることだと思っておりますので、

ある程度はお任せいただくというふうに御理解をいただきたし、と思います。そしてまた特に求

められますならば、委員会等におきまして、資料をもってきちんとした御報告は、一向支障が

あるものではございません。

0議長(石坂勝雄君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

理事者側でお答えしにくいということであれば私が聞いた範囲

で申し上げるだけはしておきたいというふうに思います。

繰り返しますが、当初、昨年の 4月が 2万 5，500円、平米単価。ことしの 4月が3万7，000

円。で、つい最近のが多分平米 7万幾らになっているはずであります。大幅に違っています。

それだけは私の方から申し上げておきます。

さらに、今回、買収になった土地も市長がいろいろ事情があるんだということで、余り言っ

てくれるなというふうなことだろうと思うんですが、それは十分私もわかっております。しか

し、市街化調整区域内の土地であります。それを、こうし、う大幅に金額の違う、値段の違う単

価で買うとし、うのは、どんな事情があるにせよ、私はおかしいと言わざるを得ないというよう

に思うんです。

で、今回の、じゃ、買収についても不動産鑑定士の評価とし、し、ますか、それをちゃんと受け

ているかどうか、これだけはぜひお答えをいただきたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 助役。
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。助役(赤松行雄君) 市長が細かい具体的な値段申 し上げられないというようなこと

については、 申 し上げられないということじゃなくて、大局的なことだろうと 思L、ます。

確かにエンターから買いましたのは 2万 5，50 0円、それから、清水修身さん、これは、さ

っき申し上げましたように 3万 7，00 0円でごさ.います。これにつきましては、エンターから

買いました深い山すそをヲ|く土地と違いまして、そのまま多少崩して造成をしなきゃならん.

こんもりした山でござL、ます。これについても、不動産鑑定士と相談し、交渉を進めてきてお

るものでごさ、、ます。それから、平米ですね. 2 5万、坪 25万になる、あと 5名からのこと

しのつい最近の先月の買収でごさザいますけれども.これにつきましてもやはり不動産鑑定士と

きちんと相談してございます。

それから 3万 7，00 0円と、約 3万 7，00 0円の倍近い値段になるわけでごさeいますけれど

も、これに対する物の考え方でございますけれども、この場所は、要するにすでに平らになっ

ていると Lヴ造成費を要するにマイナスした価格、あるいは造成費がかからないとし、う考え方

の上に立つての値段でご、さ.います。

それから、市街化調整区域と全く隣接しているというふうな、同じ市街化調整区域であれば、

どんな山奥でも同じ値段だ、というものじゃごさ、、ませんo 市街化区域と要するに隣接してい

る、とL、ぅ要素等も加えて、要するに不動産鑑定士からもら った範閤内での交渉でございます。

そういうことで、公表するのに何ら要するに手控えるものではござL、ませんので、そのように

御承知願いたL、と思います。

0議長(石 坂 勝 雄 君 )

08番(馬場弘融君 )

馬場弘融君。

それならば初めから素直にお答えになればL、L、と思うんですね。

いま 、助役が言われたこ とはちゃんと理屈にな灼ますよ、これは。それが合っているかどうか

は別にしてo (笑声)こう L、ぅ事情だからこれだけの金額で買ったんです、と言えるでしょう。

市長は初め何で言わなかったんですか。非常に不満です。

で、私は、さらに一応資料としてもしあれば要求をしたいと思います。その司効産鑑定士等

のも し鑑定した書類があればいただきたい、コピ ーでL、L、ですからいただき たL、。

それから、現時点でこの買収をされたその高校用地で、寸寸入当初に、 実は私どもこうし、ぅ地

図をいただいておりますけれでも.こういった形の地図に示して、今回これを買った、それで

合計で、いまこれだけあるんだというような書類になって、地図として出していただければあり
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九

がたいと思います。

0議長 (石坂勝雄君)

018番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

何点か質問をいたします。

なんです。このソ連の評価については‘市長はどのようにお考えになりますか。(i必要なこ

とをやりなさい Jiむずかしいな Ji平和の問題は大切だよ」と呼ぶ者あ η)

。議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 歴史がL、ずれ評価することでありましょうから(i市長の言

うとおりだ」と呼ぶ者あり)われわれが言っている立場から、よけいな論評もすることもない

んではなかろうかと思います。私は、日野市民を中心として(iそうだ」と呼ぶ者あり)日野

市民の意思に従って、平和の問題については.広く訴えていく、これが行政の姿勢である、こ

のように理解をしておめますので、また御鞭撞をお願いする次第であります。

一応、以上で質問を終わります。

日野市は、市長の大変な肝いりで、先般、平和都市宣言というのをいたしました。市長は、

平和の問題についてて大変強い関心をお持ちのようでありますので、それに関連をして、一つ

だけます.お伺いをします。

今年度のノーベル平和賞の受賞者に、ポーランドの自主管理労組の指導者ワレサ氏が決定を

いたしました。まず、 このポーランドの労働者の自由のために闘 った指導者の受賞につL、て、

市長はどのようにお考えか、御意見をお聞かせL、ただきたい。

0議長(石坂勝雄君)

018番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

共共産主義国家における人権抑圧、また労働組合も非合法化さ

0議長(石坂勝雄君 ) 答弁、市長。

0市長(森田喜美男君) 関われることでありますか ら、できるだけ真心でお答え しな

ければならないと思っております。

いわゆる、ポーランドの自主管理労組「連帯」としヴ組織のワレサ議長が‘ノーベル平和賞

を受賞された。わが国でも、佐藤栄作元総理は平和賞を受けておられます。平和ということは.

これは共通する人類の頗いであ灼ますから、要するにいろいろな立場、評価があると思ってお

ります。あなたの、あなたのと言っちゃいけなし、かもしれないんですが.古賀議員が私を試さ

れるo そうし、う質問内容には、つまりソ連に立ち向かう人民運動が(i邪推だよ」と呼ぶ者あ

り)評価されるということはどういうことか、ということだと思うんですが、ソ連も、平和の

問題については、もちろん一定の見解を持っているんでありましょう。したがって、われわれ

が、そう的確な論評はしがたL、かもしれませんけど、平和のために闘うと L、うのは、どの立場、

位置にかかわらず必要なことでもあるし、評価されることである、このように思います。

れてしまう。(iそうだ Jと呼ぶ者あり)このような状況というのは、こと に私どもにとって

は想像を絶するものがあるわけですが、そうし、う中での受賞だけに、まことに意義深いものが

あると私は考えております。市長のお考え方の一端を伺いましたので.この件については終わ

ります。(i休憩 」と呼ぶ者あり)

次に、先ほどから再三質問が出ておりますが、都立高校用地、ここで日野市の市道まで買収

をしたということで、先ほど旗野議員からもその後の経過が聞かれたんで、すが、私は、この大

里 3号線、長さも幅もきちんともう決まっているわけです。ですから、助役は先ほど電話をし

て、先方に土地代金の返済の交渉をしたというようなことをおっ しゃったんでーすが、長さ52.

8メートル、幅 1.2メートル、もうはっきり面積は出るわけですから、きちんと図面を送るな

り‘また、じかに会って交渉するなりの形のものがあってし巾、と思うんです。どうしてその電

0議長( 石坂 勝雄 君)

018番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

市長は、いまワレサ氏の受賞について、評価されることであ

話連絡だけで済ましておられるのか。

また、先ほど、理由として他の用地の境界確定のことを云々とおっしゃったんで、すが、すで

に面積等もはっきり出るわけですから、もう少し積極的な交渉をおや ηになってもよかったん

だ、と私は考えます。どうしてそのようにおやりにならないんですか。

るというふうにおっしゃったんですが ところが、そのいま市長もおっ しゃ ったソ連は、この

ノーベル平和賞を受賞したワレサ氏に対して、このようなことを言っております。これは政府

の機関紙イズベスチャーに記載されたものですが、金に目がくらんで祖国の敵である帝国主義

に身を売った最も低級な商売人。こう L、うふうにソ連はワレサ氏に雑言を投げかけているわけ

。議長(石坂勝雄君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 1 2月の 9目、先ほど御報告 しましたけれども、間違いなく 境

界確定課の専門家の派遣をいただけるものと思います。その中で.総体的な地積の要するに過

不足というものが出てまいるわけでごさ、、ます。それから、墓地の話が古谷議員から出ておる

po 
q
J
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わけでござL、ますけれども、墓地につきましでも、買収時点で建設委員会で明瞭になったわけ

でございますけれども、公簿で、要するに平辰雄さん、平 高ーさんの墓地については公簿

で買収地からヲ1"、ておるわけでございますけれども、実際は前々から墓地面についても両平さ

んそれぞれ前々から境界の植木があるわけでございます。そう L、ぅ実際に即した面で、も、やは

り大里 3号と同じような問題が多少のプラス、マイナスが出てきているわけでごさーいます。で

すーから、地積全体について、要するに境界確定等を経まして、きちっとした中で不足があれば

要するにエンタープライズからその分を補償させる、こういうような考え方でおるわけでござ

いますo 全体を考えておるわけでごさ、、ます。

0議長(石坂勝 雄君) 古賀俊昭君。

ない。そのときの職員が、要するに古い測量方法で出された地図でございますけれども、市の

方で検証しましたときは、出されたものよりもふえるというふうなある程度の確信を持っ てい

るわけでござし、ます。これは、ここだけの話にしてもらし、たし、んですけれども、(笑戸)です

から、そういうふうな中で、全体を見ると、部分的な決済したってですよ、 全体と して要求 さ

れればですよ、やはり、それはそれでまた問題が出てくるわけでご さeいます。だから、要する

に 12月の 9目、境界確定しまして、全部が確定しますると、要するに、そこで多少の問題が、

不足なり、プラスなりマイナスなりが出てくるわけで.それが本当の解決になるわけでごさeい

ます。そう考えております。

0議長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 要するに、市道部分を市が買収をしたということは、もうは 018番(古賀俊昭君) 助役ね、私は、きちんと測量も して、そして間違いなく面積

っきりしたわけです、前の議会で。で、その大里 3号線の長さ、幅 というものもは っきり して

いるわけですから、当然このエンタープライズとの交渉の際には、何も不足する書類 というの

はあとないんじゃないか、と思うんです。全体の地積の見直しということは、それは当然、あ

と墓地の問題、まだ境界が未確定の部分もあるようですから.それはもちろん進めなくちゃな

りませんが、エンタープライズとの交渉については、具体的にできるんじゃないんですか。そ

れを電話だけで、どのようにお話になったのかわか灼ませんが、はっきり市道部分まで市の方

で買収したんだ。ですから、その土地の代金については、エンター プライズの方に返還を求め

るということを、きちんとお伝えになったんで、すか。それとも、まだ、そのよ うな指摘もされ

ているから、今後よく調べましてまた連絡いたします。その程度のお話なのか.その点、 はっ

き均してくださ L、。

0議長(石坂勝雄君)

O助役(赤松行雄 君)

助役。

エンターとのやりとりにつきましては.先ほど旗野議員さんの

も確認をして買いました。これは、もう当初からずっと土地開発公社理事長が一貫しておっし

ゃっていることである、また、市長も同じです。ところが、この市道の廃止の議案の過程で、

前の議会で、この市道部分まで市が買ってたんだ、ということがわかったわけですね。ところ

が、助役は、いま、お話を聞いておりますと‘全体の地積の見直しをするとまた過不足が出る

かもわからなし、。こう L、うふうにおっしゃっているんです。その邸皆で、また精算が伴うよ う

なことをおっしゃっているんですが、もうーたん契約をしまして、この土地を市が買った。で、

後でまた面積を検分をして、そこでプラス、マイナスがあれば再度また金銭のや ηとりがあり

ます、というようなことを何か契約なさったんですか。

。 議長(石坂勝雄君) 助役。

。助 役(赤松行雄君) こちらから、 3号線について要求しなさいということになれば、

反面プラスが多少でも出た場合は、また要求されるんじゃないか。こういうことであろうと 言

っているわけなんです。そういう道筋のことを私は申し上げておるんですよ。そうしヴ気持ち

はございませんけれども、要するに古賀議員さ んのお っしゃる、 3号線でマイナスが出たら全

体としてプラスも出たら、じゃ、市の方で反対として、それじゃ、それに応じなきゃならんだ

ろう。それが道筋でしょうと、そのことを言っているわけでござし、ます。

そう L、うわけでごき.いまして、 12月の 9日には確定しますし、私たちの方は、前から申し

上げましたように、日野市そのものに損害を及ぼしたくないということで、去年の 4月にもレ

ーザ一光線の要するに測量等で、測量して検針したところで買っているわけでごさ¥、ますので

答弁に答えたとおりでごさ、、ます。古賀議員のおっしゃるとお η、大里 3号線だけの過不足を

論じてそれを決済する。全体で過不足が出たらどうか。やっぱりプラスがあるとすればエンタ

ーから、市がですよ、公にした場合は、やは灼要求されるんじゃないか。だから私はやっぱり

全体の過不足の中で議員さん皆さんの御理解を得たL、。

それから.市の方で去年の 4月に買った時点で、やはりレーザ一光線による検証をしている

わけですねa レーザ一光線による新しい測量方法で大づかみな地積を検証して、これで、間違い
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何分の御理解をいただきたL、と思います。個々の面での行き違いはあったろうかと思います、

確かに。見落としもござL、ました。ミスもごさ.いました。それはもう否定するわけじゃごさeい

ませんで、この前‘陳謝申し上げたとおりでござL、ます。今日でも気持ちは同じでごさ、、ます。

ですけれども、実質面では、要するに 12月の 9日になりますと、はっきりした数字が出てこ

ょうかと思\，，~す。一番先に建設委員会の方に御報告しましてから、さらに報告いたしますの

で、その上で御理解をいただきたL、と思います。

0議長(石坂勝雄君)

018番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

最初、実測を したということで、 実測ということですから、

公簿じゃありませんので、正しい面積が出ていたはずで、すね。ところが、また今度いろいろ面

積一一レーザ 一光線か何か知りませんが、山の部分を測量するわけですから、そうしヴ近代的

な測量器具もあるんでしょうから、正確に面積が出るんでしょう。 しかし、また、プラスか、

マイナスかによってはさらに今度はこちら側が支払う可能性もあるということになるんじゃな

いんですか、いまの助役のお話ですと。まだ土地開発公社、もし面積の違いや食い違いが出て

くれば、エンタープライズから要求されるということもあるというふうに、そう L、ぅ可能性も

あると思っておられるわけですか。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) いろいろ御質問の中で、要するに誤りなきを期せ、という指

摘をいただいておると思っております。したがL、まして、もうしばらく時間をかりま して、 責

任ある結末をつけますから、それまでひとつ信用していただきたいと、ということでお願いい

たします。開発公社をまた監督する立場でごさ、、ますから、 責任ある処理をいたさせます。

0議長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 助役は、さきの議会で、今度の 12月議会までtこは企業へ出

向きまして、ちゃんと交渉してその代金の返済を求める、こういうふうにおっしゃったんで、す

ね、はっきり。ところが.実際はそのことができていなし、。だから、われわれは、これは市道

部分についての指摘でしたから、この面積もはっきりしているんだから、やろうと思えばできる

んじゃないか、こう L、う立場で、いま聞いているわけです。ところが、いま助役のお っしゃっ

ている内容をいろいろ考えますと、まことに不思議な土地の取引をやった、というふうに考え

ざるを得ないわけです。また測量 し直して、もし、こちらが払った分が足らなければそういう
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可能性もあるということですね.支払う可能性もあるということ。ただ、こちらが要求するだ

けじゃなくて、向こうから要求されることもあるということ‘いま 、助役はおっしゃいました。

そんな土地の取引と L、うのがあるのかなと思うんですが、(rあるわけねえじゃねえか jと呼

ぶ者あり)不思議だとお考えになりませんか。(r思うよ」と呼ぶ者あり)

。議長(石坂勝雄君) 助役。

0助役(赤松行雄君) ーたん契約 しましたので、私の方でも、たとえ プラスが出まし

ても、それに応じて払う考え方はごさeいません。そう L、う論理は、エン タープライズの方にも

通ずるわけでごさeいますけれども、 10月の、さっき報告 しました 10月の 2日に、エンター

の方にーーその前から電話はしておるわけでごさ、、ますけれども、 電話が通 じないで、通じた

のは 10月の 2日でごさeいます。ちょうど社長がL、たわけでごさ'いますけれども、その中では

旗野議員さんに報告したような経過で、公道部分を買ったというふ うなミスが失体したとい う

ようなことの中で、議会の中でも‘私の立場というような話等もした中で、その面積がはっき

均すれば、先ほどの国の方では、それに応じる要するにお金を返す、その部分については、お

金を返すということについては応じますよ、といういきさつになっておるわけでごさ、、ます。

ですから、基本的には市の方でプラスがあっても、私は返す必要がない、そうし、う契約はない

んだ、こういうことをはっきり言えると思います。(笑戸 )ただ、エンターの方で返すとい う

ことは、 10月の 2日にそう L、ぅ話がありましたので、話を積み上げていますので、そう申す

わけであって、契約の上からは市と同じようにですよ、やはり返す条項はないと思うんですよ

ね、総務契約でござL、ますのでb そういうふうな考え方に立っています。

0議 長(石坂勝雄君)

01 8番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

積極的にエンタープラ イズと交渉を進めても らいたいと思い

ます D いつまでに、というようなことも聞きたいんですが、助役のことでしょ うから、今後の

取 η組みを期待しておきた\，、と思\，，~す。

それから、不足をする面積がかな りあるということで、いま、 清水さんを除き ました 5名の

地主の方とも交渉して、都立高校が必要な面積を 、確保しているところだとい うようなお話が

あったわけですね。で、清水さんほか 5名の地主の方と最近売買契約を結んだ、とい うような

お話ですが、 それによって、必要な都立高校の面積は確保されるわけですか、なお不足を して

いるというふうになるのか.その点まずひとつお聞かせをいただきたいと 思います。
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それから、もう 1点、都立高校、当然あの部分に建てるということになりますと、近隣の地

元の方に対して、何らかの説明をすべきだと思いますが、地元の近隣の住民の、市民の方に説

明会というようなものはおやりになったかどうか、その点をひとつお聞かせをいただきたL、と

思います。

それから、三つ目は、この地点は、御存じのように大きな穴があいておりまして.かなり山

肌も荒らされているわけですが、防災工事として、当然手当てをしてL、かなくちゃいけないだ

ろうと思うんです。何億円かかかると思います。そうすれば.一体この訪災工事のお金という

のは、都が最終的には負担をしてくれるのか、あくまで市の負担になるのか。本当は、これは

もとの地主である鈴木独歩氏が、やらなければならない仕事であったわけで、す。ところが、そ

れをそのまま買収をしてしまったわけですから、工事が当然必要になってくる。いま、市長は‘

道路の買収については、都にかわって市がL、ま買収をしているんだというふうに、いま、道路

の買収についての性格づけをおっしゃいました。では、防災工事についてはどうなのか。その

三つについてお答えをいただきたL、。

0議長(石坂勝雄君 ) 助役。

0助役(赤松行雄君 ) 5名の方から土地を、周辺の土地をお譲 ηしていただきま した。

高校用地として十分でござL、ます。

それから、説明会は 11月の 24日か ら、昨日も説明会をいたしました。地元説明会という

ことで、やはりいろいろ独歩時代に多少水が出たり、あるいは泥が庭先に流出 した、と いうよ

うなこと等もごさ.いますので、関心がごさ.います口いろいろな面で説明会の中で御意見を拝聴

しております。

それから、防災工事と L、うのはどちらかということなんですけれども、東京都に売 ります用

地は、高校用地として組造成をしたものを東京都からの指示によ って、レベルとか配置とかと

いうことで造成しまして、東京都はそれはそれで、評価するわけで、ごさeいます。ですから、本来から言

えば防災工事部分の山の傾斜部分は市に残ります。 当然、その費用は市の方に残ると L、うふうに

考えてよろしいんじゃなL、かと思います。

0議長 (石 坂 勝雄君) 古賀俊昭君。

018番 (古賀俊昭君) 日野の自然を守る会の会報によりますと、 4億 6，0 0 0万ほ

ど防災工事がかかるというふうに書いてあります。斜面の方は、市の方に残るから市の負担で
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やるんだ.ということなんですが、その防災工事の中には、当然あの穴の埋め戻しも入るんじ

ゃないんですか。その費用も市の方で負担をするということになるんですね。

それから、もう一つ地元説明会のことをお答えになりました。 11月の 24日からや ってい

るということです。で、意見をいろL、ろ聞かせてもらいました、ということなんですが、その

地元の意見の態勢どのような御意見が地元では出ているのか、それをひとつ聞かせてくださL、。

O議長(石坂勝雄君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 防災工事について、穴を埋める工事費は、防災工事とし、L、まし

ても、あそこ相当荒れておりますんで、平らにする整地工事が防災工事であり 、整地工事が組

造成工事だろうと思います。そうし、うふうなことで、細かL、ことをお っしゃられても、大きな

面については、防災工事の大きな面についてはやはり市のものだろうと思いますけれども‘

整地工事が要するに粗造成であり、それから、穴を埋めるなんていうことについてはやっぱり

整地工事に入りますので、どちらかとしヴ区分は、私、余り、工事のことについては素人でご

ざいますのではっきり区分できないんじゃないか、専門家でもまた同じ整地工事でしょうから、

区分するということについては、穴を埋める整地工事については、やっぱ η防災工事 とは言

L、がたし、んじゃないか、組造成に入るんじゃないか、こ う思います。

それから、地元といろいろやっております。それから、道路の拡幅の交渉等もやっておりま

す。やっぱり、ぬかるみになることを心配でごさ、、ますし、それから、水がたくさん出ます 5

月とか6月には大体、排水、要するに遊水池ですか、遊水池の工事は完成してほしい、そうい

うふうな要するに住民の御意向がごさ、、ます。そういうことでございます。

0議長 (石坂勝雄君 ) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君 ) いまの助役のお話ですと、大体 5億近くかかるであろうと言

われている防災工事の費用はどうも市が負担するようなことになりそうです。大変なものを買

ったものだと思います。ですから都立高校の用地と しては果たして、さかのぼって考えれば、

この場所がこれだけのお金を組むんですから買収することが適当であったのかどうかなという

気もいまいたします。ぜひ、できるだけ市の方にこれだけの負担がかかってくるわけですから、

用地の確保、もうしてしまった。もう仕方ありませんo できるだけ速やかに工事をやっ ていた

だいて市の方の負担が少な くなるように考慮、 していただきたいと思います。

それから、地元説明会は、水がでる.ぬかるみがどうのこうのというようなことをお っしゃ
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ったんですが、地元の皆さんは、都立高校をつくるということに関しては、賛意を示しておら

れるということでご湾、、ますが、その辺の配慮をひ とつ、いろいろ要望も出ているようですの

で十分にしていただきたL、と思し、ます。

市長、何かおっ しゃるこ とあり ませんか。

すが、警察は一生懸命やっても 12 8万。この開きはどのようにお考えになっていますか。

0議長(石坂勝雄君 )

0教育次長(小山哲夫君)

教育次長。

お答えいたします。

0議長(石坂勝雄 君)

018番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

最後に、遺跡調査会の問題をちょっと聞L、ておきます。この

私どもといたしましては、今回の遺跡事件に関する、いわゆるその使途不明金につきまして

は、これは日野市の監査委員によります特別監査もごさ、、ましたし、さらにまたその監査に基

づきま して、私ども遺跡調査会の事務局並びに市の特別顧問弁護士等とも、その裏づけを図る

べく、あらゆる面から証拠書類を調査いた しました し、かつ.また、これにまつわる関係業者.

あるいは参考人等を呼びま して、また、 実地調査もいた しました中で、 最低限。2.122万 2.224

円と L、うお金が、いわゆる柳下前事務局長にお尋ね してもそれに対する明確なお答えがなかっ

た。また、それに伴ういわゆるその証拠書類等の提出もなかったということで、私どもと L、たし

ましては、このお金がし、わゆる柳下 章前事務局長が業務上横領した、とL、うふうに断定せざ

るを得ないということで、告発、告訴をしたわけでごさーいます。

ただ、いまの古賀議員さんからの御指摘にもごさ¥、ましたとおり、これにつきましては、約

8カ月間にわたりま して、日野警察署並びに捜査 2課の方で精力的に調査したわけで、ごさ、、ま

すけれども、とにかく、この捜査にかかわりますところの、いわゆる証拠書類 というものが大

部分隠滅と L、L、ますか、証拠書類がないということ、また、ありましてもそれが改ざんさ れて

いたりと L、ぅ状態の中で、非常に捜査に骨を折ったとし、う経緯がごさ:¥t、ます。先ほど古賀議員

さんの方から触れました、 12 8万 1.06 3円とL、うお金につきましても、これは証拠書類に

よっ て生み出 したものじ ゃなくして‘柳下前事務局長が捜査の過程におきまして自白 した額で‘

ある、ということでごさ'います。これすら本人のあくまでも自白に基づく額でごさeいますので、

あるいは、ただL、ま警察庁の方に対 しまして、八王子の 地裁の方にさらにまた書類送検を して

いる中では、また捜査等が現在始まっていると思いますけれども、あるいはまた、その結果に

よっては、またその額がふえるかもしれませんし、そう L、ぅ可能性も含まれているわけでござ

0議長(石坂勝雄君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君) 誤解が残る といけませんので、一言私どもの考え方、これを

御理解を願っておきます。

高校用地を用意するという ことは、つまり、日野市側で造成まで受け持つということであ灼

ます。したがって、いままでいろいろ用地買収から、今後の防災工事等の投資は必要といた し

ます。しかしながら、それを日野市がまたそっくり持つなんてし、う 考えじゃないわけで ありま

す。でき上がった本のを、適正に評価をしていただいて、そうして、 われわれもこれによって

利益を上げようなんてい う考えはもちろんあ灼ませんが、また、われわれのその価格没定も、

おのずから許されるところであります。そういうことで、相互の信頼を十分保ちながら、最終

目途であります高校、都立高校を誘致する、こういうこ とが眼目でごさ.いますから、その問の

いろいろな御指摘は拝聴はいた しておりますけど、ぜひひとつ誤解のないようにお願L、を した

いと思います。つまり、市がすっか灼またよけいの部分まで持つ、というようなことは考えて

おりません。(1"了解」と呼ぶ者あり)きちんとした信頼関係の中で、行政同土の大きな事業

を完成させるということで、この事業に取 り組みますことを十分御理解をお願いしておきたい

と思いますD

教育委員会の報告によりますと、いままでも何度も報告をされましたが、柳下さんに請求を し

ている、要するに柳下さんが正しからざる使途をしたという金額を‘ 2.10 0万円一一 2.122

万ということで日野警察署に告訴をしているわけですね。ところが、警察が全力を挙げて捜査

をした結果、柳下さんが業務上横領 したと突き とめた金額が、 12 8万 1.0 6 3円。非常な開

きがあるわけです。裁判も行われている過程でありますので、その範閉内でお答えいただし、て

結構なんですが、遺跡調査会‘要するに日野市の方は 2，000万円以上のお金を柳下さんが業

務上横領した‘とし、うそれなりの証拠を持っているということで、告訴したんだろうと思いま

います。

そういうことで、われわれの方と いたしましては、最大限の努力をいたしまして、それにつ

きましての捜査依頼の結果が、たまたまそういうふうな形であらわれた、と L、うふうに御理解

を賜 ηたい.こう L、うふうに思います。したがって、残りの 1，80 0万円につきましても、 今

回の捜査の結果にもう出てますとおり、 いわゆる捜査したけれども、結果が出てこなかったと
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いうことで、使途不明金と し、ぅ形になってい る、 ということを申 し上げて、お答えといたしま

0議長(石坂勝雄君)

029番(滝瀬敏朗君)

ほかに御質疑はありませんか。滝瀬敏朗君。

1点だけお聞かせを頼いたL、と思います。遺跡調査の問題に

が 7カ所いま発掘 してますけれども、そのうち 2カ所が約 1メーター 50センチか 2メーター

ぐらいの範囲におきま して沼地の約 1メーター 50センチか 2メー トルぐらし、の深さのところ

でごさ、、ますけれども、いわゆる 12 0 0年ほど前の古墳時代、あるいは奈良時代だと推定さ

れますところの木製品がそこから出てきたということで非常にこの木製品につきましては.学

術的に希少価値があるものである‘そういうことで、この 2カ所につきまして、若干のなおか

っこれからの捜査が必要であるということがございます。それか ら、南地区につきましては、

6カ所のうちの‘約 3カ所が終わってますけれども、残りの 3カ所につきましてまだこれから

捜査しなきゃならんということがごさ、、ます。

そこで、この件につきまして、大分万願寺地区につきましての捜査がおくれておりますので、

私どもといた しましては、区画整理謀、都市整備部の方とも十分に相談しながら.とにかく全

精力を挙げてこの地域の発掘調査を速やかに、発掘調査を済ませたL、ということで、いまいろ

いろと私どもの方といたしまして、各地区で遺跡調査をしているわけでごさeいますけれども、

その遺跡調査も行っている所を一応中止いたしまして、万願寺の方に全精力を投下いたしまし

て、この発掘調査を速やかにいたしたい、ということでございます。区画整理課の方といたし

ましては. 1 2月いっぱいまでにぜひやってほしい、というふうな要請があるわけでござL、ま

すけれども、現在のところ、いまの予定で、いきますと、 1月一一約 1カ月間延びますけれど も、

1月中にはせ。ひ発掘調査を終えたいとし、う考え方でございます。

すo

つきまして、 1点お聞かせ願いたいと思います。

いま、万願寺土地区画整理地域内の遺跡調査が行われておりますo I聞くところによりますと、

今年度 58年度の予算で‘道路の仮道の予算が組まれておりますが、並行してその部分を遺跡

調査を行われておるわけであ灼ますけれども、それに対 して、遺跡調査の方がその工事に対 し

て間に合うのか、間に合わないのか.そういう点についてお聞きしたし、と思L、ます。

0議長(石坂勝雄君) 教育次長。

。教育次長(小山哲夫君) お答えをいた します。

万願寺の区画整理に伴う遺跡発掘調査でご ざいますけれども、当初、私どもといたしまして

は‘万願寺の区画整理の遺跡調査の発掘彊積を、的 1，00 0平方メートルということで、その

当初計画を立てたわけでござL、ます。ところが、その捜査を進めていく過，程.つま灯、ことし

の 4月でござし、ますけれども、いままで遺跡調査の包蔵地の以外の所の部分か ら‘区画整理に

伴います道路工事等の中で、たくさんの遺物が出てきたということで、東京都の方の教育庁の

文化課の方の指摘、あるいは指尊もご~'"、まして.この地域をいわゆる包蔵地と L 、ぅ形の中で、

教育委員会の方で捜査をしてもらいたい、こういうふうな依願がごさ.いまして、私どもの方と

いたしましてその周辺を調査したわけで、ごさ、、ますけれども、たくさんの遺構とか、あるいは

遺跡のいろいろな遺物等が出てまいりました関'係上‘一部私どもといたしましては、万願寺の

区画整理の一部を包蔵地と L、ぅ形の中で、 6月の教育委員会の中で決定をいたしました。そう

いたしますと、当初計喧i立てました 1，00 0平方メートルが、約 8，0 0 0平方メートルほど広

がりまして、結果的に本年度の遺跡調査の、いわゆる発掘面積が 9，000平方メートルになっ

た、ということがご き、、ます。そのために面積がふえた‘というのが 1点ござL、ます。それか

ら、もう一つは、いま掘っております地域につきましては、いわゆる南関沼とし、ぅ所で御存じ

のとおり沼地でござし、ます。したがL、まして普通の土砂を、土を掘るのと比べまして、沼であ

るために非常に発掘に時間を要すると L、う点がございます。それから、もう一つは現在行って

いる所は、万願寺の南区と、それから北区というふうに分けておりますけれども.北区の地区

0議長(石坂勝雄君)

029番(滝瀬敏朗君 )

滝瀬敏朗君。

最初の予定だと、 12に終わるという ふうなこ とを私も聞い

ております。それが、今度 1月いっぱいというふうなことで、ですから私は、工事の進行に支

障がなし、かどうか、ということを聞いたわけで‘あります。これが、工事ができませんと、東京

都あるいは国に、補助金を返さなければならない、こう L、うふうな問題があるようであります

ので、それと、いま 1点は、いま.この問題につし、て、万願寺の権利者から請願も出されてい

るようであります。慎重にひとつやっていただきたいと思います。

それと、私ども素人考えで、それは確かに木製のものが出て、それが大変貴重なものかも、

なにか、わかりませんけれども、道路の建設をするのに 3メーターも 4メーターも掘ってです

よ、それだけ掘る必要があるのかどうか、ということですよ。私は、この道路を建設するのに、

1メートルも恐らく調査をして、いま、私に言わせれば、埋蔵文化財の破壊ではないか、こう
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いうふうに思うわけですね。 (rそうだ 」と呼ぶ者あり)何も道路をつくるのに 3メータ 一、

4メーターの下を掘らなくても、そのままに しておけば‘埋蔵文化財と して永久に残るわけで

あります。そういうことを私は強く申 し上げ、たいわけであります。(rその とおり 」と呼ぶ者

あり)

ぜひ、ひとつ支障のないように進行 していただくことを、強く要望しておきますO

。議長(石坂勝雄君) よろしいですね。ほかに御質疑はありませんか。なければこれ

をもって行政報告を終わります。

お諮りいたします。議事の都合によ灼暫時休憩いた したL、と思L、ますが、これに御異議あ り

ませんか。

[ r異議なし jと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

。議長(石坂勝雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 3時 4 7分休憩、

午後 4時 12分再開

先に時間延長をしたL、と思います。お諮灼いたします。議事の都合によしあらかじめ会議

時間の延長をいたしたL、と思いますが、これに御異議ありませんか。

[ r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めますo よって会議時間を延長する ことに

決しました。

この際、議長からお願いいたしますo 諸般の報告一一日程第 4からずっときょうの日得に入

ってL、くんですが、付託案件に関しては、特に御質疑をされる人は付託委員会の人が、いけな

いということではないんですが.付託委員会の人は付託委員会で十分そこで論議をされて、む

しろ審査報告のときに、自分の御意見や何かがあるなら、御意見なりを向か意見の場で発表さ

れるように、特に議長からお願いというか、御要望申し上げますo

それから、質問をされる場合には、 1問でなくて三つある場合には三つ言って、いわゆる承

知できない件に関しては、再度質問するなり 3回質問してもよろしゅごさ.いますが、最初にあ

らかじめ 3点なら 3点質問するようにお願いして、御協力していただきたL、と思川、ます。よろ

しくお願いします。(r了解」と呼ぶ者あり)
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次に日程第七諸般の報告を行います。

会務報告については、お手元に配付してあります報告書のとおりですので、事務局長の報告

は省略いたします。

諸般の報告全般についての質疑に入ります。なければこれをもって諸般の報告を終わります。

これより請願第 58-31号、二中校庭の夜間照明施設設置に関する請願の件を議題 といた

します。

文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

0文 教委員長(市川 資信君) 請願第 58-31号の審査の経過並びに結果を御報告

申し上げます。

本請願は、 9月定例議会におきま して、本委員会に付託されたものでごさ、L、ます。件名は、

二中校庭に夜間照明施設設置を願うとし、うものでございます。 請願者は日野市日野台四丁目の

2 0の 1番地、植田政雄さんほか 32 0名でごさ:"、ます。

主なる質疑を申し上げますと、 46年にー中、 56年に七生中にそれぞれ夜間照明が設置さ

れまして、現在勤労者のスポーツ施設として使われております。現在の 2カ所は、日野市の中

で南北の中に 2カ所あるということで、今後の理事者の答弁によりますと、計画としては東西

につくっていきたL、。特に軟式野球、ソフトボール、あるいはサッカ一等が競技可能校につい

ては、随時年次計画をもってつくっていきたし、。特に今回の二中については、来年度の予算要

求の項目の中に入れるとの答弁でもあり、それらを踏まえて、本委員会は全会一致異議なく採

択と決した次第でございます。

よろしく御審議のほどお願L、し、たします。

。議長 ( 石 坂 勝 雄君 ) これより質疑に入 ηます。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。本件は、

委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 58 -3 1号、二中
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校庭の夜間照明施設設置に関する請願の件は、委員長の報告のとおり採択と決しました。

これより議案第 91号、昭和 58年度目野市一般会計補正予算(第 4号)の専決処分の報告

承認の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) ただし、ま上程され ました議案第 91号について提案の理由を

申し上げます。

本議案は、昭和 58年度日野市一般会計補正予算第 4号で、地方自治法第 17 9条第 1項の

規定に基づき‘昭和 58年 11月29日付で専決をしたものであります。

本補正は、衆議院議員選挙に伴うもので、補正額は歳入歳出それぞれ 2，5 6 2万 3.0 0 0円

を追加し、歳入歳出予算の総額を 258億 2，55 8万円とするものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろ しく御審議、御承認のほどお願

L市、たします。

0議長(石坂勝雄君 ) 関係部長から詳細説明を求めます。企画財政部長。

O企画 財政 部長 (前田雅夫君) 御説明いたします。

お手元にございます昭和 58年度日野市一般会計補正予算第 4号というのをごらんいただき

たL、と思います。

まず 7ページでごさ.いますけれども、歳入といたしまして 2，56 2万 3.00 0円でごさ、、ま

すが、これは今回 12月 18日に執行されます衆議院選挙並びJこ最高栽判所栽判官国民審査の

費用の都からの委託金でごさ.います。

次のページ，. 8ページから 11ページでございますけれども、その内訳でございます。通常

の選挙の事務費でございますので、細かL、説明は省略させていただきますo

。議長(石坂勝雄君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たしますo

お諮りいたします。ただL、ま議題となっております本件については.委員会付託を省略いた

したL、と思L、ますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (石 坂勝 雄君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会付
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託を省略することに決定いたしました。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議あ灼ませんか。

[ i異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 91号、昭和 58年

度目野市一般会計補正予算(第 4号)の専決処分の報告承認の件は、原案のとおり承認されま

した。

これより議案第 92号.日野市職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定の件を

議案といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) それでは議案第 92号について提案の理由を申し上げます。

本議案は職員の退職手当を改定するため、日野市職員の退職手当支給条例の一部を改正する

ものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願L、L、た

します。

0議長 (石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君)

て御説明申し上げます。

それでは支給条例の一司3を改正する条例の内容につきまし

今回の内容の改正でごさeいますが、内容といた しましては勧奨退職制度の率の引き下げ、 2

点目といた しまして結婚、出産退職制度の廃止、それから死、傷病退職者の支給率の引き下げ、

こういう 3点にしぼられてごさ、、ます。

本文に入りまして、第 5条関係でごさ、、ますが、これにつきましては、 59年度に適用され

る率でごさ.います。 58年度に適用される率につきましては、議案書から 3枚目を開いていた

だきますと付則別表第 1がごさ.います。ここに各年聞にわた灼ましての支給率が、割合が記入

してごさ、、ます。最終のところに勤続期間が 38年以上で退職した者に対して支給する退職手

当の額は 38年として計算した額とする、これが頭打ちでございますが、これが 58年度につ

きましては月数で申し上げますと 98.95カ月、それからまた本文に戻っていただくわけでご
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ぎL、ますが、本文の 2枚目でござし、ますけれども、 2枚目の 2項といたしまして、ここでは勤

続期間が 36年の頭打ちで 89カ月、こういうことに改正する案でござ1"'"Iす。それから 60 

年度以降につきましては定年制の絡みがごさ、、ますので、またこれから組合とも協議して決め

ていきたい、こうし、ぅ形で今回は見送り、こういうことにしたわけでごさ.います。

それから議案書の 2枚目でごさ、、ますが、 7条を削る、こういうことでごさ.います。 7条ば

結婚、または出産による退職の特例でござし、ます。これにつきましては. 1枚めくっていただ

きますと、ここに付則の 3項でごさ、、ますが、ここに経過措置といたしまして 60年の 3月ま

では改正前の支給条例による、従前の例による、こうし、うことで経過措置をとったわけで、ござ

います。

それから、死傷病の点につきましてはその次の第 8条を次のように改める、こういうことで

支給率の引き下げでごさ.います。これもやはり付則の方で 58年度につきま しては 100分の

4 0、それから、この本文につきましては 10 0分の 30、こういうことで年次的に引 き下げ

ていく、こう L、ぅ内容でございます。それ以外のものにつきましては、 条例の改正に伴います

適用条文の内容の修正でごさ、、ます。以上でごさ.1"、ます。

。議長(石坂勝雄君 ) これより質疑に入行ます。 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) ちょっと、よくわからなL、点があるのでお聞きしたし、んですが、

まず第 1点は‘助役会の決定に従って改正案をつく均たいということを先般助役、市長一ーも

ちろん市長会も入るんで しょうけれども、 言われた。そ こで各市の提案は、大体 98カ月とい

うのが多いんで日野市の場合もそうなっているo 九十八点何カ月かになっ てL、るようでありま

す。それはそれでL市、んです。それは‘その点は助役会の方はどうなったのか。 58年度、 59

年度、 60年度、どういうふうな大体申し合わせになっているのか。それで、その申し合わせ

とこの条例との一致する点、また違う点、これを助役の方から説明してもらいたL、。

次に第 2点ですが、これは新聞ですからよくわかりませんが、ことしの勧奨退職者の募集は、

5 9年 1月以降に行うんだ‘受け付ける。こういうふうに書いてあるo この新聞の報道i工事実

であるかどうか。恐らく事実だろうと思いますけれども、この 2点をまずよく、まずじゃない

な、これが大変大事なこ とだと思うのでお答え願いたい。

第 3点として、これは出てないんですけれども 、私どもが常識的に考えて、退職手当という

のは、年金との関連で考慮するのが正当と見ているo 老後生活の保障とL、ぅ考え方がある、私
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自身には。しからば、給与の金額です、が年金に絡んでくるわけです。共済年金の金額は最終

の給料の金額になるわけだ、半分とか 7割とかひ。たっと決まっているわけです。そこで、退職

金と給料の 38年の最終的な金額だ.との考慮をあわせ考えなければ、私の考えである老後保

障とし、ぅ立場からいえば、退職金条例だけを提案してきたのはちょっと一方的過ぎるんじゃな

かろうかというふうに考えるんですが、そういう点の検討がなされて出しているのかどうか、

この 3点。

。議長(石坂勝雄君)

O助役(赤松行雄君)

L、ます。

助役。

御指名でごさ会いますので、私の方からお答え申し上げたいと思

まず第 1点でごさ.いますけれども、助役会の方はガイドラインとして示してごさ、L、ます。そ

のガイドラインといいますのは、 5年後の昭和 63年の 3月で、 35年勤続という ふうな頭打

ちで 75カ月にしていきましょう、こういうガイドラインでごさ、、ます。各市これに頭をそろ

えようということで、それぞれ努力しているわけでございます。

で、日野市は、 6月の議会でも御答弁申し上げました、東京都と同じ 3年目で 80カ月にし

ようとし、う考え方は、この 12月に定年制と Lヴ年齢の問題もこの 12月に御提案申し上げら

れるという考え方のもとに、そう L、ぅ計画をしておったわけでございますけれども、東京都の

方で、定年年齢の都議会への上程は 3月になるようでござし、ます。そういうふ うな労働情勢で

ござし、ますので、日野市では 12月にお約束どおり提案申 し上げましたのは.いま 申し上げま

したように、 59年度でもって 36年勤続の頭打ちで 89カ月、こういうものを提案 している

わけでござL、ます。もちろん東京都の全体の助役会のガイドラインに沿いまして、これか らも

もってL、くわけでござ川、ますけれども、東京都の助役会のガイドラインは、 63年の 3月で

7 5カ月にする。この 75カ月はまだ中途、調整の中途でございます。 最終的には、助役会の

考え方も、やはり国並みにもってL、くんだ、こ うL、う考え方でございます。日野市も、これに

沿うて要するに改正をしてし、く、と L 、ぅ考え方でごさ~1"、ますo

それから、例年、勧奨の募集は 12月やっておったわけで、ごさーいますけれども、 12月は、こ

の 12月の定例会で御決定をいただきまして、すぐさま 1月に入灼ましてから募集を していき

たい、よその市の場合には、この勧奨退織を要綱でやっているところがごさeいます。町田な ど

は要綱でやってますので、 議会にかけずに要綱改正をしまして、 12月から募集しているよう

- 53 -



でごさ.います。日野市も、従来は 12月でやったわけでございますけれども、 12月の議決の

手続を経てからということになりますので、 1月にことしはなるわけでござ川、ます。

それから退職手当法、年金とやはり関連したもので考えていくべきだと思います。ただ、 1

1 7カ月というふうなものから順次引き下げていく、というふうなことでごさeいますので、最

終的にはやはり都並み、国並みとL、ぅ、要するに助役会のガイドラインに沿いまして低減させ

ていきますので、最終的には年金と合わせた要するに老後保障的な要するに退職手当支給条例

こうなるものでござし、ます。以上でごさ.いますけれども ……。

0議長(石坂勝雄君) よろしいですか。(iはL、」と呼ぶ者あめ)古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) やっととの議会にこの是正措置が提出されたわけですが、ま

ず、この女子職員に対する結婚、出産退職特例は廃止をするということで、たしかこれは 12 

月の議会にもちろん提出される際に今度の 58年度、本年度からそのようにするんだ、という

たしか議会での答弁ごさ~"、ました。ところが、何と 6 0年 3月まではこのまま続けるんだとい

うことで議会でお答えになったことと違うわけであります。その理由をひとつお閣かせをし、た

だきTこL、。

それからもう一つ、退職金を計算する際のいわゆる特例昇給、特別昇給、それから調整手当.

役職加算等、前の議会の私一般質問でもお聞きをいたしましたが、これは今回どのようになっ

ているのか、それをひとつ教えていただきたいと思L、ます。

それからもう一つ、これは市長にお聞きをいた しますが‘市長は 6月の議会の前であったと

思いますが、 5年後には国並み、いわゆる国家公務員並みにもっていきたい、ということを記

者会見でもおっしゃってた。ところが、その後かなり後退をしているわけでありますが、今後

6 0年までの計画と L、うのは.是正計画として私どもに示されておりますが、それ以降どのよ

うなお考えをお持ちなのか。国並みに近づけていくのかどうか、国並みを目指すのかどうか、

その点をお聞かせをいただきたL、と思います。

以上 3点お願いします。

0議長(石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 1点目のことにつきましてのお答えでごさ、、ます。これに

つきましては、確かに当初の姿勢といたしましてはここで廃止する、こう L、ぅ形で臨んだわけ

でございますけれども、出産、特に結婚の場合と出産の場合については、将来の計画もある.
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こう L、うことで選択の余地をやはり定年制の施行まで置くべきではないか、こういうような判

断に立ちまして、経過措置として 60年 3月までこ うLヴ制度を置く、こういうことで決着した

たわけで、ごさ.います。

それから退職金の特例昇給、調整、役職加算、これらにつきましては.特昇等につきまして

は、今後の交渉課題でごさ.いますけれども、現在のところは調整、役職手当は現行のまま置 く、

こう L、うことでございます。以上です。

O議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問のありました今回の退職手当の是正につL、ての考え方

一- 6月議会に先立って記者会見を行った際に、記者側の質問に答えた形で、 5年間で国家

公務員並みにするんだ、というふうに報道がされました。しかし、それは、私はこれまで 3年

間のことは言ったが、 5年間のことは言ってない、というふうにまたお答えをしたかと思って

おります。しかし.考え方といた しましては、 今後、一面には経済社会の低成長、あるいはそ

れぞれ公務員の社会情勢に即応する給与体制ということも伴うというふうに考えられますので、

なるべくこのガイドラインに沿う、そう L、ぅ手当に順応するということが恐らく正しい態度だ

ろう、このようには思っております。

。議長(石坂勝雄君)

018番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

この女子特例借置のことなんですが、人数もそう大ぜいはい

らっしゃらないんですし、額、金額としても、そう多額なものでもないと思うんですが、だか

ら残したのかですね。議会でははっき η117カ月、突出している、これも是正をしたい、そ

れと女子の特例についても近隣では見られないので、今年度廃止をしたい、ということ をはっ

きりおっしゃったんで、すね。いま少し、今回今年度で廃止されなかった理由をもう少 し詳しく

お聞かせいただきたいと思L、ます。

それから、先ほどの特別昇給及び調整手当、役職加算、これは現行のまますべて残すという

ふうにお答えになったと思うんですが、それで間違いなL、かどうか、ちょっとはっきり聞き取

れなかったものですからお願L巾、たします。

それからもう一つ、いまの市長のガイドラインに沿うように、 ということですが、助役は先

ほどガイドラインに沿って 75カ月、これにもっていくとい うことをお答えになったんでνすが、

助役会の考え方としては、さらに国並みに近づけていくとしヴ 一つの方針もあるということで
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ござし、ます。市長はそのガイドラインでストップをするのか、ガイドラインの 75カ月で事足

りると思うのか。さらに国並みの是正措置、いろいろ世論の動向等もごさ、、ます。そういうも

のを目指してL、くのかどうか、さらにお答えをお願いします。

0議長(石坂勝雄君) 助役。

0助役(赤松行雄君) それでは前段の、市長が答える最後のと ころだけ残しまして、

総務部長に補足しましてお答え申し上げ了口、と思います。

確かに女子職員につきましては、ことし限りというふうなことで、組合との煮詰めに入った

わけでごさ.いますけれども、勧奨退職それ自体が経過措置をとっております。それから激変緩

和の措置もと っておるわけでごさ.います。いろいろ論議 してみますと 、やはり女子の部分につ

きましても、やはり情とし、うわけじゃごさ.いませんけれども、同じような経過措置なに激変

緩和措置ということがどうも必要になってくる、あるいはいろいろな期待権というふうな先ほ

ど総務部長が答えたような間電等も出てきたわけでございます。そういうことでごさーいますの

で、勧奨と同じように定年制の発足する 60年の 3月までは経過措置とし、それから激変緩和

というものをとろうというふうなことに相なったわ什で、ございます。

それから調整手当と役職加算でごさ.いますけれども、この提案してございます、 2年間に限

りましては非常に 117とL、う料率が高いものですから、料率を‘よその場合ですと 1年間/乙

5カ月だとか、あるいは町田でも 7カ月‘こう L、うものでごさ.¥，、ますけれども、日野の場合に

は‘料率の引き下げがやはり非常に高いわけでごさぐいます。そういうことで、この調整手当.

ある L 、~主役職加算につきましては‘第 2 段の要する削減というか‘調整すべき項目というふう

に考えておるわけでごぎいます。ですから、このまま同じずっとし、くんだ‘こう L、う 考え方で

はないわけでございます。名誉昇給については、まだこれはいままでの要綱事項に入ってたも

のでございますので、組合とはこの問題については、まだ合意と L、L、ますか、話し合いはまだ

しておらないということで、当初はこれもすっぱり切っちゃおうというふうな考え方でおりま

す。いまもその考え方ですけれども、まだ組合ともう少し詰める必要がある、こういうふうな

ことが残っております。

で、最後、あと、市長さんの方からガイドライン……。

O議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 質問の 3点目ですが、今回提案をいたしております退職手当
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の一部是正措置、これは日野市独自に、過去の制定は 41年でありますから大変年月もたって

おります。社会情勢も変化しておりますo また国民感情、あるいは市民感情も、それぞれの情

勢を反映いたしております。そういう ことに対 しまして、独自に日野市として特に突出部分の

是正をまず手がけたい、この考え方で、当初 3年と言っておりましたが.とりあえず 2年提案

をしております。そして 3年自には、いわゆる法律に基づく定年制の問題が生じてまいります。

それから都の一般職、あるいは単純技労職と申しましょうか.そう L、う明らかな決めもまだ明

らかにされていませんo そういうことで， 5年間には当然またL、ろいろな情勢変化もあるはず

であります。とりあえず、今回 t刀提案をしたということであります。

それで‘考え方の方向といたしまして、これは公務員として、なるべく給与体系‘あるいは

諸手当等は.一定の基準に応ずる方向に恐らくなるだろうと思いますから、それはそのときの

また判断で対処する‘こういうふうに考えまして、今回の提案をお願いするわけであります。

O議長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 市長は、国並みということは絶対に口に出されないわけで、

いろいろこれから取り組みの中で退職金というものの考え方いろんな議論があると思いますの

で、それはことさら言いませんが、一つの市民の感情、こう L、うものをいま市長もおっしゃい

ました。できるだけ納税者一一市民の立場というものを理解していただいて、さらに積極的に

取り組んでいただきたL、と思います。

一般質問で、退職手当等についての質問も出ているようでございますので、私はこれで終わ

ります。

0議長(石坂勝雄君) ほかに御質疑はありませんか.なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見 を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 92号‘日野市職員の退職手当支給条例ぴ〉一部を改

正する条例の制定の件は、総務委員会に付託いたしたL、と思いますが、これに御異議ありませ

んか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第 93号‘日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定の件を議題と
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いたします。

理事者から提案理由の説明を求めますo 市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 93号につきまして、提案の理由を申し上げます。

本議案は、日野市国民健康保険条例の一部を改正するものであります。保険税及び助産費の

給付を引き上げるため、この条例の一部を改正するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので.よろしく御審議のほどお頼L、L、た

します。

0議長(石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民部長。

0市民部長(加藤一男君) それでは、 議案第 93号の日野市国民健康保険条例の一部

を改正する条例につきまして、御説明をさせていただきたいと思います。

御承知のように、この条例は昭和 53年の 4月に改正をいたしまして以来、今日まで 5年が

経過をいたしておるわけでごさ、、ます。御承知のように国保を取り巻く情勢変化.あるいは医

療費の伸び等で、支出は増加の一途をたどっております。一方、保険税の収入の関係では、伸

び率は低く、国保財政は大変厳しいものがございます。御承知のように、国保事業の運営は、

国庫支出金と‘それから保険税で賄うのが原則でございますけれども、被保険者の厚生等を考

慮いたしまして、一般財源を繰り入れ、現時点では軽減を図 っておるわけでご ざいますけれど

も、諸般の情勢を考えまして、今回保険税の改正をいたしたく、去る 8月の 22日に、国保運

営協議会に税の値上げを諮問いたしたわけでござL、ます。一部給付の アップもごさeいますけれ

ども、諮問をさせていただL、たわけでございます。以来、国保運営協議会におきましては、 3

カ月間の御協議を願いまして‘去る 11月の 26日の日に、国保運営協議会長より、市長に対

しまして答申がなされたわけでございますo 今回.この線に‘沿いまして、保険条例の一部を改

正する条例案を提出いたしたものでございます。

今回の改正の考え方でごさ.いますけれども、一般会計からの繰入金につきましては、被保険

者 1人当たり 5，000円を抑えさせていただいたわけでござL、ます。現時点では.おおよそ 3

万人の被保険者でござL、ますから、年間の一般会計からの繰入金は、 1億 5，00 0万円という

額を基本に、今回の改正をさせていただいたわけでごさ.います。さらに限度額並びに均等割額、

平等割額につきましても、改正をさせていただいたわけでございますが‘この額につきまして
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は、目標を都下 26市の一応平均をとらせていただいたわけでご ざL、ます。この条例改正によ

りまして、保険税の収入予定額でごさ¥，、ますが、約 1億円を予定いたしておるわけで、ごさ.いま

す。

それでは、改正の内容につきまして、簡単に新旧対照表で御説明をさせていただきたいと思

いますので、対照表をお開きいただきたいと思いますo

まず第 5条の Sでごさ.いますが、助産費の関係でごさ.います。従来の 8万円を 10万円にい

たしたL、ということでございます。この 10万円の数値につきましても、都下 26市の平均を

とらせていただいたわけで、ございます。ほとんどの市が現時点では 10万円の給付をいた Lて

おりますので.これにならわしていただL、たわけでごさ.います。これが給付の関係でござL、ま

す。

それから税の関係でございますが、第 10条でございます。税の上限でごさ.いますが、限度

額でごさ:'"、ますけれども、現時点では 19万円でございます。これを 5万円アップいたしまし

て 24万円にいた したいということでござ川、ます。この 24万円につきましても、御承知のよ

うに地方税法上では 28万円の限度額でごさずいますが、 24万円の数値は都下 26市の平均額

をやや下回った数値でごさ~"、ます。

それから 13条でございます。これは被保険者の均等割額でごさ.いますが‘現時点の 2，040

円を 3，240円に改めたい、ということでございます。それから 13条の 2の平等割額は、 3，480

円を 5，40 0円に改めたいということでございます。

めくりまして 17条関係は均等割額、平等割額の、いわゆる地方税法上に定めますところの

低所得者に対する軽減措置の関係でごさ守います。 1につきましては 4割軽減、 2につきまして

は 6割軽減を、つまり 1，22 4円を 1，94 4円に、 2，08 8円を 3.24 0円.これが 4割軽減

の部分でごさ.¥、ます。 816円を 1.29 6円、 1，392円を 2，1 6 0円が 6割軽減の部分でご

さ、、ます。

よろしく御審議を賜灼たいと存じます。

0議長(石坂勝雄君) これより質疑に入ります。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 私は厚生委員ですからこの案件に直接的に触れることは許 され

ませんD そこで、間接的に触れたL、。(笑声)

市長に聞きたいんですが、いま、あなたは国民に対して、総理と仮定するならば 5，000億
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円の増税を提案してきたわけで、あります。約、日野市民に対しては 1億円。で‘この税金の増

税ということは、私は全く反対なんです。なぜかといいますと、国のように.赤字で貯金なん

か 1円もあ ηませんD そういうふうなところでも、減税に全力を尽くしています。(Iそうだ」

と呼ぶ者あり)日野市のように、 63億円もいろいろな形で貯金をしている、なおかつ、日本

で十五.六番目に入る富絡都市でもあるo しかも、この税金は、私が、たとえば高等学校の教

師ならば、恐らく健康保険、短期保険の掛金は、 1万円前後でしょう、しかし若干の不動産を持って

いるとし、うだけで、 24万円になるわけであります。全く収入がなくても、 24万円になるん

でしょう。(Iそうだ」と呼ぶ者あり)これは不動産所有者の大幅な納税によって、いわゆる

力の.ない一一大変失礼ですが、ない方々を救っているという形が、国民保険税の形になってい

るわけです。しかし、そのために、一部市民の方にも 負担していただく。ですから、私が日野

市に 100万坪の土地を持っていても、農業高校の先生.あるいは小学校の先生、あるL、はま

た、ある会社の従業員ならば、 24万円も短期共済を‘掛金をする必要はないわけであります。

こう L、ぅ増税について、そういう不公平なこの保険税のあり方について、考えたことがありま

すか。要するに、これは大変不公平な税金のかけ方なんです。これは農村向きの税のかけ方だ

ろうと思うんです。昔の地主からたくさん取って.小さい地主さんの方々を救 っていこう、と

いう考え方から出ているものだと思うんですが‘それが 1点。

第 2点、あなたは日野市が非常に富裕であるということをーー他の市に比べてですよ。全国

の 66 1の市に比べて富裕であると L、ぅ観点から、市民の負担減をすべきではなかろうか、減

税を何らかの形ですべきじゃなかろうか、と考えたことありませんか。

この二つの点を、ちょっと御質問だけしておきます。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問について見解を申し上けγ品、と思います。

国民健康保険事業も、市が行いますτ大切な、加盟者市民に対します大きい事業であることは.

申すまでもごさ.いません。しかし‘一方、市全体のこの財政運営と Lヴ立場から、それぞれの

特別会計、あるいは企業会計‘一定のパランスのもとに健全な発展を期することが大切だと基

本的に考えておりますo 今回、若干の税の値上げを提案しておりますこの国民健康保険事業に

つきましては、確かに日野市民の約 20%に該当する方々の、社会保険制度であります。社会

保険は、また施策的な考え方の導入もある部分には必要だ.というふうに考えておりますが、
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本来の健全な運営というのは、やっぱり特別会計の独立の範閤でその均衡を保つべき必要があ

る、と思います。そこで、なるべくこの増税額もよそに見合う、よそに比較して重くない程度

で.そうしてまた、実質の負担の区分におきましても、応能の範囲において‘このようなこと

は常に考えておる基本であります。

昨年も、昨年というよりも本年度当初予算の際にも提案をいたしましたが、 議会のまだ御承

認がL、ただけなかった。そこで.今回再度より現実的な内容を込めまして、国保運営協議会に

も御了承いただき‘そして、また議会にも御理解をいただこう、というものであります。本年

度の当初予算におきまして.約 3億 5，000万円、 30億弱の事業に対しまして、 3億 5，000

万円という繰り入れを行っておりますが、このまま推移いたしますと、まだその動向は年 医々

療費の傾向に伴って、大きくなるものと考えなければな灼ません。そうして一つの基準を、市

民部長も申しておりますとおり、加盟しておられます市民 1人頭 5，00 0円程度、一般会計、

つまり一般市民の納税によって助成をするo つまり、国保は比較的弱者の方々の倒演である、

という一つの性質というか、そう L、ぅ立場がございますので、十分配慮し、その健全な発展を

図ってL、く。これは何ら変わるところではご、さ.いません。したがL、まして、財政負担‘財政パ

ランス‘それからお互いの市民の負担の公平ということを十分勘案をし、このような対策をと

ろうと考えて提案を申し上げております。

日野市は富裕都市だ、というふうに質問者自身も申されておりますが、確かにありがたいこ

とだと思っております。しかし、今後、いま市制 20周年の櫛皆から 30周年に向かL、ます過

程において、下水道を初めといたしますいろいろの都市整備事業あるいは日野市に最後に残さ

れております国有地の払い下げを受けて、そうして、市民施設をつくる大きなプロジェク ト事

業、数えてみますと、まことに財政のこの負担法いっとき大変拡大をしてまいります。そうい

う情勢の中で、それぞれの特別会計、企業会計も、健全な発展を期するために、一定のノミラン

スを保つ。このことは財政運営の責任者として、絶えず考えておくべきことだと思いますし、

また議会においても、御指摘をいただいているところであ灼ます。したがL、まして、今回のこ

の提案は、決してよそに上肢をして目立つものではなくて、なるべく下限に沿う程度の考え方

でございますし、十分関係の方々にも御理解がし、ただける、このように思います。

それから健康保険事業は、日常の健康行政、健康管理、これが施策として重要だと思ってお

りますので、いま市が行っております成人病の検診等も国保の方が多くを占めておる事実もご
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さ~'"、ますし、そのような施策を今後も拡大をするとともに.とにかく医療をなるべく必要とし

ない健康的施策の中で健全化を図ってL、く、という一面もきわめて重要だと思っております。

そうし、う諸般の観点におきまして、今回のこの提案を申し上げております背景、基本的な考え

方をお答えをさせていただきました。

。議長(石坂勝雄君) 厚生委員会で十分御審議いただいてもらえないでしょうか。

( rそれで、ちょっとお願いします」と呼ぶ者あり)古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) この委員会に、市長に出ても らうように議長に計らってもらい

たし、。そうしないと、こうし、ぅ基本的なことは部長ではわかりませんからお願L、L、たします。

O議長(石坂勝雄君 ) 了解。ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質

疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承 ηます。なければこれをもって意見 を終結L、たします。

お諮りいたします。これをもって議案第 93号.日野市国民健康保険条例乃一部を改正する

条例の制定の件は、厚生委員会に付託いたしたし、 と思いますが、これに御異議あ ηませんか。

c r異議なし Jと呼ぶ者あり〕

0議 長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、厚生委員会に付託いたします。

これより議案第 94号、日野市自転車等の駐車秩序の確保に関する条例の一部を改正する条

例の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 94号、日野市自転車等の駐車秩序の確保に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、提案の理由を申し上げます。

本議案は、日野駅の放置自転車対策として進めてまい ηました、東第二自転車等駐車場の開

設に伴ぃ、本条例の一部を改正するものであります。

詳細につきましては.担当部長に説明いたさせますのでよろしく御審議L、ただきますようお

願いいたします。

0議長(石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。建設部長。

O建 設部長(中村亮助君) それでは.ただいま上程をいたしました議案第 94号につ

きまして.御説明申し上げます。
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議案書 1枚めく ってし、ただきますと、改正の別表第 1とし、 うのが載っております。ただL、ま

市長から御説明がごさ'いましたように、日野駅の自転車放置対策の一環といたしまして別表第

1の東第二自転車等駐車場、位置は日野本町四丁目 5番地の 22及び 230 付記事項といたしま

しては、原付自転車J駐車可とし、う駐車場を新たに設けるものでございます。

で、この駐車場につきましては‘ただいま工事を進めておりまして、今週中に完成を見る予

定でござし、ます。なお、この駐車場の面積につきましては、 34 8平米。用地そのものは民地

を借用して整備するものでごさ、、まして、収容台数は、 25 0台と L、う予定をいたしておりま

す。したがし、まして、現在、日野駅周辺に 3カ所すでに駐車場が整備されてお灼まして、この

駐車場を 4カ所目として設置いたしまして、合わせまして 1，8 4 1台ほどの収容能力を有する

ことになります。現在、日野駅周辺の西側及び東側を中心と L、たします放置自転車の数につき

ましては、 1，73 0台ほどでございますので、この 4カ所によ ηまして十分対応できる、とい

う予定をいたじておるわけでごさ:"，、まして、その適用を今月の 15日にいたしまして、放置禁

止区域の実施をいたしたい、とし、ぅ予定でごさ:'"，、ます。なお、放置自転車の設置に対する、実

施に対します打ち合わせ等につきましては、すでに 12月の 5日に相武国道事務所、あるいは

日野警察署と十分打ち合わせをいたしまして、 1 5日までに支障のないように現在準備を進め

ておるわけでござL、ます。

よろしく御審議のほどお願い申し上げる次第でごさ、、ます。

0議長(石坂勝雄君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 94号、日野市自転車等の駐車秩序の確保に関する

条例tη一部を改正する条例の制定の件は、建設委員会に付託いたしたいと思L、ますが‘これに

御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 95号、昭和 58年度日野市一般会計補正予算(第 5号)の件を議題と いた

します。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。
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〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 95号、昭和 58年度日野市一般会計補正予算第 5号

について提案の理由を申し上げますo

本議案は、昭和 58年度日野市一般会計補正予算第 5号であ ηます。補正額は歳入歳出それ

ぞれ3億 1，90 6万 9，00 0円を追加し.歳入歳出予算の総額を 26 1億 4，4 6 4万 9，000 

円とするものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願L、L、た

します。

0議長(石坂勝雄君) 歳入‘歳出全般及び第 2表債務負担行為補正、第 3表池方債補

正の説明を関係部長から求めます。企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君)

とに説明いたします。

お手元の昭和 58年度日野市一般会計補正予算をも

まず、大変恐縮でごさ.いますけれども、 1カ所誤字がごさ'いますので御汀正いただきたいと

思います。予算説明書の 41ページでごさ、、ます。説明1闘の下から 2行自にゲートボールコー

ト外棚設置とございます。この外柵の柵が棚という字になってお灼ますので.これを柵という

字に御訂正いただきたL、と思います。

それでは内容につきまして御説明申し上げます。

まず 11ページでごさ.います。まず、こ の法人税でご さ.¥、ますけれども、 6億 2，685万円

の減でござし、ますけれども.これは法人の減益に伴う減額でごさ'"、ます。

次が 15ページでございます。特別土地保有税の減額でございますけれども、課税対象の威

による減額でございます。 25 7万 6，000円でごさ.います。

次が 19ページでございます。生活保護費でごさ.いますけれども 1， 6 0 0万円の増でござ

いますけれども.これは対象世帯の増に伴うものでごさ.います。

次が 21ページ、国庫支出金でごさ、、ますけれども、浄化槽汚泥処理施設新設の減額でござ

し、ますけれども、これは御承知のように、 56年から 58年の 3カ年で工事をやることになっておりま

すが、国の補助の関係で、 58年度事業を 57年度に 1年一部前倒しをした関係で、この補助

金が減額をされるというものでござ弘、ます。

次が 23ページでごさ.います。都支出金でございますが、地社協運営費と L、うのがごさ、、ま
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す。 32万 8，0 0 0円でございますが、これは、 L、わゆる都の決定に伴う増でごさ、、ます。次

の民生委員の活動費であるとか、あるいは協議会‘特別強化費がごさ・いますけれども、これは

民生委員が 84人から 102人、 18名ふえたわけでごさ、、ます。この経費に伴う補助の増で

ごさ.います。

次が 25ページの土木費都補助金でごさ:""、ます。この最下段の緑化推進事業で、ごさ・いますけ

れども、 1，45 0万円。これは緑化推進宝くじの収益金が都の補助として市に来るわけでござ

いますo

次が 29ページでごさ、、ます。一般寄付金の 100万円でご、さ守いますけれども、これは株式

会社美建工業からの一般の寄付金でごさ、、ます。

次が 31ページでごさ、、ます。繰入金でごさ、、ますけれども、公共施設建設基金繰入金ない

しは財政調整基金繰入金から 2，60 0万並びに 2億 4，0 0 0万円を繰り入れをするものでござ

います。

3 3ページでごさ、、ますけれども、繰越金でごさ、、ます。 3億 4，612万 4，000円でござ

いますが、繰入金の決定に伴うものをここに加えたものでごさ、、ます。

次が 35ページでごさ・L、ますo 市債でごさ@いますが、これは先ほど補助金にも関係するわけ

でごさ、、ますけれども、浄化槽汚泥処理庖設新設の前倒しに伴う市債の減額でございます。

次が歳出でごさ、、ますけれども、 37ページでご、さ，"、ます。議会費の交際費でごさ、、ますけ

れども、 20万円ですが、 三多摩上下水及び道路建設促進協議会がごさ、、ます。この第 2委員

会のいわゆる委員長市を日野市が行っ ておりますの で‘それに伴う交際費でごさ、、ます。

次が39ページでごさ・いますけれども. 6の財産管理費でごさ・いますけれども、この役務費

と委託料に特殊建築物定期調査報告手数料及び調査の委託料が載っておりますけれども、これ

は、建築基準法に基づく特殊建築物の建物の、いわゆる検査報告をする義務がごさ:<"、まして.

その検査の委託料及び報告手数料で、ごさ、、ます。それから次が 8の行政施策調査費でごさ、、ま

すけれども、コンビューターの導入を現在いま市が準備をしつつごさ・います。この準備と b、た

しまして.すでに条例でございます電子計算組織運営審議会の委員の報酬及び関連の事務費を

計上してごさ、、ます。その次の市民会館費でごさ・いますけれども.6， 5 0 0万円の減額は、骨

格的な工事をすでに発注し、たしましたので、その計数の整理の結果.減額するものでごさ、、ま

す。下のその次の公立文化施設整帰期成会負担金でごさ・いますけれども、日野市も、いま建設
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を始めたものですから、今後この協議会に入灼まして.いろいろな活動を進めていきたい、と

いうものの負担金でごさ.います。

次が 41ページでごさ、、ます。これは歳入の中でもございましたけれども、民生委員の増に

伴う活動費の支出でごさ.います。

次、 43ページでごさ."、ます。 7の遊び場費でございますけれども‘財産講入費で第二日野

万児童遊園用地取得でござ川、ます。これはすでにもう開設してあるんでございますけれども、

土地開発基金で取得してごさ'いましたものを一般会計で振りかえるものでごさずいます。

次が 49ページでごさ・います。農地費の中の 15の工事請負費でごさ ¥，、ますけれども.可l.LLI 

用水頭首工及び水路災害復旧、それから日野農業用水頭首工災害復旧でごさ¥，、ますけれども、

これは 57年、 58年の台風の被害によるところの復旧工事でご、さeいます。

次が土木費へまい灼まして、 55ページでごさ、、ます。道路新設改良費の中の工事請負費で

ごさ、、ます。この最初の仮称仲田小学校進入道路新設でご‘さeいますけれども、これは都市計画

道路 2・2・10号線の方から仲田小に入る新設道路の工事費でございます。次の三沢中学校

前道路新設は校庭拡張に伴う道路の新設で、ご、さ.います。次の旭が丘 100号線道路新設につき

ましては、老人憩いの家の建設に伴う道路の築造費でごさ.います。

それから 59ページでごさ¥，、ます。土木脅の緑化費でごさ、、ますけれども、公l詞管理費及ひ

緑化費でございますけれども、この 15の工事費 95 0万円、神明上緑地植栽及び 50 0万円

の第五小学校生け垣緑化がございますけれども、これは先ほど歳入の中で申し上げました緑化

推進宝くじの収慈金の補助をここで支出をする、というものでございます。

次が 63ページでごさ¥，、ますけれども、消防費の常備消防費でござし、ますけ十lども、これは

基準財政需要額の決定に伴う不足分の追加でごさ.います。 335万 3.000円でございます。

次が 65 ページの教育費でごさ~"、ます。 4の学校建設費の 15、工事請負費の仮祢仲田小学

校東側道路築造の 2，240万の減額でございますけれども.これはさっき土木費の中で申し上

げましたように、東からいわゆる土木費の中で工事をやりますので、教育費のこの費用を減額

したというものでござ~"、ます。

一番最後、 71ページにつきましては.土木債でござL、ますけれども、繰上償還分といたし

まして‘ 1億 38 5 0万 7，00 0円を計上したというものでございます。

それから、前へ戻 ηまして 5ページの第 2表の債務負担行為の補正で ございます。これは市
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民会館及び仲田小学校の事業がある程度固ま灼ましたもので、それぞれ補正をするものでござ

います。

それから第 3表の地方債の補正でござL、ますけれども、これは歳入歳出の中で申し上げまし

たとおり、浄化槽汚泥処哩楠設新設事業の 57年度への前倒 しが関係する、いわゆる補正でご

さ、、ます。以上でごさ'"、ます。

O議長(石坂勝雄君) これよ η質疑に入 ηます。 高橋通夫君。

030番(高橋通夫君) 2 7ページの上段の市有地売り払いとし、うのがあるんですが、

南平六丁目 9番地の 53とあるんですが、これは地目は何であるかとい うことと.それから、

4 1ページの需用費の委嘱状の伝達式と L、うのがあり ますね。これの説明ですね。

それから 47ページの 22の補償、補てんというところですね‘し尿処理施設に伴う物件の

補償とし、うんだけれど、その物件は何だったか。

それから 55ページの私道の整備補功金というのがあるんですが、この場所はどこだかとい

うことですね。

それから説明の中で、先ほど特殊建物検査というのぷあったんですが、特殊建物とし、うのは

どういうのを指すんだか。

それから今度市民会館を建てる、何か組合のようなのをつくったというんだけれど、それは

どう L、う組織で、どうし、ぅ範囲になっているか‘それですね。それについて説明願いたし、。

0議長(石坂勝雄君) 答弁、総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 2 7ページの市有地の売 η払いの件でごさ、、ますが、これ

につきましては、廃道敷でごさ、、まして、これは、南平から都道に通じます道を拡幅したわけ

でごさ:¥、ますが、それとの見合いの中で.これだけの廃道敷が出た、こういうことで、払い下げ

るわけでごさ.います。

それから特殊建物の定義でござし、ますけれども.これにつきましては、特殊建物等建築物li:t

集会場、病院、学校.または体育館、そのほかにもたく さんあるわけでごさ、、ますが、市の関

係するところぼこの程度だと思います。終わ均ます。

O議長(石坂勝雄君) 福祉部長。

0福祉部長(高野 隆君) 4 1ページの需用費、民生委員の委嘱状の伝達式でごさ・ぃ

ますけれども、民生委員は、 1 2月をもちまして改選ということになっております。 3年間の
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任期ということでごさーいまして、これから 3年問委嘱をいたします。明日委嘱式を予定してお

りますが、それに要する経費でごさ、、ます。

0議長(石坂勝雄君 ) 清掃部長。

0清掃 部長(大貫松雄 君 ) 4 7ページの 22の補償、補てん及び賠償金の物件でござ

いますけれども、これはし尿処理施設の開始に伴って、投入口が変わりま した。そういうこと

で、車両のホースの取り口を変えたという、左を右の方へ変えたとL、う.それの物件でごさ¥，、

ます。

0議長 (石坂勝雄君) よろしいで寸か。高橋通夫君。まだあるんじゃないの。

030・番(高橋通夫君) 3 9ページの公立文化施設整備期成会の、その説明です。

O議 長(石坂勝雄君 ) 答弁‘企画財政部長。

0企画 財政部長(前田雅夫君) 3 9ページの 負担金 、補助及び交付金の公立文化施

設整備期成会負担金の内容は.ということなんですけれども、これは名前が示すとおり、期或

会とし、うのは補助の枠の拡大であるとか、予算の獲得であるとか‘そうL、うものの運動の団体

でございます。日野市も.いままで単独では行ってはきたけれども、やは灼現在あるこう L、ぅ

期成会の力もあるわけでございますので、その加入の要請もごき'いまして、今回入るというも

のでございます。

0議 長(石坂勝雄君 ) 建設部長。

。建設 部 長 ( 中 村 亮 助君) それでは.次に私の方か ら5 5ページの一番上の段の、私

道整備補助金の 31万円の場所の御質問がごさ.いましたんで、お答え申し上げます。

これは南平の五丁目の 26の2番地先でごさ.います。で、具体的に申し上げますと、七生中

学校の東側の私道でございます。それで面積にいたしまして 29. 5平米ばか しの大変小さい

私道の一部を工事したい、ということで申請がございまして、それに対するいわゆる 70%の

補助要綱によりますところの補助額を.今回補正でお願いするというものでごさ、、ます。

0議 長(石坂勝雄君 ) よろしL、ですか。高橋通夫君。

030番(高橋通夫君) いま企画財政部長の説明の.ただ日野が加入したっていうん

だけれど、その範囲は、じゃ三多摩に幾つぐらい入っているか、そういう点ですねa それで、

いままでのそうした.入ってた場合、どうし、ぅ利益とかあったのか、そういうことですねω い

ま日野市が入っただけで、ほかはどういうところが入っているかとしヴ説明が……。

一個ー

0議長 (石坂勝雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前 田雅夫君) 現在、細かい資料持っ ておりませんので、調べまし

て後刻御報告申し上げます。

0議長(石坂勝雄君)

018番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

一つだけお聞かせをいただきたいと思います。

旭が丘新設道路、老人憩いの家の建設に伴うとし、ぅ説明がL、まごさ、いましたんですが、老人

憩いの家の建設は.いつから始まるのか。先般の議会で、先に延びたということがごさ、、まし

て、一体いつ着工がなされるのか、その点をひとつお聞かせをいただきたし、と思います。

。議長(石坂勝雄君) 建設部長。

。建設部長 (中村亮助君) それでは、私の方からただし、まの御質問にお答え申し上げ

ます。

一応、工期，.工 59年の 6月まででごさ、、ます。着手につきましては、来年の 1月早々に着手

をする、と L、う予定になっています。

それから、なお設計につきま しては， 8月に完了をいたしておりまして、建築確認.あるい

は建築上の許可、それらにつきま しては.すでに法的な取り 計らいをしてごさ.います。

。議長(石坂勝雄君)

018番(古賀俊沼君)

古賀俊昭君。

それでは‘来年の 1月に着手ということでごさ.いましたら、

指名委員会等は来年に開かれて、すぐに着工するということでごさ、、ますか。

。 議 長 ( 石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 老人憩いの家の増築の件でごさ、、ますが、これにつきまし

ては(I新築」と呼ぶ者あり)失礼、新築の件でごさ、、ますけれども、これにつきましては一

応分割発注とし、う考え方でごさ、、ますので議決金額に満たない、こうい うことで事務サイ ドで

処理できる、こういうことでございます。

。議長(石坂勝雄君) し、L、ですか。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 私.先輩の高橋議員さん、非常に東京都議会でも国会でも高橋

先生ほど長い議員生活されている方はおられなL、。しかも非常によく勉強されている。こうい

う大先輩の質問に対 して、笑う方がおられますが、やはり 大先輩の御発言には、特に、大抵は

もうしないんです。よくわかんなL、からしないんじゃないけども.しなし、。確かに勉強されて
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いる先輩に対して、笑うような議場について.大変残念に思います。

で、次に申し上げますが.この 57年度の繰越金が 10億幾らかになっております。そこで、

この 57年度、歳入のうちです、こ 0繰越金 10億幾らですか、これは。これは決算 10億 3.

9 4 0万 9，0 0 0円。それで基金へ幾ら積み立てたか。はっきり言えば歳入の剰余額は幾らで

あるかということをまず第 1点と して示してもらいたL、。なお、これはもちろん決算が 57年

度の決算が出たので 3億 4，612万 4，00 0円の繰り越しが出たということになると私は考え

てるわけですo それが第 1点。

第 2点は基金の、財調基金を 2億 4，000万繰り入れております。この使途。何に使うんで

す。

第 3点、われわれの非常に待望 している2・2・5号線に対 してです.買収費の補正がわず

か 3百数十万円出ております。このような状況で、土地買収が完了するのはいつになるのか。

都市計画部長ですが、早く買収しなければ、循環パスを通すとか何とか言ったって、土地がな

ければ道路ができなL、。(iそのとおり」と呼ぶ者あ η)そこで、どういうふうになっている

のか。

その 3点を質問します。

0議長(石坂勝雄君) 答弁、 1点目、企画財政部長。

0企画財 政 部 長 ( 前田雅夫君) 勉強不足で、完全なお答えができないんでごさ、、ま

すけれども、まず、その剰余金の、 10億幾らかの使途ということだろうと思います。(iそ

うじゃないよ Jと呼ぶ者あり)いわゆる繰り越 しが……(iちょっともう 1回」と呼ぶ者あり)

O議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 第 1点は、第 1点に申し上げもているのは 57年度の決算が終わ

ったわけで‘す。そうですね。それで‘繰越金が要するに歳入の残金が出たわけだ。そうでしょ。

だから、それを繰り入れたわけだ、きらに追加して。だから繰越金が 10億幾らになった。そ

れからもう一つは、歳入の残金の一部は基金に積み立てたと思う、 57年度決算で。だから、

この基金に積み立てた金額と繰灼越した金額が歳入の剰余金と L、ぅ 言葉、いけなし、かもしれな

いけども、使った金と入った金との差になるわけだ。だからそれが基金には幾ら積み立てて、

繰越金は 10億幾ら出ているわけです。これを教えてもらいたい、こういうことだ。一ーでき

なければ第 1点は後でL、L、です、 2点ね。 3点だ、部長の方は。
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0議長(石坂勝雄君) 都市整備部長。

0都市整備 部 長 ( 結 城 邦 夫 君 ) それでは‘ 3点目の 2・2・5号線の用地買収、今回

予算計上いた しました 390万円、これにつし、て御説明申し上げます。

2 ・2・5号線の用地買収につきましては、本年度から 3カ年で用地買収を行う計画でござ

います。今年度は当初予算に計上いた しました。今年度買収面積は、 15 0平米を予定してお

ηます。この金額が予算計上で 2，550万円計上してごさ、、ます。買う段階になりまして、鑑

定評価をいた しましたところ、この当初予算に計上した額に不足が生じてきたわけでごさ、、ま

す。その額が 39 0万円でごさ、、ます。単価で申し上げますと、当初計上いたしましたのほ平

米当たり 17万円でごさeいます。で、今回鑑定いたしました額が 19万 6，000円でごさずし、ま

す。この差分だけ足らなくなったので、その差を補正をいたすわけで、ご さ、、ます。以上でござ

¥" "Iす。

。 議 長 ( 石坂勝雄君) 財政課長。

0財政課 長 (大崎茂男君) 第 1点目の繰越金の使L、道でごさ:'¥，、ますけれども. ( iそ

れ言ってないよ」と呼ぶ者あ η)積み立ての件、(i ¥，、L、や、言ってくださL、。一一 L、L、です

刀¥ちょっと Jと呼ぶ者あ均)

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 勘違いされてもらっちゃ困るんですが、いL、ですか、 57年に

入ったお金、 57年に出たお金、そうすると残ったのは繰越金と積立金ですよ。だから基金積

み立てが幾らであるか。で、それをL、ιま聞いたわ(け寸だ‘第 1点は口積み立てと繰η越しを足せ

ば残つた，金で

O議 長(石坂勝雄君) 財政課長。

。財政課長(大崎茂男君) 5 7年で積み立てた金額につきましては. 5 7年のときの

決算でお示ししたとお均でござし、ますが. 5 7年決算で剰余金で 10億ばか均の繰越金が出た

わけでございますが、これにつきましての御質問と承るわけでごさ、、ますけれども.それの繰

越金の使い道につきましては‘それぞれの補正の都度お願いしておりまして、(i聞いてなL、

んです、それは。聞いてないですよ。¥，、L、ですか Jと呼ぶ者あ η)

0議長(石坂勝雄君) 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 私の質問は.非常に簡単に言いますと、積立金は 20億く らい
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じゃなかろうか、基金の積み立てo 残り、また 10億繰り越している。だから去年は 30億円

以上のお金が歳入と歳出では差があるんじゃなかろうか‘こう思ったので、聞いたんです。違い

ますか。だから、入ったお金と出たお金の差が幾らあるか。そのお金は積み立てて貯金にした

のと、ここに繰り入れ、繰越金で 58年度に繰り越しているのとがあるわけで、すね、基金に積

み立てたわけで、すから、基金総額ですから、積立金がね。一ーはい."、L、です、それは。

じゃ、第 2点の方はどうなっているo これこそ使途なんです。 2億 4，000万はどう L、うこ

とに使ってるんですかと聞いているんです。

0議長(石坂勝雄君) 財政課長。

。財政・課長(大崎茂男君) 財政調整基金の取 η崩しでごさ、、ますけれども、これは景

気変動に伴うようなときのために積んでおったわけでごさ、、ますが、先ほどの説明にありまし

たように、歳入の市税の収入の中で.歳入欠陥が 2億 4，00 0万ほど出ております。これの辰

りかえということで取り崩させていただきました。

0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

2・2・5号線ですが、それであと来年は阿平米買って再来年

は何平米、全部で何平米になる んですか。わかんなき ゃいいです。後で資料で下さし、。

O議長(石坂勝雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君 ) ただL、ま細かい資料、明細を手元に持ってお灼ませ

んので、後ほど資料として提出させていただきます。

0議長(石坂勝雄君)

02番(福島敏雄君)

福島敏雄君。

いまも議論になっていましたけれども、歳入の中の法人市民税

の欠陥につきまして、質問させていただきます。

ちょうど昨年の 12月議会に、実はこれと全く同じ補正、正反対の補正の提案がなされまし

た。予算現額 28億に対して" 6億数千万のプラスの補正があったわけです。そのときに私は、

どうして 2割以上も法人市民税の見込みが狂うのか、とし、ぅ質問をしたわけで、す。あわせて.

あのときの一一昨年のいまごろの経済状況を見ますと、 58年度は大幅な法人市民税の減額が

予想されますよ、こうし、ぅ指摘をしてお ったわけですけれども、不幸にも的中をして しまった

ということなんですが、どう L、うわけでその今年度 34億を当初見込んでいるのか。 6億差が

あるということはその間景気変動並びに企業の経理の姿勢‘こう L、うのがあるんでしょうけれ
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ども、いずれにしても毎年、 1年前は 2割プラス補正‘翌年は 2割マイナス補正。これはプロ

のやることじゃないんじゃなL、かという気がしてしょうがないんで、その辺につきまして 34 

億に見込んだのにどのような苦労をされたのかとい うことと 、いまの中では来年度の歳入の見

通 しも立てられるんでしょうけれども、今後どんなよ うな対応の仕方を してい くのか、この辺

をお聞きいたします。

0議長(石坂勝雄君) 市民部長。

0市民部長(加藤一男君) 大変痛い御質問をいただし、たわけでごさ、、ますが、確かに

昨年の 12月の時点、では.この今回の補正と逆でごさeいました。ところが、本年は減額補正と

いうことで、大変私どもとしても苦慮、いたしておるところでなんでごさ"、ますけれども、 実は、

5 8年度の当初予算編成に当たりまして、御承知のように、 57年度決算では‘法人市民税は

約 38億の収入がございました。 58年度は、しからばどんな見通しだろうかということで、

実は昨年のいまごろでございます、予算編成をいたすのは昨年のいまごろでごさ."、ますが、 57

年度決算見込み額の大体 10 %減を実は抑えたわけなんでごさeいます。 そうしますと、おおよ

そ 34億になるわけでごさ、、ますが、本年に入りまして、実はすでに 9月決算も終わっており

ますから、大まかには 58年度の決算見込みは立ってお灼ます。その時点で、今回補正をさせ

ていただいたわけで、ございますが、 57年度と比較をしますと、 73%程度にとどまってしま

う。なおかつ当初予算に見込んだ数値ょ ηも、 13 9らも 下回ってしまう。約 20%下回るとい

うことでございましょうか。そうし、ぅ見込み違いを実はいたしたわけでございますが、私ども

といたしましでも、担当者といたしましても.実は法人大手を、この前も御説明をさせていた

だきましたけれども、巡回をいたしまして、事情聴取いたすわけでござL、ますけれども、この

前も申し上げましたようになかなか明確な御返事はちょうだいできません‘実は。したがL、ま

して、ある程度経済新聞とか.そういうものを推測で予算計上をいたすわけでごさ'"、ますけれ

ども、残念ながら 10 %の減ではなくて‘さらに大幅な減が生じてしま ったとL、うのが現実で

ごさ、、ます。この点はなかなか法人の市民税につきましては、いわゆる予算が立てにく うござ

います。御了解をいただきたL、と思います。

しからば.いま最後の御質問のように、 59年庭.来年度の予算の見通 しはどうかとい うこ

とでございます。

実は、私も先だってある企業におじぞまをいたしましたが、その企業の代表の方のおっ しゃ
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ることでは、 59年度は好転をするというようなお話を承 ηま した。大変意を強うして帰った

わけでごさ'いますが、必ず しも、それは 1社だけでごさ、いますから、あと数社の大手と称する

ものをよほど吟味しなけれ止ま予算計上できないんじゃないか、と思っております。しかしなが

ら、今年の約 28億が下回ることはないといま見てお ηます。そういうことで.大変不体裁の

予算編成、補正でごさ.いますけれども、御了承いただきたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮 ηいたします D これをもって議案第 95号、昭和 58年度目野市一般会計補正予算 (第

5号)の件は、歳入全般及び歳出のうち議会費、総務費.公債費、第 2表(責務負担行為補正、

第 3表地方債補正を総務委員会へ.歳出のうち民生費、衛生費、消防費を厚生委員会へ、歳出

のうち農業費、土木費ざと建設委員会へ‘歳出のうち教育費を文教委員会へ、それぞれ付託L、た

したし、と思1，、ますが.これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、それぞれの委 員会へ付託いた します。

これより議案第 96号、昭和 58年度日野市国民健康保険特別会計補正予算 (第 2号 )、議

案第 98号、昭和 58年度日野市受託水道事業特別会計補正予算 (第 1号)の件を一括議週 と

いたしたL、と思いますが‘これに御異議あ ηませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め‘ 一括議題 とし、たし主す。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案靖 96号につきまして、まず提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 58年度日野市国民健康保険特別会計補正予算第 2号であ ηます。補正額は、

歳入歳出それぞれ 3.3 5 0万 6，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を 29億 7，0 5 3万 5，

000円とするものであります。

次いで 98号について提案の理由を申し上げます。

本議案は、昭和 58年度日野市受託水道事業特別会計補正予算第 1号であります。補正額は、
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歳入歳出それぞれ 67 8万円を減額し、歳入歳出予算の総額を 11億 9，4 8 6万円とするもの

であ灼ます。

以上の 2議案の詳細につきましては、それぞれ担当部長に説明いたさせますので、よろしく

御審議のほどお願L、L、たします。

。議長(石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民部長。

0市民部長(加藤一男君) それでは議案第 96号の国民健康保険特別会計補正予算第

2号につきまして説明をさせていただきたいと思いますo

提案理由にもこeざいましたように、今回の補正は 3.3 5 0万 6，0 0 0円.歳人歳出ともでご

さ¥，、ます。

6ページ、 7ページをお開きいただきたいと思います。この繰入金の関係でございますが‘

先刻、御審議をいただきました一般会計で、減額補正をさせていただきましたが、その数値の 4，

552万 1，00 0円の減額をいたすものでござL、ます。これは国保事業の、これから御説明を

させていただく差し引き勘定をいたしましての減額でございます、減額補正でございます。

めくりまして、 8ページ、 9ページ、繰越金の補正でごさ.います。 7，902万 7，00 0円を

追加L、たすものでごさ.います。

めく ηまして 10ページ 1 1ページ‘ 18万 7，00 0円でごさ、、ますD これは備考欄、説

明欄にもございますように、診療報酬明細の処理費電算委託料でごさ.いまして、老人健康保険

法施行に伴うプログラム料、その委託料でござL、ます。 18万 7，0 0 0円。

めくりまして 13ページの 3.33 1万 9，0 0 0円。説明にも書いてございますように， 5 7 

年度分の療養給付費の国庫負担金の精算に伴いまして、還付をいたす金でごさ.います。 3.33 

1万 9，000円をいわゆる還付いたすわけで、ございます。

以上.合わせまして 3.350万 6，0.00円の補正をお願いするものでごさ、、ます。

よろしく御審議を賜りたいと存じます。

0議長 (石坂勝雄君 ) 9 8号、水道部長。

0水道部長 (永原照雄君 ) 議案第 98号の受託水道事業特別会計補正予算の御説明を

申し上げます。

いま市長から御説明ごさ.いましたように 678万円の減額でごさ、、ます。

ページ数といたしまして 30、 31をお開き願いたL、と思います。これは歳入、水道の委託
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金でございまして.これの説明いたしましたように 678万円の減額でございます。

次に 32、 3 3 でごさ~"、ます。この中で一番大きい給水費の委託料でご、ざいますが‘漏水の

修理費 1，0 0 0万円の追加でごさ、、ます。これは例年大体 21 0件から 23 0件の間の漏水の

件数があるわけでごさ、、ますが.本年は日野増圧ポンプ場に切りかえたためか、非常に多

発いたしておりまして現在ですでに 2百十数件を数えております。あと 14 0件程度漏水があ

るのではなかろうかということで、 1件当たり大体 7万 2，00 0円の 14 0件分の 1，00 0万

円の計上でございます。

次に 34. 3 5でごさeいます。水道改良費の工事請負費、 これは 500万円の減で、ございま

す。これは入札差金でごさ、、ます。それから水道建設費委託料、これも 100万円の減額でご

ざいますが、これも入札の結果の減でごさ、、ます。同じく工事請負費 1，10 0万円、これも同

じく工事入札の差金でござL、まして‘これによって工事を少なくしたとか、そういうことは全

くございませんo 以上でごさ."、ます。

よろしく御審議のほどお願いします。

0議長(石坂勝雄君 ) これより質疑に入ります。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 昨年も大問題になったんですが、この漏水の問題。工事は日野

市の業者がやらない個所は多u、。その漏水の修理は‘日野市の業者にやらせる。このことで日

野の水道業者が‘漏水の問題も施工者にやってもら L、たL、とL、うんで返上しようということで、

大きな問題が起きたわけです。そこで.その処置が坂口課長が非常に努力して.それじぞ、来

年度から少し考えようということで対策を協議、講じたはす守ですが、この漏水の問題について、

その措置は本年度はどのように対応一一昨年度と違っているはずですから、変更したか、この

点を説明額いたL、。

0議長(石坂勝雄君) 水道部長。簡単明瞭に。

0水道部長(永原照雄君) いま御質問ごさ・いました点.非常に問題ごさ."、まして、本

年度は坂口課長が交渉いたしまして、そのとおりにやっております。

来年度の問題だろうと思います、御質問の件。いま、都とも打ち合わせをいたしておりま

すロ水道工事庖 20庖ございますが、指定工事庖 20庖でご さ、、ます。これが当番制で.漏水

の当番をいた lております。これ等につきましても、昨日の打ち合わせをいたしまして、来年

度やはり都の方では八水機工.八王子にあるものでござL、ますが.これを通じてやりたし、とい
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うことを念願いたしておるようでごさ.いますけれども、今後さらに交渉を重ねていきたい、と

いうぐあいに考えております。

0議長(石坂勝雄君) これも厚生委員会、古谷議員、付託なんですがね。(Iそれじ

やまあし、L、や」と呼ぶ者あり)

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終結いたします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結し、たします。

お諮りいたします。これをもって議案第 96号、昭和 58年度日野市国民健康保険特別会計

補正予算(第 2号)、議案第 98号、昭和 58年度日野市受託水道事業特別会計補正予算 (第

1号 )の件は、 厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議な し」と呼ぶ者あり〕

。議長(石坂勝雄君 ) 御異議ないものと認め、 厚生委員会に付託いたします。

これより 議案築 97号、昭和 58年度目野市都市計画事業特別会計補正予算(第 3号)議案

第 99号、昭和 58年度目野市農業共済事業特別会計補正予算(第 2号)の件を一括議題とい

たしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議な し」と呼ぶ者あり〕

。議長 (石坂勝雄君 ) 御異議ないものと認め.一括議題といた し空す。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

。市長 (森田喜美男君) 議案第 97号、昭和 58年度目野市都市計画事業特別会計補

正予算第 3号について.提案の理由を申し上げます。

本議案~:t.昭和 58年度目野市都市計画事業特別会計補正予算第 3号であります。補正頒l工.

歳入歳出それぞれ 13 3万 5，0:) 0円を追加し、 歳入歳出予算の総額を 8億 6，9 1 8万4，0J 0 

円とするものであります。

次いで議案第 99号について提案の理由を申し上げます。

本議案は昭和 58年度日野市農業共済事業特別会計補正予算第 2号であります。補正予定額

は、収益的収入支出それぞれ 51万 2，01}0円を追加し、収益的収入及び支出の予定総額を、

2，3 6 2万 5，00 0円とするものであります。

以上、 2議案の説明をいたしましたが、詳細につきましては担当部長に説明いたさせますの

- 77 -



で、よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(結城邦夫君) それでは昭和 58年度日野市都市計画事業特別会計

補正予算第 3号につきまして詳細説明を申し上げます。

明細書の 20ページをお開きいた‘だきたいと思います。歳入でごさ、、ますが.万願寺区画整

理事業に対しまして.一般会計から繰り入れるものでございます。額は 133万 5，00 0円で

ごさ、、ます。

次のページをおめくりいただきたいと思います。歳出でございます。同じく万願寺区画整理

事業.に充てるための経費を一般会計から受けまして歳出いたすものでごさ'¥，、ます。 23ページ

に節がございますが、 14の使用料及び賃借料は、これは土地の借行上げでごさ、、まして、残

土置き場といたしまして使う分を、 1月から 3月まで借り入れる、借灼入れに対します額を、

補正いたすものでごさ.います。

以上、簡単でごさ.いますけれども、説明を申し上げました。よろしく御審議のほどお頼ぃ申

し上げます。以上です。

O議長(石坂勝雄君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 議案第 99号、昭和 58年度日野市農業共済事業特

別会計補正予算について御説明を申し上げます。

5 8年度の日野市農業共済特別会計実施計画のうちその一部に計数等の変更が生じましたの

で、補正をお願いするものでごさ、、ます。

提案内容は農作物.園芸施設共済勘定及び業務勘定にわた ηます。

それではまず 41ページ、 42ページをごらんいただきたL、と思います。ここでは農作物共

済勘定でごさ、、ます。昭和 58年度の農作物無事戻金を交付するための補正であります。財源

としては農作物特別積立金と農作物連合会特別交付金によるものでございます。その他は事業

実施に伴う計数整理であります。

次に 43ページをごらんいただきたL、と思います。園芸施設共済勘定であ灼ますが、事業の

実施計画に変更はごさ.いませんが、共済の客体であ ηます施設本体の再建築価格の引き上げが

本年 4月に実施されたこと。また 58年 4月、引受分に新築ハウスが多くあったこと。また今

後の引き受けを実施するハウスにも被覆物ーービニールでごさ.いますが、の更新が見込まれる
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など、当初予算積算時よりも共済金額が高くなるために、 園芸施設共済掛金及び保険料等の補

正を行うものでございます。

最後に 44ページをごらんいただきたし、と思います。業務勘定についてですが、まず収入で

は受取補助金の国都の支出金が交什決定されました。昨年実績よりも 16万 7，0 0 0円の減収

とな句、また賦課金については、園芸施設勘定の関係からの増額であります。業務引当金戻入

は今回の補正上必要額:乃戻入でございます。次に支出であ灼ますが、一般管理費のうち普通旅

費及び通信運搬費の支出増がごさ、、ます。そのほか水稲共済事業の事務処理の一部変更による

ものも原因をしてござL、ます。支払事務費斌課金は、園芸施設勘定の変更によるものでごさ.¥、

ます。

以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長 (石坂勝雄君)

たします。

これよ均質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

本2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結 L、たします。

お諮りいたします。これをもって議案第 97号、昭和 58年度目野市都市計画事業特別会計

補正予算(第 3号)、議案第 99号、昭和 58年度日野市農業共済事業特別会計補正予算(第

2号)の件は、建設委員会に付託いたした¥，、と思いますが‘これに御異議ありませんか。

( I異議なし Jと呼ぶ者あり〕

0議長 (石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより議案第 100号‘日野市立日野第三中学校増築及びプール管理棟新築工事請負契約

の締結.議案第 10 1号、日野市衛生処理場し尿処理腕設脱臭工事請負契約の締結の件を一括

議題といたしたいと思いますが、これに御異議あ灼ませんか。

C I異議なし Jと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め‘ 一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長 (森田喜美男君) 議案第 10 0号について提案の理由を申し上げます。

本議案は‘日野市立日野第三中学校増築及び プール管理棟新築工事の請負契約を締結するも

ので、地方自治法第 96条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得
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又は処分に関する条例第 2条の規定により提案するものであります。

入札の結果、 2億 3，4 0 0万円で、桜・建友建設共同企業体が落札L、たしました。

次いで議案第 101号につきまして、提案の理由を申し上げます。

本議案は日野市衛生処理場 し尿処理施設脱臭工事の請負契約を締結するもので、前議案同様、

地方自治法第 96条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第 2条の規定により提案するものであります。

入札の結果、 2億 4，00 0万円でオルガノ株式会社が入札L、たしましたョ

以上、 2議案の契約議案につきまして、請負契約の議案につきまして、詳細につきましては

担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君)

し上げます。

それでは議案第 10 0号につきま しての内容の御説明を申

工事件名は、提案理由にごさ。いましたように日野市立日野第三中学校増築及びプール管理棟

新築工事でございます。

議案書から 3枚目に平面図が書いてごさ、、ます。御参照、L、ただきたいと思います。

配置図でごさeいますが、ナンバ一、左手の方からナンパーワン特別教室棟、それからナンλ

ーツーの便所棟、それからナンベースリーの教材室棟、それから、下の方にいきま してブール

の東側ですが、ナンバーフ才一のプール管理棟、それからナンパーファイブの陶芸小屋、こう

し、ぅ配置の関係でそれぞれ増築、あるいは新築を行うものでごさ、L、ます。

それから工事の内容は‘ 1枚戻っていただきま して工事概要書がございます。特別教室棟に

つきましては特別教室を 3室.準備室等でごさ、、ます。それから便所棟につきましては 1階が

金工室、その他は便所。それから教材室棟につきましては教材室。それからプール管理棟につ

きましては、ここにプリントされているような増改築工事、増築工事ですか。それから陶芸小

屋につきましては、 1階建ての陶芸小屋をつくるo 延べ面積は 1，08. 5 6 3平米でごさ、、ます。

面積表につきましてはそれぞれここに室名ごとに書いてごさ、、ます。御参照し、ただきたいと思

います。

それでは議案書に戻っていただきまして、契約金額が 2億 3，40 0万円でごさ、、ます。契約

の方法は指名競争入札口施工業者の指名につきましては 11月 1目指名業者選定委員会を聞き.
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受注機会の増大を図るため、共同企業体方式を採用 L、たしました。 20社を指名いたしまして、

十の企業体を任意に組ませまして、 1 1月21目指名競争入札を執行いたしましたところ、別

添え入札調書のとおめでございまして、桜・建友建設企業体が落札をしております。それから

工期でごさ ¥..、ますが、契約の翌日から 59年 8月 15日まで。それから 5の契約の相手方でご

さ、、ますが.日野市三沢 1242番地、桜・建友建設共同企業体、構成員 (代表者)東京都日

野市三沢 12 4 2番地、桜建設株式会社.代表取締役、伊藤武平、構成員、東京都日野市東

豊田三丁目 8番地ム株式会社建友代表取締役、一ノ瀬公男。

以上で議案第 10 0号の内容説明を終わらせていただきます。

それから、引き続きまして議案第 101号の内容説明でごさ、、ますが.工事件名といたしま

しては‘日野市衛生処理場 し尿処理施設脱臭工事でごさ。います。この工事は、悪臭防止法及び

東京都公害防止条例に基づきま して、既存のし尿処理施設 50キロリットルと 60キロリット

ルの臭気を脱臭する工事内容でございます。契約金額といたしましては 2億 4，000万円。契

約の方法、指名競争入札でごさ、、ます。施工業者の指名につきましては 11月9目指名業者選

定委員会を開催し、 10社を指名いたしました。 11月の 25日に、競争入札を執行したわけ

で、ご言、、ます。それで、この工事につきましては、地方自治法施行令第 167条の 10 ，ある

いは 167条の 13 ，それから日野市契約事務規則第 15条、これにより主 して、 最低制限価

格制度を設けてお灼ます。そう い うこ とで、 最低制限価格の直近上位の最低価格者でございま

すオルカ‘ノ株式会社が、落札をしているわけでございます。入札書のとおり.別添えに入札調

書がごさ.いますけれども、最低制限価格以下の場合には失格、こういうことで、 4社が失格し

てござL、ます。それから工期につきましては.契約日の翌日から 59年 12月 27日まででご

さ、、ます。契約の相手方、東京都文京区本郷五丁目 5番 16号、オルガノ株式会社、代表取締

役、永井邦夫。

以上で議案の内容説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をいただきたいと思いま

す。

0議長 (石坂勝雄君)

~ 19蒼 (市川資信君)

これより質疑に入ります。市川資信君。

2点ばかりちょっとお尋ねいたします。

地元業者、こ の三中に関しては、大分入っておるんですが、特殊工事ということで、こち ら

のし尿処理施設の方に関しては、いろいろと業者入っているわけですけれども、私のお尋ね し
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た"、 1点目は、この失格となられた業者というのは、今後の入札参加資格に対してどう対応す

るのか。それと、こう L、ぅ特殊工事だから最低価格を設けたものであるのかどうか。

私は、従来から申し上げているのに、最低価格というものをやはりきちっとあらゆる分野に

ついて設けるべきではなかろうか、ということを申し上げてきたわけです。こうい った、非常

にまれな議案がここへ出てきたんで、私は申し上げるんですけれども‘まだ、こういった大手

の業者というものは、この最低価格においても、ある程度の利潤というものはとれるだろうと

思うんですが、中小の零細の納入業者、市役所に。ほとんど採算を無視したような過当競争に

陥っておる。しかし‘そういったところには、最低の価格というものは設定されてな L、。非常

に大きな矛盾を感じておる。これは私は再三申 し上げておるところですけれども、その点につ

いての基本的な考え方をお聞かせいただきたいということが 1点っ

それと、地元業者を今後とも最優先にもっていくのかどうなのか。育成をする意思が本当に

あるのかどうか。

それと、その落札業者が多くは 3%とかの値切りをさせられておる。一体その値切りとし、ぅ

目的は一体どこから何の根拠をもってしているのかどうか。

そこら辺の詳細説明をいただL、て、さらにわからなければ.再質問させていただきます。

0議長(石坂勝雄君) 総務iffi-長。

0務総部長(伊藤正吉君) ここに、入札調書にごさ.います失格者の取り扱いにつきま

しては、今後指名停止と L、ぅ処置をとってまいりたい、かように考えております。

それから最低制限価格でござし、ますが、これについては、私の方でちょっと説明不足で申し

わけなかったんですが、すべて大きな議決案件工事等につきましては、最低制限価格をどの工

事についても設定 してお ηます。(rもう一度言って、いまの、何て言った jと呼ぶ者あ灼)

最低制隈価格を設定しております。(rどう L、ぅ場合」と呼ぶ者あり)議決案件、ですから指

名委員会が、議決案件というとちょっとあれですけれども、指名委員会物ですね。ですから.

1，000万クラス以上のものについては大低最低制限停格を設けております。

それから地元業者の育成でございますが.究極的にはよい品物.よい建物をつくっていただ

く‘ということの究極の目標があるわけでごさ、、ますけれども.それらの中で.やはり地主の

業者育成については.特段の配慮、をしてまいりたい、かように考えております。

0議長(石坂勝雄君) それから値切りの関電ですか。(r 3% Jと呼ぶ者あり )3%。
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総務部長。

O総務部長(伊藤正吉君) 3~らというような数字指定の値引きというような御質問で

ごさ、、ますけれども、私どもの方では.一応予定価格というものを設定するわけでごさ'"、ます

が、幾らかでも設計に対しまして諸経費を節約していただく、こう L、う意味合いで、予定価格

を設定 しております。 以上です。

O議長(石坂勝雄君) 市川資信君。

019番(市川資信君) まず 1点目のことについてお聞きしたいんで‘すけれども、議

決案件、指名委員会物は最低価格を設定している‘ということを言われたんですが、過去にお

いて.こういった実例は余り私お目にかかつてないんですね。で.前にもたしか汚泥処理場施

設の一一昨年だったでしょうか、件で日本綱管か何かが大変安い価格で落札した例がある。余

りにも大きな価格の開きがあって、いま.ここにいらっしゃらないけれども.飯山議員が強く

その点について仕様の誤りか何かがあったんではないか、というような指摘をされておったん

ですけれども、その時点ではなぜこういったものを発令されなかったのか。今回にのみ、どう

してこ ういったものが当てはまったのかどうか。で.今後に対してはどうなのかどうか。前回

のまず弁解からお聞きしたし、と思うんですけれども ……。

0議長(石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 一応、契約事務規則の 15条には、最低制捜価格の決定方

法、こう L、うことで予定価格の 10分の 7の範囲内において、当該工事または製造の予定1面格

を構嘆する材料費、用務費、諸経費等の割合、その他の条件を考慮、して当該工事または製造ご

とに適正に定めなければいけない、こう L、う規定があるわけです。ですから予定価格を設定い

たしまして、またこの条例の中に範囲内に合う‘範囲内でですね、最低制限価格を設けるとい

うこと、ですから、いままでの例におきましては‘一応最低制限価格を上回った中で.最低落

札者、最低入札者、こういうことで契約しておりますので、こうし、う事例は今回が初めてだと

私は記憶しております。以上です。

O議長(石坂勝雄君〉 市川資信君。

019番(市川資信君) 総務部長、いまの答弁間違いないですね。今回がこの最低価

格で失格する、今後も指名停止するということ、過去においてそういった事例はないというこ

とを、じゃ、あんた断言で、きるわけですね.いまの答弁ですと、私はそう解釈します。私もこ
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れからもちろん調査しますけれども‘そういったことはない、ということを言えるわけだと思

うんです。それが 1点。

それからもう 1点の 3%の件なんですけれども 、私は、この値切り方式というものに対 して ‘

非常に疑問に思うんです。で、その根拠というものは何かと 申しますと、いま大手の建設業者

の決算書を、大体いま私、日経、あるいは産経等をとってると、みんな発表になるんですが、

ほとんど利益が 10%割ってるわけです。 4%とか 5%の純益の中で、本当にL、ま、特に建設

業界の不況の中で、 3~らを切られるなんていったら ‘血を切られるような、身を切られるよう

な思いだろうと思うんです。そういったものが、今後とも考慮する必要があるのかどうか。ま

た、やめてく必要があるのかどうか、もっと小さくする必要があるんじゃないか。あるいは、

もう建設省あたりでも、何かこういった 3%の値切り、いや、東京都ほ‘いま 0.7ですか、 8

だと。それすらもやめようとしている。建設省の指導で'士もうこういったものをやめるべきで

はないか、 という指導が来てると L、う中で、一体、日野市は何を根拠にこうい った 3%も途方

もない金額というものをのせているのかどうか、やめるべきではないか、と私は思うんです。

この 2点、もう 1回ちょっと担当、総務部長でなかったらほかの、市長でも助役でも言ってく

ださL、。

0議長(石坂勝雄君)

O助役(赤松行雄君)

答弁、助役。

最低制限価格でご さ、、ます。これにつきましては、基本的な物

の考え方は業者間のたたき合いというふうなもの等がその請負で起こり得る可能性だとか.あ

るいは非常に粗悪な製造物というものができ上がるというふうな結果が招来されるというふう

な場合におきまして、やはり一定の製造物の品質を保証 していこ うというふうな面からの設定

でごさ、、ます。そういうふうなことで、やはりおっしゃるとおり、ある程度の要するに製造物

の規模とか価格とか、そうし、ぅ面からある程度一定化する、あるいは基準化する必要があろう

かと思います。今日までにおいて 1，00 0万以上すべてというふうなことではなかったろうか

と思います。やはりある程度の価格、規模について、やはりある一定のそう L、ぅ保証が必要で

はないだろうか、あるいはおっ しゃってるとおり、反面においては業者保証というものもあろ

うかと思いますけれども、主体的には製造物の品質保証とL、ぅ面に着目して.こう L、うふうな

最低制限価格の制度とし、うのが設けられているわけでごさ'いまして、本来の制度というものに

立脚して考えていきたい、と思っております口
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それから、値切りの問題でごさ、、ます。日野市においても.大体制度として 3%というもの

を限定しておるわけじゃご、ざいませんけれども 、大体ある一定の計数整理というふうな意味合

いで、日野市の場合には、個々の積算において計数整理をしておるわけじゃごさ、、ません。端

数まで出たものをトータルして、最終的に、個々の積算において端数整理をしておれば、トー

タルとして 3%ぐらいになるわけではないか、と思L、ますけれども、そういう意味合いでやっ

ておるわけでごさeいます。

それで、県とか、あるいは市の大きい段階では 10 ~らというふうな値切り調整をやりまして、

大きく問題になっておるところがあるわけでごさ、、ます。

それから御主張されているところは、非常に景気が入り込んでいるとL、う面から、値切りと

いうものについても幅が非常に利潤の幅が少なくなって出血的な状態になってきてる、という

ような出張でごさ、、ます。日野市におきましても、よく、十分わかりますので 3%と限定して

いるわけじゃごさeいませんo 要するに、これをやりませんと設計価格そのものが裸で出てまい

りますので、やは η予定価格としては、多少のやはり数字そのものの修正ということが必要な

わけでござし、ますので‘そういう観点に立ちまして、予定価格 3%と決まっているわけじゃご

ざL、ませんので、その点は‘やはりいまおっしゃった御意見というものを十分尊重しまして、

その点は生かしていきたL、。いままでにも 3~らというものを固定化して考えてるわけじゃござ

いませんので、そのように御理解願いたい。そういう観点に立 って、御意見を入れていきたい.

こう考えているわけでござL、ます。

0議長(石坂勝雄君)

019番(市川資信君)

市川資信君。

1点目の最低価格というものはすべてではない、総務部長と

意見が食言するわけですけれども、こう L、った特殊工事に関して取灼入れた、採用したとい

うふうな助役のいまの答弁だろうと思うんですが、こういったものも過去にも何件もありまし

たよね、同じような入札が。そういったものには適用しなくて、何で今回これが適用されたの

かどうか、大変私は疑問に思うと同時に、ただいまの 3%、これは平均だと、平均で結構です。

日野市にとにかくこういったことをやってる。この三多摩 26市を通じて、東京都を通じて近

隣でもこういった方法はもうないとL、う、これほど厳しい取り立てはないというふうに業者は

言っ てし、る抄?ですよ、現実に。建設省でもちゃんと指導の中で、値切りはやめなお、とし、う

ことを各地方自治体に流しておる.ということも聞く中で、少なくとも入札指名に関する基準
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というものを.東京都のものを引例して使っているんだったら、そういったものもひとつ値切

り問題についても東京都を見習ったらいかがかと、こうも思うんですよ。

余均業者いじめは、特に私は、大手はまだまだ何だかんだと いっても、まだゆとりがありま

す、はっきり言うけれども。 1，000万円以下の零細企業ですよ。日野市へ納めている業者が

いまどんなつらい思いして、やりたい人なんていないじゃないですか、地元の業者で。仕方な

しにやってる、メンツを保つためにやってると言つるんじゃないですか。いま少しこういった

でございます。それからその下に四角な汚泥処理の個所がごさ、、ます。それからずっ と右にい

きましても、やはり同じく 50キロの施設、これも曝気槽でごさeい ます。そうし、ぅ個所ですね.

そう L、う個所にます曝気槽、 それから沈澱池の場合には 、これはふたがしてごさ.いませんo こ

この とこ ろをふたをいたします。 そう しまして、いま私が言いました 60キロの施設とか、そ

れから投入施設ですね、そういうふうな所がわりあいに臭気tの強い所でごさ、、ます。ここの資

料の中にも脱臭工事の中にも中高濃度臭気 28 0立方米、これは 1分間ですねo minとL、うのは

1分間に処理する能力でごさeいます。 1分間 280ですね。これを、この強い所をパイプを引

きまして.今度新 しく脱臭施設をお願いしますそこまでパイプを引きまして、そこで一応処理

をいたします。それから、たとえば 3次処理の施設ですね、こうし、う所は比較的においが余り

強くごさ.いません。そういう所は"、ま言いましたこの低濃度臭気 12 0ということですね。こ

こは活性炭の処理方式でごさ、、ますけれども、そういうふ うなその配管で区別をいたしまして、

この施設へ持っていきます。そう して薬品洗浄ーー活性炭ですね。そういうふうなもので処患

をする方法でごさ.います。

で、活性炭の場合ですね‘これは、この活性炭はヤシ殻の活性炭を使用します。そうして、

この維持費でごさ、、ますけれども、たとえばいろいろの処理方式がございます。日野でこれを

採用いたしますのは、八王子等もこの方法でごさ、、ますけれども‘たとえば設備費、それから

運転実績とL、うんですか、それから維持管理費、これのものが、たとえば洗浄、それから活性

炭、オゾン法、それから直接燃焼法、そういうふうないろいろな処理方式があるんですけれど

も‘この方法だと、維持管理費は中でございます。いま言ったオゾン法とか直接燃焼法だと非

常に高いものにつきますo そういうふうなもので一応試算をいたしますと、年問、約、処理費

用ですか、費用が 1，80 0万ぐらいの処理費用がかかるということでご、ざいます。以上でござ

大手に対して、こういった基準を設けるんだったらば、少なくとも零細企業に対して、いま少

し温かい目を向けるような方法というものを再三言われないように注意していただきたい、か

ように，思います。

0議長 (石坂勝雄君) 高橋通夫君。

030番(高橋通夫君) この脱臭装置について質問しますが、これを見る と.地上 2

階で、延べ坪が 60 0平米に満たないんだけれど、これは 2億 4，00 0万円もすると L、うのは

ちょっと高過ぎるんじゃないか。

それで、この内容はまだ説明が細か くないんですが、これを見ると、この臭気の発生個所を

密閉されてない所を楼ぐんだとし、うけれど、これは向カ所 ぐらいあろんだか。

そうしたり、発生の強弱によって、この臭気を吸引するとし、うんだけれど、この中高濃度と

カイ丘濃度の臭気とかL、うのがあるけれど、これは、なんですね、酸とかアルカリ性を亜鉛の 2

段式洗浄でやるということだけれども、どうし、う説明だか、もっと細かL、説明してもらいたし、。

そうした η、またこの活性炭の吸着で処理すると L、うんだけれど、活性炭と し、 うのは、どう

いうのを使うんだか。

それで、活性炭を使うということになると、これはときどき取りかえなければならないと思

うんだけれど、これ.だから維持費がどのくらL、かかるんだか、そういう点について詳細な説 います。

0議長(石坂勝雄君) 清掃部長。

0議長(石坂勝雄君)

030番(高橋通夫君)

高橋通夫君。

先ほどの説明の中に、投入口が臭いと言ったんですが、投入

明願いたし、。

0清掃部長(大貫松雄君) 面積からしてこの工事費が高いということなんですけれど する.投入口が臭いと言ったんだけど、昔から臭い物にはふたしろとL、うだけれど、どうして

いままでやらなかったんだか。そうしヴ理由についても説明願いたい。いままでどうしてふたも、一応3枚目ですか、 3技自に脱臭工事の平面図があ ηます。で‘この中で一応たとえば60

キロ、一番上ですね、丸印になっていますけれども、これが消化槽でございます。それからそ

の下にいきまして投入施設、これは直接パキュームが来てそれでし尿をこの中に投入するわけ

をしなかったんだか。

0議長(石坂勝雄君) 清掃部長。

臥
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0清掃部長(大貫 松 雄 君 ) 先ほど予算の中でも御質問がありましたけれども、一応、

施設の改良をここで全面的に行っております。そして、これは先ほど総務部長が言いましたよ

うに、東京都の公害防止条例、それから国の悪臭の法律がごさ¥，、ます。そういうふうな適用も

ごさ@いまして‘一応、特にその何ていうんですか、風によっては、大分近隣の住民の方から苦情

が来ているのが事実でごさ~\，、ます。そういうことで、一応ここで工事がし尿の方だと、完了を

ある程度いたします。そういうことで、最終的には今 度は この脱臭の腕設を完備をする、 とい

うことでござL、ます。以上でごさ.¥、ます。

0議長(石坂勝雄君) 高橋通夫君。

030番(高橋通夫君) "中、それは、いまのはわかったけど、どうしていままでに

やらなかったか、と L、うわけだね。臭いのに噴いている人なんかすぜいぶん困っているし‘近所

でも非常にそうした迷惑ゃったんだけれど‘どうしてい主までにやらなか ったのか。そこで働

いている作業の人も‘ずいぶん作業そのものが余りよくないのに‘さ らに臭かったというんで

すね。そういうのを部長としてこういうのはやるべきだということは、どう lてやらなか っ

たのか‘そうし、う点についてo

0議長(石坂勝雄君) 清掃部長。

0清掃部長(大貫 松 雄 君 ) 確かに処理場とL、うことになりますと、一応そう L、うふう

な不快的なものがございます。それは、確かにいままでやらなかったと L、ぅ御指摘は、重々わ

れわれはこれからの反省材料にしなくちゃなりませんo ただ‘いま言いましたように.一応 3

次処理と、それから 80キロの施設、そういうふうなものを一応完成いたしました後、今度は

最終的な脱臭というふうな一つの段階の中で、一応ここで、お願いをするものでごさ¥，、ます。

( i了解 Jと呼ぶ者あり)

0議 長(石坂勝雄君 ) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 10 0号、日野市立日野第三中学校増築及びプール

管理棟新築工事請負契約の締結、議案第 101号、日野市衛生処理場し尿処理施設脱臭工事請

負契約の締結の件は‘総務委員会に付託いたしたいと思いますが‘これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あ灼〕
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。 議 長 (石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第 102号、市道路線の一部廃止、議案第 103号、市道路線の廃止、議案第

1 0 4号、市道路線の認定、議案第 10 5号、 農業共済無事戻金の交付の件を一括議題といた

したL、と思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 10 2号につきまして提案理由を申し上げます。

本議案は市道路線の一部廃止についてでありますが、豊田停車場 1号線及び窪田 4号線の一

部を道路法第 10条第3項の規定に基づき廃止するものであります。

次いで議案第 10 3号は市道路線の廃止についてであηますが、本議案は宮子5号線ほか 7

路線の現況が廃滅し、公共の用に供されてし、ないため、道路法第 10条第 3項の規定に基づき

廃止をするものであります。

議案第 10 4号は、市道路線の認定につL、てであ ηます。本議案は、平山 21号線ほか 18 

路線を道路法第 8条第 2項の規定に基づき、市道認定をするものであります。

もう 1件、 105号につきまして提案の理由を申し上げます。

本議案は農業共済無事戻金の交付についてでありますが、日野市農業共済条例第 36条第I項

第1号及び第2号の規定に基づく無事戻金の交付で、昭和 55年度から昭和 57年度の 3カ年にわ

たり、農作物に被害がなかった共済加入者に支払うものであります。

以上担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願 L、L、たします。

O議長(石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。建設部長。

。建設部長(中村亮助君) それでは私の方からはただいま上程をいたしました議案第

1 0 2号、 10 3号、 10 4号につきまして逐次御説明を申 し上げます。

まず議案 102号でごさ.いますけれども、これは市道路線の一部廃止でございまして、 豊田

停車場 1号線と窪田 4号線とも現況が廃滅しておりますのでー訴を廃止するものでごさ、、ます。

なお、豊田停車場 1号線につきましては.民地の方から譲与申請が出ておるものでごさ.¥、ます。

それから窪田 4号線につきましては、先ほど補正予算の中にもございましたように、 三沢中学
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校の校庭拡張に伴いまして、新しく道路を新設いたしまして、その新設に伴いまして、京王電

鉄とのつけかえ交換を予定いたしておるものでご ざL、ます。

次に議案第 103号でごさ、、ますけれども、市道路線の廃止でごさ、、ますo

宮子 5号線につきましては、これも先ほど補正でお願いをいたしましたように、仲田小学校

の東側の進入路新設計画によりまして、この路線の起点、終点の変更と名称、が整理をする関係

が含まれております。それから新井 2号線につきましては、これもやは η三沢中学校の校庭拡

張に伴いまして‘その道路新設がごさ・L、ます。 で、 これも同様に京王帝都電鉄との用地のつけ

かえ交換を予定いた しまして 、道路を整備するためのものでごさ、、ます。それから八幡 8ーイ

号線と日野 76号線、四ツ谷下の 5号、 6号及び四ツ谷の 3号、 4号は、それぞれこれは宅地開

発に伴いましてつけかえ交換をいた しましたものでござし、まして、新しくそうしヴ道路が104

号で出てまい ηますけれども、それに伴いま して、この古いやつが廃滅を して供用に供されて

おηませんので、廃止するものでごさ、、ます。

次に議案第 104号の市道路線の認定でごさ、、ますけれども、これは平・山の 21号線から、

2 6号線、栄町の 1号線から 5号線、それから三沢台の 27号. 2 8号線.平山七生台の 50、

5 1号線につきましては、議案書に添付 して あります案内図に表示されておる所に、宅地開発

が行われまして.これに伴いま して新設された道路を、市に帰属するものでごさ、、ます。それ

から石田の 23号線につきま しては .市道の築造に伴いま して、道路ができ上が灼ましたので、

この路線を認定をお願いするものでございます。さらに日野本町 2号、 3号線につきま して も‘

これも仲田小学校の東側の進入路として、新たに築造いたしまして御認定をいただきたし、とい

うものでごさ、、ます。三沢の 10号線につきましても‘同様に三沢中学校の校庭拡張に伴いま

して、新しく 道路を築造いたします。それに伴いまして、新しい路線として御認定をいただき

たいといちようなものでござL、ます。以上でござL、ます。

よろしく御審議を賜灼たL、と思います。

O議 長(石坂勝雄君) 生活環境部長。

0生活環境部長(坂本金雄君) 議案第 105号、農業共済無事戻金の交付について

御説明をいたします。

日野市農業共済条例第 36条の規定に基づきまして、上程をいたすものでごさ、、ます。で、

この提案内容につきましては、昭和 55年度から昭和 57年度にわた灼ま して‘農作物共済加

一切ー

入者であって.その 3カ年被害がなく、過去 2年間無事戻金も支払われなかった者で、 3年間

市に納入した共済掛金の 2分の lの額を、該当者に無事戻金 として交付するものであります。

また被害による共済金、無事戻金を支払われた者で、も、その額が共済掛金合計額の 2分の 1に

満たない場合は、その 2分の lに相当する金額からすでに支払われた合計金額を差 し号I¥，、て得

た金額を限度といた しまして、該当者に無事戻金として交付するものでご、ざいますo 交付の対

象者、交付金額、交付の時期はお手元の議案書のとおりでごさ¥、まして、水・陸稲の交付金額

の合計は 38万 4，2 8 5円でごさ、、ます。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

0議長(石坂勝雄君) 建設部長、議長からちょっと聞きたL、んですがね、この 10 2 

号の程久保 49 4番の 34から程久保の 68 3番の 1の路線名が豊田停車場 1号線‘これは間

違いないですか。建設部長。

。建設部長 (中村亮助君) 間違い じゃごさ。いませんo 大変飛び散ってるとし、し、ますか.

豊田停車場の位置ですね。昔の駅は停車場と呼んでおったようですけれども、 程久保にこう い

う路線名が場所柄としてある ということで御疑問に思うかもしれませんけど、これは間違いご

ざL、ません。

。議長 (石坂勝雄君 )

030番(高橋通夫君)

これより質疑に入ります。高橋通夫君。

この仲田小学校関係が 2カ所ばかりありますけれど、これ.

道路、何かほかにも関係があるんだけれど、この中の、中に水路が通っていたのは‘あれはど

ういうことになっているか。

そうしたり、先日この小学校の現場を見たんですが、この裏の道路が余りにも、こう、ジグ

ザグになってて、交通上危険ではなし、かと思うけれど、そう L、う点についてどう思うか。せっ

かく市でやるので、交通安全というごとを考えてやっているかどうか。(iこれは問題だ」と

呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君〉 建設部長。

。建設 部 長 ( 中 村 亮 助 君 ) お答え申し上げます。

まず前段の御質問でごさ.いますけれども、仲田小学校に関連いたしまして‘確かに桑園跡地

に水路がござ弘、ました。これは西側から東側に抜ける水路がごさいます。これは 2・2・10 

号線の路線の北側に沿いまして、今後つけかえの整備をしてし、く予定になって ¥， ，j;す。
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それから 2点目の御質問のジグザゲ道路とし、ぅ御指摘でごさ.いますけれども‘議案の 10 4 

号の一番後ろについてごさ、、ます市道日野本町 2号線ほか 1路線の認定議案案内図、これを見

ますと、確かにそうし、ぅ御指摘をいただくわけでございますけれども、やはり仲田小学校の校

地そのものの位置づけ、そういうものから、やむを得ずこういうふうな路線になった、線形に

なってしまった、というものでごさ、、まして、交通安全の対策等につきましては、特に今後‘

今回補正でお願いします日野本町 2号線、つまり‘仲田小の東門から 2・2・10号線に通ず

る通学路になるわけでごさ:¥，、ますんで、この辺の交通安全対策につきましては、十分な対策を

講じていきたい、というふうに考えておりますので、御理解を賜灼たし、と思います。(I了解」

と呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本 4件について御意見があれば承均ます。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 102号.市道路線の一部廃止、議案第 10 3号、

市道路線の廃止、議案第 10 4号、市道路線の認定、議案第 10 5号、農業共済無事戻金の交

付の件は、建設委員会に付託いたしたL、と思いますが、これに御異議あ ηませんか。

( I異議なし Jと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、建設委員会に付託いたします。

これより報告第 6号、交通事故(日野市東平山一丁目 20番地先路上の市の義務に属する事

故)の専決処分の報告の件を議萌といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。助役。

〔助役登壇〕

O助役(赤松行雄君) 報告第 6号、交通事故(日野市東平山一丁目 20番地先路上の

市の義務に属する事故)の専決処分の報告についてo

本報告は、日野市東平山一丁目 20番地先路上における交通事故について‘ 専決処分によη

相手側と損害賠償額及び和解の締結をいたしましたので、地方自治法第 18 0条第 1項及び第

2項の規定により報告するものであります。

なお、詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御承認のほどお願

いいたします。
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0議長(石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

。総務部長(伊藤正吉君) それでは専決処分書の御説明を申し上げます。

事故発生の場所でごさ.いますが、これは平山住宅の西側の商庖街の前でごさ¥，、ます。相手方

といたしましては日野市東豊田二丁目 27番地の 1、高垣朝和。賠償額が 4万 7，94 0円でご

ざいますo

事故の内容でご、さ.いますが、日野市立中央図書館の職員でごさ、、ます渡辺正弘運転の乗用車

が現場を走行中、後方から来ました車に道を譲りまして、再び走行車線に戻ろうとしたときに、

後方催認が不十分であった、こういうことで、後方から運転してきました高垣朝和さんの車と

接触したわけで、ごさ.います。

非常にこの事故につきましては、交通安全の後方確認、こういうことの初心的な心を忘れた、

こういうことで、私どもの方も図書館長を呼びまして、厳重にこういうことのないように所属

職員に注意するように注意したところでごさ:¥，、ます。まことに申しわけないと思います。

0議長(石坂勝雄君 ) これより質疑に入ります。なければこれをもって報告第 6号、

交通事故 (日野市東平山一丁目 20番地先路上の市の義務に属する事故)の専決処分の報告の

件を終わります。

請願の上程に入ります。

請願第 58 -3 2号、ダイクマ南平庖出庖促進に関する請願が提出されました。

請願の要旨はお手元に配付されております印刷物のとおりです。

請願第 58-32号の常任委員会への付託は、会議規則第 11 2条の規定により、議長にお

L、て建設委員会に付託いたします。

請願第 58-33号、医療保険制度改革案反対に関する請願、請願第 58 -3 4号‘健康保

険改正に関する請願が提出されました。

お諮りいたします。この際.本 2件の請願を一括議題といたしたL、と思いますが、これに御

異議ありませんか。

( I異議な しJと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、一括議題と L、たします。

請願の要旨は、お手元に配付されております印刷物のとおりです。

請願第 58-33号、請願第 58-3 4号の常任委員会への付託は.会議規則第 11 2条の
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規定により.議長において厚生委員会に付託いたします。

請願第 58-35号、日野市立八ヶ岳大成荘の改築及び施設の充実に関する請願が提出され

ました。

請願の要旨は、お手元に配付されております印刷物のとおりです。

請願第 58-35号の常任委員会への付託は、会議規則第 11 2条の規定により、 議長にお

いて文教委員会に付託いたします。

請願第 58 -3 6号、ダイクマ南平出庖阻止に関する陳情が提出されました。

請願の要旨は、お手元に配付されております印刷物のとおりです。

請願第 58 -3 6号の常任委員会への付託は、会議規則第 112条の規定により、 議長にお

いて建設委員会に付託いたします。

請願第 58 - 3 7号、遺跡調査に関する請願が提出されました。

請願の要旨はお手元に配付されております印刷物のとお ηで‘す。

請願第 58-3 7号の常任委員会への付託は‘会議規則第 11 2条の規定によ灼、 議長にお

いて文教委員会に付託いたします。

請願第 58ー 38号、 1級河川哩久保川上流部分の河川改修について請照、請願第 58-

3 9号、日野市南平二丁目地先の擁壁改修工事に関する講師、が提出されました。

お諮りいたします。この際、本 2件の請願を一括議題といたしたL、と思いますが.これに御

異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議 長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付されております印刷物のとおりです。

請願第 58-38号、請願第 58ー 39号の常任委員会への付託は.会議規則第 11 2条の

規定により‘議長において建設委員会に付託いたしますo

お諮りいたしますo ただL、ま議案第 10 6号、日野市市税条例の一部を改正する条例の制定

の件が提出されました。この際、これを日程に追加し議題といたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

C i異議なし jと呼ぶ者あ均〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって、この際‘議案第 106号‘
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日野市市税条例の一部を改正する条例の嗣淀の件を日程に追加し議題とすることに決しましむ

議案第 10 6号.日野市市税条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 追加提案をお願いしました議案第 106号について。提案の

理由を申し上げます。

本議案は、個人の住民税にかかわる地方税法の臨時特例に関する法律の施行に伴ぃ‘日野市

市税条例の一部を改正するものであります。

詳細につきましては 担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほと・お願いいた

します。

0議 長(石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民部長。

0市 民部長(加藤一男君) それでは議案第 10 6号、日野市市税条例の一部を改正す

す条例につきまして説明をさせていただきたいと思います。

御承知のとおり、第 10 0臨時国会の去る 11月 28日でごさ.いますけれども.所得税並び

に個人の住民税にかかわる地方税法の臨時特例に関する法律が可決に相なりました。翌 29日

に施行令並びに規則が公布されまして、施行と相なりまして‘都より準則に接しまして、市税

条例の一部を改正する条例をここに提案する次第でございます。

今回の改正内容でごさ'1y、ますが.ただし、ま提案理由にもごさ.いましたように、個人の住民税

にかかわる負担の軽減を図るための処置でごさ.いまして、昭和 59年度の個人住民税に限りま

して、配偶者控除、扶養控除並びに基礎控除のそれぞれ 7，00 0円を加算したことでございま

す D つまり現行の 22万円に 7，00 0円が加わりまして 22万 7，00 0円と相なるわけでござ

います。

条文の内容を説明させていただきますが、 19条関係でごさ.います。ここに非常に細かく文

言が掲げてごさ.1y、ますけれども、第 32条の 2、その中欄の同条第 1項及び第 3項から第 9項

までとし、ぅ文言を一番右欄に掲げる文言に読みかえるものでごさ、、ます。つまり、ただいま申

し上げましたように 22万円を 22万 7，00 0円にするということなんでごさ.います。それか

ら第 2項.第 5項、第 9項も同様のものでございます。

それから.めく ηまして付則第 8条第 2項の関係でごさ.いますけれども、これは肉用牛の閥
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係でございまして、この条文中にもいわゆる所得控除の欄がございまして.つまり 22万7，0

o 0円に読みかえる とLヴ改正でございます。一番下段はみなし法人の関係でございま して、

これも同様 22万円を 22万 7，0 0 0円に改めるものでございます。

よろしく御審議を賜りたL、と思います。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお顕L丸、た

します。

0議長(石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0議長(石坂勝雄君)

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮灼いたします。これをもって議案第 10 6号、日野市市税条例の一部を改正する条例の

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

0総務部長(伊藤正吉君) それでは内容につきまして御説明 申し上げます。

1の工事件名でごさ、、ます。(仮)日野市立仲田小学校体育館の新築工事でござL、ます。別

添えに配置図、あるいは工事概要書が添付してございます。 3枚目でご、さ¥，、ますが、この位置

に体育館をつくってし、く.こういうことで西北の方になろうかと思し、ます。それから構造でご

さ、、ますけれども.鉄骨造の平家建て、一部 2階建てでごさ'います。建築面積は 80 1.83平

米。その内容の主なものといたしましては、体育室が 540平米でござL、ます。その他管理諸

室をつくるものでごさ、、ます。契約金額といたしましては 1億 1，90 0万円でごさ‘います。そ

れから契約の方法でごさ.いますが、指名競争入札コ施工莱者の指名に当たりま しては‘ 11月

2 2日に指名委員会を開催L、たしまして、市内業者 一一失礼しました。8社を指名して‘ 12 

月 5日に競争入札を執行しましたところ、別添えの入札書のとおり増倉建設株式会社が落札を

しております。工期でござし、ますが、契約の翌日から 59年 7月 31日まで。 5として契約の

相手方は東京都日野市新町一丁目 1番地 11、増倉建設株式会社、代表取締役、増倉 勇でご

さ、、ます。

よろしく御審議をいただきたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば怠ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

お諮 ηいたします。これをもって議案第 107号、(仮)日野市立仲田小学校体育館新築工

事請負契約の締結の件は、総務委員会に付託いたしたいと思し、ますが、これに御異議ありませ

制定の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議あ ηませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄 君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

お諮りいたします。ただL、ま議案第 10 7号、(仮)日野市立仲田小学校体育館新築工事請

負契約の締結の件が提出されました。この際、これを日程に追加 l議題といたしたし、と思いま

すが‘これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって、この際、 議案第 107号.

(仮)日野市立仲田小学校体育館新築工事請負契約の締結の件を日得に追加し議慰とすること

に決しました。

議案第 10 7号、(仮)日野市立仲田小学校体育館新築工事請負契約の締結の件を議額とい

たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) ただL、ま追加上程をいただきま した議案第 10 7号について

提案の理由を申し上げます。

本議案は、仮称日野市立仲田小学校体育館新築工事の請負契約を締結するもので、地方自治

法第 96条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関

する条例第 2条の規定により提案をするものであります。

入札の結果、 1億 1，90 0万円で増倉建設株式会社が落札L、たしました。

んか。

( i異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託L、たします。

本日の日程はすべて終わりました。

本日はこれにて散会いたします。

午後 6時 59分散会

間
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午後 2 時 1 分開議

0議長(石坂勝雄君) 本日 の会議を開きます。

ただいまの出席議員 29名であります。

これより、議案第 108号、日野市一般職の職員の昭和 58年度 12月期における期末手当

の特例に関する条例の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) ただいま上程されました議案第 108号について、提案の理

由を申し上げます。

本議案は、日野市一般職の職員の給与に関する条例第 16条に定める期末手当 100分の

210を、昭和 58年 12月期に限り 100分の 222とするものであります。詳細につきま

しては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願し、し、たします。

0議長(石坂勝雄君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) それじゃ、内容につきまして御説明申し上げます。

議案第 108号でございます。これは、特例に関する条例をお願いするわけでございますが、

条例上は 100分の 210と規定されております。 12月の 12日一本日ですが、 11時、

職員組合と 100分の 222で合意いたしました。条例分を 100分の 12オーバーいたしま

すので、特例条例としてお願いするものでございます。

条例化されております勤勉手当 100分の 60を加えまして、支給率が 100分の 282と

なります。昨年の支給率より 100分の 13下回るわけでございます。平均の支給額は、平均

年齢 38. 1歳でございまして、 69万3，032円でございます。これは、昨年支給額と比較い

たしますと、 1万 9，384円の減額となってございます。

以上でございまして、よろしく御審議をいただきたし、と思います。

0議長(石坂勝雄君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

お諮りいたします。

ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省略いたしたし、と思いますが、

これに御異議ありませんか。
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C I異議なしjと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって、本件については委員会付

託を省略することに決定いたしました。

本件について、御意見があれば承ります。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 私は、いつも申し上げているんですが、課長、係長、部長さん

の責任による応分の支給、これが、この中に含まれておりません。いわゆる管理職手当を加え

なさいということであります。このような支給の仕方は、応能、いわゆる能力に応す・る賞与と

言えないのであります。

私は、なぜ支給しなかった。この前聞きましたので、きょうは聞きません。このような不公

平に、しかも、能力に対して、それを無残にも否定しきっているボーナスの支給については反

対であります。 当然管理職手当は、これに加えて、そ うして、 2.82カ月を支給するのが正し

いと信ずるがゆえであります。

以上です。

O議長(石坂勝雄君) ほかに御意見はありませんか。 なければ、これをもって意見を

終結いたします。

これより、本件について採決いたします。

本件は、原案のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なしJI反対」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第 108号、日野市

一般職の職員の昭和 58年度 12月期における期末手当の特例に関する条例の件は、原案のとお

り可決されました。

本日の一 ( I議事進行Jと呼ぶ者あり)古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 私、不勉強でよくわかりませんので、お開きするんですが。意

見のところで反対意見が出れば、当然挙手の採決か、賛否を問うべきじゃございませんか。い

まのは賛成多数だと思うんですが、いまの議事の進め方であれば、全会一致というふうにも判

断できると思うんですが。反対意見が出ましたので、その辺ちょっと議長のお考えをお聞かせ

いただければと思います。

0議長(石坂勝雄君) 意見ということでございます。質疑の中で、議長としては、い
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わゆるこういうことであるから反対だとおっしゃられれば、古賀俊昭議員の言うように採決を

したいと、こういうふうに考えておりましたが、質疑でなくて御意見だから、速記に御意見と

して、古谷議員の反対だという速記は載るので、おのずからわかると思いますので、しません

でした。(Iそれは違う Jと呼ぶ者あり)

古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) じゃ、いまのは採決の結果、全会一致というふうに議長は御判

断なさった。

O議長(石坂勝雄君)

昭君。

018番(古賀俊昭君)

O議長(石坂勝雄君)

018番(古賀俊昭君)

いや、そうじゃありません。記録には載ると思います。古賀俊

じゃ、何対何でございますか。

2 7対 1だと思います。議長は加わりませんから。古賀俊昭君。

じゃ、いま古谷太郎議員の反対意見に、もし賛成をする人がし、

まして、採決が行われれば、それに同調しようとする人がし、た場合、その人の賛否の意見とい

うのは、どのような形で採決の中に生かされるわけですか。

0議長(石坂勝雄君) 「ほかに御意見はありませんかJとい うことを私は申し上げた

つもりです。それに御意見があれば、やはりそれはそのときで議長は判断したとすると、こう

いうことです。古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) Iほかに御意見」というのは、その意見と全く同じであれば別

に言わないわけですから、同じだと思えば、ほかの意見にはならない一

0議長(石坂勝雄君) 議長の方は、そうし、うふうな理解をしたと、こういうことです。

古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君)

と呼ぶ者あり)

O議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

こういうやり方は、どうかと思うんですが- (1議事進行」

古谷太郎君。

これは、議長さんの解釈が違うんじゃなかろうかと思う。意見

のときに、反対とか賛成の意見を申し述べるんです。質問のときに、反対の立場で質問します

という必要も別にないし、賛成の立場で質問しますという理由もないと思う。ですから、反対

意見が出る、あるいは賛成意見が出た場合には、私は、議事進行上採決するのが議会としての
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あり方ではなかろうかと思うんで、事務局長にこの点をお聞きしたい。

O事務局長(田倉高光君) それでは、お答えをいたします。

ただいまの採決の方法につきましては、簡易採決という形で議長の方で諮ったわけで、ござい

ます。採決の方法としては、いろいろ手法があるわけでございます。ただいま申し上げました

ような手法であるわけでございますが、それで、その中で「御意見はJという間い方をいたし

ておりますけれども、最後におきます「御意見は」ということは、この案に対して賛成ですか、

反対ですかという意思表示を求めたということでありまして、おのずから、その意見の中で反

対ということに相なったわけで、ございます。その場合には、本来的には挙手、あるいは起立と

いう採決の手法が正しし、かと思いますけれども、従来の慣例ってし、し、ますか、問題によりまし

て簡易採決をさせていただいているというのが現状でございます。したがって、御意見の中で

反対と意思表示をされたものは、採決に加わった結果の中で、反対の意思を表示をされたと、こ

ういうことの判断でございます。よろしゅうございますか。

0議長(石坂勝雄君) 本日の日程は、すべて終わりました。

本日はこれにて散会いたします。

午後 2時 12分散会
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水道 部長 牙く 原 昭 雄 君 病院事務長 佐 藤 特 春 君

教 =同t 長 長 沢 一 良R 君 教 育 次 長 山 哲 夫 君

日程第 3 議案第 10 7号

日程第 4 議案第 101号

日程第 5 議案第 106号

日程第 6 議案第 9 5号

日程第 7 議案第 9 3号

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局

書

書

書

長 田倉高光君 次

書

書

長岩沢代吉君 日程第 8 議案第 9 6号

萩生田富 晋
引記 栗原 ささ5

7己 次 君 コu
z
z
口

記平川雅弘君

記 串田平和君

記谷野省 三 話 日程第 9 議案第 9 8号

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の 3

立川速記者養成所 所長 関根雪峰

速記者 浜田文子君

日程第 10 議案第 9 4号

日程第 11 議案第 9 7号

議事日程
日程第 12 議案第 9 9号

昭和 58年 12月 16日(金)

午前 10 時開議 日程第 13 議案第 105号

日程第 14 議案第 102号

日程第 15 議案第 10 3号

日程第 16 議案第 10 4号

(取り下げ)

(議案審査報告)

日程第 1 議案第 9 2号

(総務委員会)

日野市職員の退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定

について

契約の締結について

例日野市立仲田小学校体育館新築工事請負契約の締結につい

て

日野市衛宅処理場し尿処理施設脱臭工事請負契約の締結につ

いて

日野市市税条例の一部を改正する条例の制定について

(総務・文教・ 厚生・建設委員会 )

昭和 58年度日野市一般会計補正予算について(第 5号)

(厚生委員会)

日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て

昭和 58年度日野市国民健康保険特別会計補正予算について

(第 2号)

昭和 58年度日野市受託水道事業特別会計補正予算について

(第 1号)

(建設委員会)

日野市自転車等の駐車秩序の確保に関する条例の一部を改正

する条例の制定について

昭 和 58年度日野市都市計画事業特別会計補正予算について

(第 3号)

昭和 58年度日野市農業共済事業特別会計補正予算について

(第 2号)

農業共済無事戻金の交付について

市道路線の一部廃止について

市道路線の廃止について

市道路線の認定について

日程第 2 議案第 100号 日野市立日野第三中学校増築及びプール管理棟新築工事請負 日程第 17 請願第 58ー27号 昭和 57年 4月 21目、側新日本エンタープライズより、日

(総務委員会)
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日程第 18 請願第 58-17号

(請願審査報告)

日程第 19 請願第 57-58号

日程第 20 請願第 57-63号

日程第 21 請願第 57-67号

日程第 22 請願第 58- 6号

日程第 23 請願第 58-20号

日程第 24 請願第 58-21号

野市土地開発公社が取得 した土地に対 し、高校建設(誘致)

は勿論、自然破壊の伴う土地利用の総てをなすべきでない。

また、取得過程に疑義の多いこれらの暇庇疑惑の解明につい

ての陳情

(建設委員会)

1級河川|程久保川上流部分を準用河川に指定及び災害個所の

改修について請願

(厚生委員会)

優生保護法「改正 Jに反対する陳情

優生保護法一部「改正 」反対に関する陳情

優生保護法「改正 Jに反対する請願

優生保護法「改正」に反対する請願

優生保護法 「改正 」に反対する請願

優生保護法改 「正 Jについて請願

(建設委員会)

日程第 25 請願第 58-38号 一級河川程久保川上流部分の河川改修について請願

日程第 26 請願第 58-39号 日野市南平二丁目地先の擁壁改修工事に関する請願

(総務委員会)

日程第 27 請願第 58-15号 退職金引下げに関する陳情

日程第 28 請願第 58-18号 公団家賃の再値上げに反対 し、「 国会要望事項 」の全面実施

を求める意見書提出を願う 請願

日程第 29 請願第 58-24号 循環パスに関する講師、

日程第 30 請願第 58-29号 循環パス市案に反対する請願

日程第 31 請願第 57- 6号

(文教委員会)

日野市の幼稚閤教育費公私格差是正と日野市幼児教育セ ンタ

ー設立に関する請願

日程第 32 請願第 57- 7号 遊休農地をテニスコートとして利用することに関する請願

日程第 33 請願第 57-56号 図書館の夜間開館に関する陳情
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日程第 34 請願第 57-64号 中学校通学区域変更に関する陳情

日程第 35 請願第 58-12号 日野市教育委員会規則「体育指導員に関する規則」の一部改

日程第 36 請願、第 58-26号

日程第 37 請願第 58-35号

正願L、請願.

日野市教育委員会の実態調査願いに関する陳情

日野市八ヶ岳大成荘の改築及び施設の充実に関する請願

日程第 38 請願第 58-37号 遺跡調査に関する請願

(厚生委員会)

日程第 39 請願第 58-19号 合成洗剤使用の規制を求める請願

日程第 40 請願、第 58-22号 !建康保険の改定に反対する決議と厚生省に意見の具申を願う

請願

日程第 41 請願第 58ー30号 社会福祉法人助成額の改訂並びに助成条件の変更につL、ての

芦願

日程第 42 請願、第 58-33号 医療保険制度改革反対に関する請願、

日程第 42 請願第 58-34号 健康保険改正に関する請恥

(建設委員会 )

日程第 44 請積第 57-2 7号令 水害等対策に関する請願

日程第 45 請願第 57-37号 高崎不動駅北側地区の区画整理に対する反対請願

日程第 46 請願第 57-38号 住宅環境保全に関する請願

日程第 47 請l顔第 57-51号 高幡地区区画整理に対する京王線高幡不動駅南側住民の反対

請願

日程第 48 請願第 57-5 5号 高幡不動駅南新井東地区の区画整理に対する反対請願

日程第 49 請願第 57-59号 土地区画整理事業策定にあたって当該計画より第一豊田荘住

日程第 50 請願第 57-60号

宅地域を除外に関する請願、

1・3・1バイ パス計画の見直 し、 地域住民の健康と安全を

守って下さいに関する請願

日程第 51 請願第 57ー62号 程久保 66 2番地地域山林緑地保存に関する請願

日程第 52 請願、第 58- 5号 高幡不動駅地区の区画整理に対する反対請願

日程第 53 請願第 58ー25号 ダイクマ出庖阻止に関する請願
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日程第 54 請願第 58ー 28号

日程第 55 請願第 58-32-号

日程第 56 請願第 58ー 36号

(継続審査議決)

日程第 57 

日程第 58 

市道一部廃止について陳情

ダイクマ南平庖出庖促進に関する請願

ダイクマ南平庖出庖阻止に関する陳情

午後 1時 6分間議

0議長(石坂勝雄君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員 25名であります。

審査報告に入ります。(1"議事進行」と呼ぶ者あり)、橋本文子君。

01番(橋本文子君) ただし、ま手元に配付されました本日の日 虚を見ます と、どこに

も一般質問が入っておりませんo この 12月の定例会では、 7日一一初日の日に日 程が報告さ

れたはず、で、あります。 7日、 8日、 12日、 16日と 4日間の日握が予定されておりました。

にもかかわらず、 8日の一般質問の日にわずか 6名の議員 しか出席しなL、で、本会議が流れて

しまいました。この流された一般質問 3人予定されていたわけで、すが、一体いつ保障されるの

でしょうか。きょうのこの日程を見ますと、当然私はこの日 程の一番最初のところに一般質問

があってしかるべきだというふうに考えておりました。ところが、この日程を 見てどこにもそ

れがありませんD そもそも一般質問とL、うのは、私たち議員に与えられた当然の権利でありま

す。すなわち議員は、たった 1人の権利と考えるのではな く、たくさんの市民の要望を、要求

を担って一般質問をするわけで、あ りますから、この一般質問を全く日程に入れないとし、うのは、

どう L、う見解なのか。議長のお考えをただ したいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 議長からお答え申し上げます。

いま、 橋本文子挙員が申されましたように 12月の 8日の議会運営委員長の報告の とおり 一

般質問は日程に入っておりました。しか し、代表者等の協議の上、本来ならば未了日程は、議

事規則からいけば.いわゆる次回に送るとか、 今期内に設ける ことが当然、と思いますが、代表

者会議等の御意見を尊重いたしま して、本定例会では自粛をするということに議長としては、

決定いたしたL、と思いますので、御了承願いたし、と思います。橋本文子君。

01番(橋本文子君) それでは、その自粛をしろと L、ぅ理由は、一体何なんでしょう

か。それを教えてください。

下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件

農林水産省跡地利用対策特別委員会の継続審査議決に関する

件

高幡踏切対策特別委員会の継続審査議決に胡する件

廃棄物対策特別委員会の継続審査議決に期する件

市民会館建設対策特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 59 

日程第 60 

日程第 61 

(請 願上程)

日程第 62 請願第 58-4(}号 雨水排水に却する請願

本日の会議に付 した事件

日程第 1から第 62まで

。議長(石坂勝雄君) お答え申 し上げます。

各会派の代表から伝達されていると議長は、理解しておるのですが、それで、調了承:頓L、たい

と思います。橋本文子君。

01番 (橋本文子君) そもそも議会というのは、たった 3日でできるなどとここにい

らっ しゃる皆さん 1人も考えていらっしゃら ないと思L、ます。問題は、山積しています。教育
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の問題にしろ、福祉の問題にしろ、その他市民にとって重要な問題が山積 しているはずです。

ですから、私たち 3人一般質問を出 してい ましたが、まだやり たし、とL、ぅ議員も多々あるやに

伺っております。それをたった 1回の代表者会議で取りやめて しまった。本当ならば一度会派

に持ち帰り.会派の意見をもう 一度確認 した上で、 再度十分な代表者会議での審議を経てこの

ような決定はすべきであります。私は、 25市、日野市を除く 25市すべての議会事務局に問

いただしてみました。このような一般質問を取りやめさせようとしヴ市議会は、日野以外には

どこにもありませんでした。

再度そこでお尋ねいたします。この取 ηやめなければいけないたった 3日間で議会を料えよ

うとした本来の意図はどこにあるので しょ うか。もう 一度その理由をお聞かせくださし、。

0議長(石坂勝雄君 ) 特段議長からお答え申し上げるより会派の代表から篤とお聞き

になっていただくことの方が適当ではなかろうかと思L、ますが、よろしくお頼L、L、たします。

橋本文子君。

01番(橋本文子君)

0総務委員長(黒川重憲君) 議案第 92号、日野市職員の退職手当支給条例の一部

会派ですべて代表者が私どもの中に問題を待ち込んでくれれば

を改正する条例につきまして、総務委員会の審査報告を申 し上げます。

主なものは 3点にわたりましてごさ¥.、ます。 第 1点は、条例第 5条の勧奨退職者の場合の退

職手当率と、勤続期間に応じ、率を定めておりますが、経過措置におきまして、昭和 59年 1

月 1日から、同年 3月 31日までを第 1次駒潜とし、勤続期間の上限を 40年から 38年とし、

その後条例本文の第 5条第 1項を 1から 8までのように率を引き下げ、第 2項の勤続期間が36

年以上で退職 した者に対 しては、限度を 36年とするものであります。

第 2点目には、現行条例の第 7条の結婚または出産による退職の特例の廃止でごさ、、ます。

内容は、結婚ま たは出産の 目前後 3カ月以内で希望退議 した女子職員に対し、普通退職の場合

の退職手当に対して 100分の 50を加算して競合しているものでありますが、経過措置で昭

和 60年 3月 31日までの間に退職した者の退職手当は従前の例とするものであります。

第 3点目には、現行条例の第 8条の傷摸傷病に起因する退職の場合でございます。内容は、

病気で職に耐えず退職及び在職中に死亡した職員に対しまして、勤続期間に応じ、普通退繊手

当率に 100分の 50に相当する金額以内を加算する制度でごさ、、ます。昭和 59年 3月 31 

日までは、 10 0分の 40以内とし、期限後は 100分の 30以内におさめるものでござし、ま

す。以上の 3点にわたりまして、慎重審議をいたしました。なお、 委員の皆さんからは‘結婚

は組合との合意に基づくものか、あるいは他市との経過措置の上肢はとのこういった質疑がな

されましたが、全会一致可決といたしました。よろしく御審議をお願い申し上げます。

0議長(石坂勝雄君) これより質疑に入ります。古谷太郎君。

間停は起こらないわけです。私ば、すべての報告を閉L、たわけではありませんo 8日の日に一

般質問を取りやめようなどという申 し合わせがなされたことも私は正式には閣いておりません。

理由をもう一度お聞かせ願います。私が代表から本当にきちっと聞いていなし、限り議長に聞く

以外ないではありませんか。よろ しくお願いします。

0議長(石坂勝雄君) 議長、特段いまこれ以上お答えすることはありませんo

橋本文子君。

01番(橋本文子君) 議長がこれ以上答えられないとL、うな らば仕方がありません。

しかし、この大きな汚点、は、日野の市議会史上大変問題を残すと私は考えています口数の暴力

で少数を押し切る、そして、その議員の後ろにいる市民の要望をこの市議会が押 しつぶしたと

いうことを私はいま改めて認識するわけでありますが、このような大きなしみ、今後一切行わ

れないよう議長に強く要望を申し上げておきた"、と I~' " 、ます。以上です。

0議長(石 坂勝 雄君) これより 議案第 92号‘日野市職員の退職手当支給条例σ〉一部

を改正する条例の制定の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

06番(古谷太郎君) ちょっとお聞きしたL、んですが、先般の議会で退職条例と給与

条例、これを一緒に並行 して進めるべきであるということが議会の議決として表明されており

ます。そこで、退職条例が提案されま した。これに並行させて提案されなければならなレはず

の給与条例はいつ提案され‘どのようなものを出すつもりであるかということを御審議がござ

L、ま したで しょ うか。

。議長 (石坂勝雄君) 総務委員長。

0総務委員長(黒川重憲君) 委員の中からはそのような質疑がございませんでしたの

で‘担当者の方から御説明願いたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 助役。
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0助役(赤松行雄君) 御質問の要点でご、さ.いますけれども、 9月議会におきま して 、

議員さんの決議の中で.退職制度の改正、それか ら、給与制度の改正 とい うふうな要するに議

員の決議としての決定と L九、ますか。方向づけ とし巾、ますか、われわれに対する方向づけとい

うものが決議されておるわけでござL、ます。それについての御質問かと思いますO 今般は助役

会で、作成しましたガイドライン、あるいはそれは市長会で認められているわけでごさずいます

けれども、その点に沿って、まず第 1回と して 、1次の改正と して、御撰案申し上げるわけで

ごさ、、ます。これに定年制というものを加えま したもので、さらに改正を してし、くわけでござ

いますO そういうふうなお答えを申 し上げておるわけでございますけれども、給与につキを し

ては、いろいろと是正計唱というもの等をやはり踏まえ ておるわけでございます し、それから.

9月の議会で、市長から情勢に大きな変更があれば、給与制度の改正を考えていくというふう

な答弁がなされておるわけでございます。また、地方公務員法の中にも情勢変更に応じて給与

制度を改正しなさい‘こういうふうな情勃変更の原則等もございますので、今後決議いただき

ました線に、沿いまして、成案を得た上で、 議会の方に提案申し上げてL、きたい、このように考

えておるわけでごさ:1t、ます。給与制度の急激な改正という丸の等は、非常にむずか しいわけで

ございます。それぞれの期待点もございますし、宅活を踏まえておるわけでご さずし、ますし、そ

うL、ぅ中からは、給与改正すべきそれぞれの要するにベースアップの改正とそう Lヴ時期等を

とらえながら、ラスパイレスの改正等もやってL、かなきゃならないでしょうし、それ以外の制

度的なものも考えてL、かなきゃならんというふうに考えておるわけでごさピいます。 言 ってみれ

ば、退職金については、市役所を長年勤めまして、それでやめるときの要するに給付でご、さ'1t、

ますけれども、給与につきましては、月々のものでごさ.いますので、御理解いただけると思い

ますけれども.やはり慎重に踏まえ、それから、申し上げますれば、やはり 26市とか‘ある

いは助役会だとか、そうし、ぅ形の中で、現在大間顛でごさ.いますので協議をいろいろと進めて

いるところでごさ、、ますので‘そう L、ぅ線に沿いまして、日野市としても決講の線に沿い、改

正を図っていきたい、情勢変更に応じて改正していきたい、このように考えておるわけで、ござ

な形として.現在の給与条例、そして、退職金の制度の問題が ここで浮上 してきたわけで、す。

それを受けて 6月議会で議決されま したその議決の内容が退識金の制度とともに、退職金の条

例とともに給与制度も見直しなさい と速やかに改正を図るようにとし、う 議決がなされたわけで、

す。いま、助役がおっ しゃいますとこ ろによれば、庁議も進めているということでごさ、、ます

が、具体的に通 し号俸制、この給与体系についての検討を本当になさっているんですか‘その

点をひ とつ催認 したいと思います。

0議長 (石坂勝雄君)

O助役 (赤松行雄君)

助役。

現在の給与制度でごさeいますけれども、ちょうど経済高度成長

0議長(石坂勝雄君 )

018番(古賀俊昭君)

よろしいですか。古賀俊昭君。

実際というものの主人公というのは、市長やそれから助役じ

の際に、なかなか市職員の中でも、現業職員の採用とし、うものにつ きま しては、なかなか人手

が得られなし、。普通の事務職につきましては、そうむずかしく求人難というふうなことぽござ

いませんでしたけれども、現業職員につきま しては、現在の現業職員の要するに市に入りまし

た年齢と L、うもの等も追っていただきますとわかるように要するに高年齢とし、しますか、 30 

歳だとか、あるいは 35歳と し、ぅ高年齢で入ってきている職員があるわけでございます。これ

らは高度経済成長の時代になかなか民間に労働者として、 雇用されるというふうな面が強うご

さ、、ま して、市の方に現業職員を採用する、そうし、ぅ要するに困難性があった時代で、ごさ、、ま

した。そういう中から、やはり給与とのものにつきましては、民間というふうな考え方、均衝

というふうなこともございま して、現在のようなおっしゃるならば‘通し号俸という ふうな形

で、表現されておりますけれども、一般職と同じような給与格づけというものが生まれてきて

おるわけでござます。それから.言いわけではごさ.いませんけれども、一般職もあるいは現業

職員もやはり同じように自分の息子は大学に入れるんだというふうな時代でごさeいます。それ

から、同じように要するに生活の中では、自動車も必要だというふうな状況になってきておる

わけでございま して、今日の通し号俸と言われるような同じような給与体系を給与を支払うと

いう制度ができ上がってきたわけでごさ.いまして、 26市の中でもあらかたの市が同じような

給与体系をとっ ておるわけでございます。通し号俸的な不完全な日野市のものもごさ.¥、ますけ

れども、不完全通し号俸と言われる日野市もどき.¥、ますo 完全通し号俸のところもごさ.1t、ます五

あるいはわたりと称する形で同じような形態のところもあるわけでごさ:1t、ますけれども、やは

りかつての生活に対する考え方と違いまして、非常にいろんな食生活に しろ、日常生活にしろ、

教育に しろ、あるいはさっき言いま した自動車の問事に しろ、非常に生活格差がない時代でご

います。

ゃないわけです。われわれ市民が主人公であるわけです。その市民感情からして非常に不自然
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ざいますロそういうふうな時代等も反映して、今日の通し号俸というものが生まれてきておる

わけでござし、ますけれども、議会の中の決議というものにつきましても、われわれとしても理

解できるものが、十分ごさ、、ます。そういうふうな観点に立ちまして、さっき申し上げました

のは、情勢変更というふうな市長の方から答弁申し上げております。そういう点に沿いまして.

現在の要するに給与制度というものを是正していこうという考え方に立つわけでごさ、、まして、

当面のところの計画としましては、東京都並みのラスに持っていきたL、。これが当面の対艮目

になっておるわけで、ござし、ます。東京都のラスとし巾、ますのは、 110ですか、というふうな

水準になっておるわけでごさ、、ます。日野市の場合には、 1 1 6. 1 とL、うふうなことで、東

京都よりも O.0 6 1 程度現斌では.高目になっているとL、う ふうな状況でござし、まして、そ

の点について是正を図っていくというふうなことを考えておるわけでご、さずい草す。給与制度の

あるべき姿につきましては、一つの提案 とL、ぅ形じゃなくて、それ以前の再するにわれわれの

あるべき姿の研究ということは進めておるわけでごされ、ます。

いずれが正しいのか、はっきりとお答えをいただきたL、と思います。

。議長 (石坂勝雄君 )

O助役(赤松行雄君)

助役。

違ったお答えを申し上げておるわけではごさeいませんで、大変

0議長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

にむずかしい問題でごさ.います。むずかしいわれわれ作業にかからなきゃならん問題でもござ

います。それから、プログラムというふうなこと をおっしゃらわましたけれども、やはり時間

的にもある程度長い期.笥を必要とするんではないか。その中で、の私たちの方のプログラムとし

て、お答えしたわけでご ざし、ま すけれども、当面検討 しておりますのは、ラスパイレスこれを

都並みに考えていこうとし、うふえなこと等につきましては、 26市全般の問題として前々から

助役会の中で検討されてきております。それから、現在も引き続 きより現実の胡題として、討

議 していくということになっておるわけでございます。それから。古賀議員さんのおっしゃる

より基本的な問題については、プログラムという点から申し上げますと、さっき古谷議員にも

申し上げました当面要するにラスの問題とこう申し上げておるわけでござし、ます。プログラム

の点からいえ 〉三、制度中?なものにつきましては、さらに大変でごさeいますので、その次の段階

に考えておる‘こういうことでございまして、取り違えたというよりは‘プログラムの順序と

して、お受け取り頼、いたいと思います。

01 8番(古賀俊昭君) 季員会において給与制廃の是正を求める決議と 1，、うものが、

退職手当とともにさきの 6月議会で議決をされておりますので、議論されかそいうことを古谷

議員の方からいま管問があったわけで、すが、委員会では‘そのような特段の話がなかったとい

うことでごさ・いましたので、いま、私助役にお聞きをしたような次第でござL、ます。第 2問の

定例会ではっきりと議会の議決として、これは市民の声が反映されたものでござし、ます。その

議決できちんと給与制度の是正も求めているわけでござし、ますから、私は当然、並行して退職手

当の是正とともにこの作業は進めていかなければならないと思うわけでありますが、いま、助

役は先ほど古谷議員に対しては、庁議で進めているというふうにちょっとお答えになったんで、

すね。ところが、いま、私お聞きしますと、是正してL、く考え方は持っている、議決は男解で

きるということで、そこに答弁の内容に若干食い違いが出てきているよ うに患います。いわゆ

る高額退職金の問題について、市民からの批判が集中したということで、とりあえず退職制度

に手をつけたということであれば、それはわかるんですが、当然給与体系の見直しということ

も再三議会でも議論されておりますので、具体的にこの問題については‘どのように取り組ん

でL、くのか、議会の議決を受けてどうしていくのかというプログラムが示されなければならな

いと思うわけであります。その答弁の内容先ほどとちょっと違っているようなんですが、一体

。議長(石坂勝姫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭主主) 退職手当制度の是正については、一つの目標というものが 3

年度にわたって示されているわけでありますが、それと並行して見重 しを給与体系についても

していくということで沼なくて、退職制度の是正が一応柊わってからその後.改めてというこ

となんですか。どうなんでしょう。

。手長 (石坂勝雄君 )

O助役(赤松行雄君 )

助役。

決議 の中でほ.並行して、あるい'まその意味合いは一挙にとい

うことのようでごさ¥，、ますけれども、先ほども御答弁申し上げましたように、退職金につきま

しては、長期に尽力頬った方の言 ってみれば、一時金でごさ.¥、ます。改正 しやすい問題もある

わけでごさ、、ます。ですけれども、給与とし刈、 ますのは、月々いただくあるいほ生活給という

ふうな既得権もごさ・います。期待権もございます。生活とも 直結 している、というふうな問題

がございますので、それから、給与そのものの制度である ということ等も踏まえて.やはり一

挙とL、うわけにはいきませんので、さっきのよう なプログラムというふうなお答えになるわけ
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でごさ、、ます。慎重に考えてまいりたいと思っておるわけでござL、ます。 0議長(石坂勝雄君) 旗野行雄君。

0議長(石坂勝雄君) 旗野行雄君。 010番 (鏡野行雄君) それで立.いま 1点だけお聞き したいんですけれども、健か

に助役の言われたような状況もあると思いますが、他市並みに最終年度といいますか、足並み

をそろえられるのは、日野市においてはいつか、この 1点だけお伺いしたL、と思います。

0議長 (石坂勝雄君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 6月の議会でも倒説明申し上げたわけでごさ、、ますけれども、

6 1年の市が考えています先の問錯でごさ.いますけれども、 61年の 3月に、 35年勤続で都

並みの 80カ月に待っていくと L、うのが、いまのところ、市の具体的な成案の中で、組合には

提案 した問題で、ございます。この先につきましては、助役会のガイドラインに沿っ ていくとい

うことでござL、ます。助役会のガイドラインは、 63年の 3月に 75カ月に持っていくとし、う

ことで、そのガイドラインの中で、文章として表現しておりますのは、 63年の 3月に 75カ

月に持っていくとし、うのが大都市の市の退職金に対応するところの要するに大都市の退職に対

する考え方の傾向が大体 63年の 3月で 75カ月だ。ですから、東京都の 26市の助役会も第

一部皆として‘これをガイドラインにするんだ、こう 言っておるわけでごぎいまして、さらに、

その先につきましては、助役会のガイドラインは、文章の中で、これは数字ではございません。

あるいは何年ということではごさ.いませんけれども、その先は国並みに持ってL、くんだという

表現を しているわけでご さ、、ます。日野市につ きましてもまず当面 3年後には、都並みに持っ

てL、く.その先につきましては、助役会のガイドラインがより具体的になると思います。それ

に乗って国並みにのぞむ、現行の中での国並みというのは、 63カ月ですね。 63.5 2 5カ月、

これが現在の国並みでございます。日野市も助役会のガイドラインに沿う、こう L、ぅ考え方を

持っておるわけでごさ.います。

。議長(石坂勝雄君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

委員長報告について御意見があれば承ります。古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 先般もちょっとボーナスのときにも申し上げたんですが、この

退職金条例だけを見ると、これでで、も L、叫し、のかなというような気もしないで

も、しかし、これだけ、給与条例がついていない、改正が、だから、まことに管理職の人小一

係長、課長、部長さん等にとっては、大変都合の悪い退職条例、いわゆるはっきり 言います と、

010番(鎮野行雄君) 公務員の給与については、たしか公務員法 24条だったと思

いますが、民間準拠、国準拠、それから他の自治体の例を参考にしてやれ、こうし、う条文があ

るわけでありますけれども、果たしてこの改正の条例案が他市と比べてどうか、そのような比

較検討はなされましたでしょうか。その辺をお伺い したし、と思L、ます。もし、なかった らひと

つ担当者におi顎いしたし、と思います。

0議長(石坂勝雄君) 総務委員長

。総務委員長(黒川重憲君) 他市との経過措置につL、ての御質疑が一点ございまし

た。昭島の例をとらえまして、昭島は 3年ということで、 経過措置の回答がなされた。それか

ら他市におきましては、要綱と条例でやっておるところは半々ぐ hいである。こういった答弁

がござました。なお、詳しくまだあれでしたら、また担当の方から‘説明をお願いします。

。 禁長 (石坂勝雄君 ) 補足答弁するかな。助役。

0助役(赤松行雄君) 各市とも改正の第一年次でございます。そう L、うものでござい

ますので、もともと高い低いがごさ.いました。そこから 5年計画なら 5年計画 とLヴ全体の初

役会のガイドラインで下げてまいりますので、第一年次でございますので、やはりどうしても

従来の高い、日野は 117カ月でございます。月数が非常に高いわけでご さ¥，、主す。そういう

面からいきますと、第 1年次でございますので、各市並みと L、う平均からいタますと、どうし

ても高目につくわけでごさ、、ます。昭島などよりはさらにきつく月数の制恨を しておるわけで

ございます。それから‘退職組合というのが八つございます。 8市ございます。ここは、こと

しは手をつけない、こういうふうな状況になっておるわけでごさ¥，、ます。日野市と しましては、

第一年次でございますので‘全部平均に同じように山の高さの頂上がそろうとL、うわけではな

かろうかと思います。日野の場合には、どちらかというと‘高自についているようでご 夫、、ま

すけれども、努力はしているつもりでございます。 年を追って最終年次では、助役会のガイド

ラインに沿うということでごさ'いますので、年度を追えば各市の頭はそろってくる、こう L、ぅ

傾向のものでございます。日野市としては.努力しているけれども、 117カ、嘆するに 18カ

月初年度は切ったということでよその市では、 7カ月程度しか切っておりませんので、強い是

正を職員に求めているというのが状況でございます。

-120 - ヮ“'i
 



管理職いじめの提案と言わざるを得ないわけであります。東京都は、一一昭和 56年に鈴木俊

一知事は英断を下 しまして、管理職については、それなりの退職金、ボーナスにおいても‘管

理職手当を全部含めて計算をされております。それ以前は調整金というふうな形で、ボーナス

の方に回しておりましたが、ボーナスとか、期末手当、現在はもう管理職手当は、当然のもの

として、 56年以来賞与、ボーナス.期末手当すべてに含めているわけであります。ですから、

その趣旨からいき、給与条例をこれに加算しないと改正が行われないとするならば、管理職手

当を支給金額に加算すべきであります。本俸、調整手当、管理職手当を支給の対象にするのが

当然であります。にもかかわら子管理職手当だけは抜いてしまっている、これはまことに私の

考えでは不合理である。そう L、う点で、ぜひ、ひとつ国、東京都の方式に 1日も早く切りかえ

ていただきたいと願うわけで、あります。いま‘助役の方からも 110とL、ういわゆるラスパイ

レスに持っていきたいというふうな東京都並みにした L、。 ラスパイレスが東京都放みになると

いうことは、決して悪いことじゃないですが、給与制庭~)退峨制 j烹もぜひ東京都に準ずるよう

な形に持っていってもらいたいのであります。私は先般申し上げた部長は 50万から 51万が

1等級の最高額にしたらL、かがですか。現状においてo 2等級においては、 45万から最f")

4 8万程度にしたらL、かがですかということを申し上げたはずで‘ありますけれども、 しかし、

現実に給与条例の改正が提案されておりませんD ですから、これだけを見た場合には、やむを

得ず管理職手当をこれにプラスすべきであるo 算定の基礎に置くべきである。このように考え

ざるを得ないわけであります。よ ってこの退職手当条例だけには不本意ながら不賛戒でありま

す。賛成いたしかねるわけでありをす。以上です。

O議長(石坂勝雄君 ) 中山基昭君。

024番(中山基昭君) 委員長報告との関連の中で、市長、あるいは執行側に特に嬰

望と指摘をしておきたL、というように思います。これまでも多くの議論がなされてきましたが.

退職金が老後の生活設計、あるいは生活の確保に年金や社会保障とともに大変に重要であると

いうことは、論を待たないんじゃなL、かというふうに思います。しかし、社会や経済の動向、

さらには市民納税者からの理解と協力を得るという観点から、去る、 6月の定例会等の中で、

勧奨制度の見直し、是正を求めるための決議をしてまいりました。こうした経過からも提案の

この支給条例の改正については、理解を寄せるところでごさ、、ますが、この議案の提案時にも

ござL、ましたように 60年をめどに定年制の導入が予定をされ、あるいは言われておる、こう

いうふうな前提の中で考えると、定年制が導入された場合、この勧奨制度が、定年退職金制度

に置きかえられるような形が望ましいんじゃないかというふうに私は考えるわけです。したが

って、単にこの機械的に 36年の勤続で頭打ちをするんだということではなく、やはり職務や

役職こういうものを含めて言われるところの 60年の定年制に対応できる、あるいはそのこと

を名実ともに諸条件の整備を図る、こうしヴ大事な時期だろうと思います。したがって、その

辺の整備、配慮にさらに特段の努力を要請をしておきたいというふうに思います。以上です。

O議長(石坂勝雄君 ) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 私の意見を申し上げます。

この条例は、先ほど私、助役との議論でも申 し上げましたように、地方公務員法第 24条職

員の給与はその職務と責任に応ずるものでなければならない、この地方公務員法に適応するような形

に今日の通し号俸制を給与条例の改正をもって適合するような形にしてし、く、それがなされなければ、

この退職手当の条例を改正いたしましても、画竜点晴を欠くわけであります。ですから、市民の

常識から大きくかけ離れている現在の給与制度を温存したままで退職金の制度のみをいじくっ

ても徹底したものにはならなL、。適正化は図られていかないと思います。ですから、その考え

方をいまはっきりと市側方通ら‘理事者側から示されておりませんので、まず、その 1点をひと

つ問事としたいと思います。また、それから.当初議会で、廃止を約束をいたしました女子職

員の特例に持する条項、 これが今年度でなくなるということでございましたが、その約束が守

られていなし、。また、市長が当初明らかにしておりました、 5年後には国並みを目指して是正

を適正化を図っていくとL、う一つの体系づけられた是正に取り組む姿勢が崩れている。あくま

で助役会のガイドラインということのみをいま盾にして、この制度を手直ししようとしている

わけでごさeいます。よって私も市民の一つの先ほど申し上げましたように常識からして、改正

をしていくということを確かに方向はあるわけでごさ.いますが、市民の理解を得られるもので

はないと思いますので、私は反対をいたしますo

0議長(石坂勝雄君) ほかに御意見ありませんか。市川資信君。

019番(市川資信君) いま、古谷議員を初め何人かからこの退職条例の改正につい

ての質疑があったわけで、すが、私も同じような立場から、やはり一番前からこのことについて

は指摘してまいったんで意見を 1、 2点申し上げておきたいと思います。

すなわち、今回の退職条例の改正とともに給与体系の改正が何ら提案されていなL、。と申し
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ますのは、いわゆる通し号俸の諸悪の根源は、いま古賀議員も指摘されたように、地方公務員

法の 24条のいわゆる職務給、能率給、あるいはその地位にある能力に従って給与体系をとら

なければならないとLヴ 基本を踏みにじって、先ほどの助役の答弁ですと、プログラムと生活

給を基本において、確かに 24条の中にも生活給ということは、最後の末尾の方に入っており

ます。しかし‘基本はあくまでもこの給与制度は、職務給、能率給でなければならないという

ことをトップでうたっているわけです。それらをはずしているところに問題点がある。たとえ

ば日野市のただいまの行政のシステムをとってみても、まじめにやっている人も、怠けている

人も同じ給与だ‘だから、私が毎回申し上げているように、この職員として入ってきて、 2年、

3年は非常に活気がある、目にも活力があるo しかし、 4年、 5年たつといつの閣にかそれら

の環境になじんで活性化、効率化というものが自然に失われておる、ぜひ、ひとつこの地方公

務員法 24条に照らしたような職務給、能率給の導入によって市の職場の活性化を図られんこ

とを意見として申し上げておきます。

た。よろしく御審議をお願い申し上げます。

続きまして、仮称日野市立仲田小学校体育館新築工事請負契約の締結につきまして、同じく

総務委員会の審査報告を申し上げます。

増倉建設株式会社が、 1億 1，90 0万にて昭和 59年 7月 31日までの工期にて落札を した

ものでごさ'います。慎重審議の結果、全会一致可決といたしました。よろしく御審議をお願L、

申し上げます。

。議長(石坂勝雄君) これより質疑に入ります。なければこ れをもって質疑を終結い

0議長(石坂勝雄君) これをもって意見を終結いたします。

たします。

本2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本 2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は原案可決であります。

本 2件は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 100号、日野市立

日野第三中学校増築及びプール管理棟新築工事請負契約の締結、議案第 10 7号、胸日野市立

仲田小学校体育館新築工事請負契約の締結の件は、原案のとおり可決されま した。

これより議案靖 10 1号、日野市衛生処理場し尿処理施=剥見臭工事請負契約の締結の件を議

題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

これより本件について採決いたします。本件は委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の

挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

0議長(石坂勝雄君) 挙手多数であります。よって議案第 92号、日野市職員の退職

手当支給条例の一切lを改正する条例の制定の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 10 0号、日野市立日野第三中学校増築及びプール管理棟新築工事請負契約

の締結、議案第 107号、(仮)日野市立仲田小学校体育館新築工事請負契約の締結の件を一

括議題といたしたL、と思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、一括議曹といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

0総務委員長(黒川重憲君) 議案第 101号、日野市衛生処理場し尿処理施設脱臭

0総務委員長(男川重憲君) 議案第 100号、日野市立日野第三中学校増築及びプー

工事請負契約の締結について.総務委員会の審査報告を申 し上げます。株式会社オルガノが 2

億七o0 0万にて落札をいたしたものでごさ.います。委員会の中で、何点かの質疑がなされま

した。最低制限価格は、常に設けているのか。 あるいは失格業者に対する指名停止の件はどう

なっているのか。また、予算金額よりも多い入札をした業者への指名停止等はどうなるのか。

こういった質疑を経ました。また、失格業者よりも上限で入札をした業者に対する処置を考え

るべきだ。あるいは今後も制限価格はきちんと設けるべきだ、こう L、ぅ要望意見も出された中

で、全会一致可決をしたものでごさ.います。よろしく御審議をお願い申し上げます。
ル管理棟新築工事請負契約の締結について、総務委員会の審査報告を申し上げます。

契約金額 2億 3，400万にて、桜・建友建設共同企業体が、昭和 59年 8月 15日までの工

期によりまして、落札をしたものでごさ、、ます。慎重審議の結果、全会一致可決といたしまし

0議長 (石坂勝雄君)

019番(市川資信君)

これより質疑に入ります。市川資信君。

委員長にこういった点が質疑されたかどうかを 1点だけお尋
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ねしたいと思うんですが、委員長、私が先般もこの点については御質疑申し上げたんで、すが、

最低入札が今後失格になるというようなことが、先般の議会でも指摘をされておられました。

しかし、各自治体においてもそうでござL、ますが、最低入札の下限というものも設けているこ

とも事実でごさ.いますし、それは最高限度にも設けているのも事実でごさ。います。このオルガ

ノの落札した 2億 4， 0 0 0万の金額と失格になりました共和化学工業は 60 0万安いわけで

す。それで、わずか 600万で失格になる。今後入札の指名も停止になる。それで、では、上

限の目立プラント建設が 850万オーバーしているわけです。 8，50 0万ですね。それから水

道機工業ですか、これはプラス 9，000万でしょうか、オーバーしている。 一番すぐ下限の 6

o 0 万安いところが失格になって、上限の~F~常に高い.何千万も高いところは、これは失格に

なってないんですね。この間の総務部長の答弁ですと、上限価格というものをこれを設定しな

いで、指名競争入札をされたのかどうか、その点がこの問答弁がなかったものですか ら、もし、

そういった面が質疑されたかどうか。されなかったら、理事者は、どういう考えなのか 、お答

えいただけたらありがたいと思います。

。議長(石坂勝雄君) 総務委員長。

0総務委員長(黒川重憲君) 先般の本会議上におきま して、ただいま市川議員からの

質疑を踏まえまして、委員からも質問があったわけで、ございます。ただし、ま 3点にわたる質疑、

あるいは、 2点にわたる要望を踏まえた中での上限、あるいは下限と申しますか、各社に対す

る措置は指名停止ということではなくて、指名を差し控える、このような言葉が適当ではなか

ろうか、あるいはし 000万以上の物件に対しては‘全部最低制限価格を設けているo こうい

った市側の答弁があったわけでごさ、、ますが、いま一度総務部長がおいでになりますので、総

務部長からはっきりした答弁をお願いしたL、と思います。

0議長(石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) いま、総務委員長が御報告申し上げたとおりでご さ、、まし

て、私どもの方は、一応この工事 を施工するに当たりましては、 1カ月ないし 5カ月ですか、

この間かけまして、いろいろ設計価格等も設定いたしまして、それで.いわゆるそれに基づき

ました建設技術コンサルタントこう L、ぅ業者に委託いたしまして、最終的な設計金額を出した

わけでごさ.います。それによりまして、入札を執行したところでごさ、、ます。プロセスといた

しましては、 一応設計金額が設定されます。それに基づきまして、予定価格が設定されるわけ

でございますo それに設計予定価格、あるいは最低制限価格を設けまして、その範囲におきま

して、最低制限価格の直近上位の業者について落札をした‘こうし、う 実態でごさーいます。なぜ、

こうし、ぅ最低制限価格を設けるかということになりますと、これは、たしか 56年度だと思い

ますが、非常に入札について談合等が、新聞.あるいは報道関係で指摘されている、こ うし、ぅ

形の中で、やはりこういう是正、こういうことも考えの中に入れて執行すべきではないか、こ

ういうような判断に基づきまして、それ以来最低制限価格制度を設けているところでございます。

それで、委員会の中でも、御指摘をいただいたわけで、ごさ:'"、ますけれども、確かに予算額をオ

ーノミーした見積もりも出されております。これらにつきましては、通常の場合はあり得ないわ

けでごさ.いますが、非常にこの業界につきましては、工事が少ないわけでご、さeいまして過当競

争、こう L、うものが行われた結果がこういう形になっております。そういうことで私がこの失

格者につきましては、指名停止とこういうふうな形で申し上げたわけでごさ.いますけれども、

やはりこのことにつきましては、指名委員会とし、う別な機関があるわけでご‘さ¥.、ます。その中

で、私が軽々に指名停止ということを申し上げた点につきましては、おわびして訂正させてい

ただきたL、と思います。そう L、うことで、これからはこの種の工事ができた場合には、やはり

業者の指名に当たりましては.慎重な対応をしてまいりたい、かように考えております。

0議長(石坂勝雄君) 市川資信君。

019番(市川資信君)

もう一度お聞きします。

最高価格の入札に当たって、最低も設けたんで、しょうから、最高価格の限度額も当然設ける

いま、私が質問した中で、 1点答弁が漏れておりますので、

べきだ、また‘設けてあったんだろうと思うんですが.その答弁が漏れているということ。そ

れから、私が申し上げた落札者と次の失格者が 60 0万程度のところで失格に なった。ところ

が、最高のところは 9，00 0万も高く入札しているわけです。そのところが失格になっていな

くて、わずか 60 0万安いだけで失格になっているというところがおかしいと L、うことと、企

業努力というような点も過当競争ということは理解できるんですけれども、この安くするとい

うことは、企業にとって死活問題で大変なことですね。現実にどのように企業努力して同じ仕

様のものを安くしょうかと努力したところが、残念ながら入札が安過ぎて失格になってしま っ

た。今後指名も停止になる。失格になるというようなことで大変これ憂慮すべきことだと思

うので、それは、先ほど訂正されたということですが、いま、指摘した点をもう一度総務部長
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の方から、明快にお答えいただきたいと思うんですが。

0議長(石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) すべて工事につきましては、指名入札制度を採用している

わけでごさeいますけれども、いままでの例でもごさ.いますが、一応最高価格というのは決めて

おりませんD そういう ことで 、一応契約の事務処理は しております。以上でご さーいます。

0議長(石坂勝雄君)

01 9番(市川資信君)

市川資信君。

総務部長、ちょっとお尋ねしたL、んですけれどね。最低価格

を持っていてですよ、高い方の上限を決めてないなんていうのは、こんなふざけた決め方はあ

りますか。冗談じゃないですよ。どう L、う理由で最高限度額というものを‘これ以上になった

ら、最低と同じように最高限度額の人も今後指名競争入札は失格、あるいは指名停止とし、うな

ら理解できるんですよ。なぜ最低を切っておいて、私に言わせれば企業努力ですよ。企業努力

をしているところをみずから指名停止を、失格をさせる09 ， 000 万も rl~] いところはそうしり

た処置は何かとられてなL、。こんな理不尽なことはないんじ ゃないんですか。私おかしいと思

いますよ。これは、どうなんですか。

0議長(石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 最高価格の件につきましては、一応委託業者から設計委託

をしたコンサルタントから、最終的な設計金額が出てまいります。それに基づきま して、 予定

価格をつくって入札を執行するわけでごさ:¥，、ますので、それが予定価格を下回る.こうし、うこ

とが一つの条件になるわけでごさ、、ます。契約事務規則でいきますと、 予定価格から 70%の

範囲内で最低制限額を設けなさい、こういうことになっておりますので、その範囲で最低制限

額を設けた、こう L、う事務処理をしたわけでごさ.います。

0議長(石坂勝雄君)

019番(市川資信君)

市川資信君。

何かチンプンカンな答弁で私には、はっきり理解できません。

また、何かの機会のときに質問しますが、 1点だけ聞いておきます。これは入札前の説明に業

者立ち合いのときに、最低入札価格は失格になるということを入札前に業者に申し入れてあり

ますか。

0議長(石坂勝雄君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 一応入札を執行する場合には、この工事につきま しては、
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最低制限額を設置してある.こういうこ とを入札の直前に業者には周知してごさ、、ます。

0議長 (石坂勝雄君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結L、たします。

委員長報告について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。

本件は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり 〕

。議長(石坂勝雄君 ) 御異議ないものと認めます。よ って議案第 10 1号、日野市街

生処理場し尿処理施設脱臭工事請負契約の締結の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 10 6号、日野市市税条例の一部を改正する条例の制定の件を議題といたし

ます。

総務委員長の審査報告を求めます。

。総務委員 長 ( 黒川 重憲君 ) 議案第 106号、日野市市税条例の一部を改正する条例

の制定について総務委員会の審査報告を申し上げます。

この改正は、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、 22万円を 22万 7，000円に引き上げる

ものでござL、ます。委員会にて慎重審議の結果全会一致可決といたしました。よろしく御審議

をお願い申し上げます。

。 議 長 (石坂勝雄君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) これは、さきの第百国会の減税法案の可決に伴って実施され

る市税条例の一部改正でありますが、勤労者、それから、家庭の主婦等が待望しておりました

減税を中曽根内閣は、自民党の決定をもって国会で実現をしたわけで、あります。当然、いろし、ろ

圏内の財政事情大変な中で、これだけの減税を、特に所得税については、 1，5 0 0億円程度

5 9年度にわたりまして、 1兆円以上の減税を行うわけでありますので、委員会の中で中曽根

内閣に対する評価にも話が及んだのではなL、かと思いますが、その点についてお聞かせ願いた

L、と思います。

。 議 長 (石坂勝雄君) 総務委員長。

。総務委員長(黒 川重憲君 ) ただいまの古賀議員の質問にありましたとおり‘そのよ

うな格式の高い質問ほごさ.いませんでした。したがって.もし、答弁が特にあれば市長の方か
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らo (1"なし Jと呼ぶ者あり)

0葬長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

08番(馬場弘融君) 委員長にお尋ねをしたL、んですけれども、この市税条例の改正

018番(古賀俊昭君) 委員長のせっかくのお取り計らいでありますので、市長に最

案のもととなる法律の改正案ですね。これについてたしか私が知り得るところでは、社会党、

あるいは共産党の諸君は、法律案には反対をしたので、はなL、かというふうに伺っているわけで

す。この市条例の改正案については、その法律改正に伴う市条例の改正でありますから、本来

であれば、法律案に反対をした立場にある人は、この市条例の改正案にも反対をするのではな

し、かというふうに私は考えるわけでありますが、先ほど、委員長のお話でありますと、全会一

致というふうなことでありましたけれども、再度確認をしたいんですけれども、本当に全会一

致で.この条例案は通ったのかどうか。もう一度明快なお答えがL、ただきたいと思います。

後に一つお閣きをしておきたいと思います。国れまこれだけ努力をして国民の期待にこたえてい

るわけであります。大幅な減税を実行に移したということであります。日ごろ働 く者の;味方と

言っておりますが、この減税や行革の苛題に対して、 1カ月以上にわたってサボタージュをし

た盟会における野党の立場とL、うのは、非常に許せないものがあると 思うわけであ りますが.

市長はこの日野市において、国史健康保険税の大幅な増税を揖案して苧ております。闘がこれ

だけ減税に努力をしているときでありますので、ひとつ市長も見習っていただきたL、と思うわ

けでありますが、この地方住民税‘地方税法の改正に伴う住民税の減税について、市長，士どの

ようにお考えになっているか、お司主かせをいただ考たいと思います。

。 議 長(石坂勝雄君) 市長。

0市 長 (森田喜美男君) 圏内財政事情が過去のいろいろな事清があったこ止でなあり

ましょうけれど、大変な公債を発行し、赤字財政が結果止 して、今 日論議 2きれておりま ナっ

その中で、減税をするということはなかなかむずかしいことで法ありましょ うが、しかし、国

民のまた、減税を期待する声なきわめて大寺いわけであります。なぜなら《、何年内も所得減

税をやってい'fn，、。そして、物何は一方で上がりますから、実究の取り分注目減りになってい

る、こうしヴ実感が庶仔の聞に欺臓をしておるわけであり空す。したカがL凡し、まして、政府も一応

小規模ながら一面には?減成税ということの最小[恨浪のあたり治か這ら進められたと L、ヴう 嘆感を持つてお

りますo したがって、今後より一層財政の建全な新正化を図って、減税が大幅にされますこと

を期待をした"、と思っておりますo

それから、私どもの国民連康保険と同率に比較されることは、少々均衡しないわけでありま

して、国民健康保険税は、市の事業の中のまた財政ノミランスをとろう。そして、公平な負担を

お願いをしようと L、うものでありますので、そのように御理解をお頓L、L、たします。

0議長(石坂勝雄君) 古賀俊昭君。

0議 長(石坂勝雄君) 総務手員長。

018番(古賀俊昭君) りっぱなお手本を中曽恨総理大臣が示 してくれたわけで、あり

。総務委員長(黒川重憲芳 ) いまの耐震間の とおり全会一致可決といたしました。

O議長(石 坂 勝 雄 主 ) これをもって質疑を終堵いたします。

委員長報告について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いそしまナ。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありをす。本

件は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0実長(石坂勝雄君) 御異議ない本のと認めます。よって議案菜 106号、日野市市

税条例の一部を改正する条例の制定の件な、原案のとおり可決されま した。

昭和 58年度日野市一般会計補正予算第 5号に入る前に理事者から発言 したL、旨申し出があ

りますので、これを許します。企画財政部長。

。企画財 政部長 (前田雅夫君) 大変恐縮でごさ.いますけれども、 41ページでござ

いま九自の社会福祉費総務費のう ちの需用費 21万 1，0 0 0円で、説明欄の下欄に、 委嘱状

伝達式他とございます。この妥嘱状伝達式他を民生委員i窃議会会議費と伺訂正いただきたいと

思います。よろしくお願L、L、たします。

。議長(石坂勝雄君) これより議案第 95号、昭和 58年度日野市一般会計補正予算

第 5号の件を議題といたします。

本件については、 4常任委員会に分割付託いたしておりますので、順次審査報告を願います。

総務委員長の審査報告を求めます。

0総 務 委員長(黒川重憲君) 昭和 58年度日野市一般会計補正予算第 5号につ#ま

ますので、ひとつ大いに参考にしていただきたL、と思います。終わります。

O議 長(石坂勝雄君) ほかに御質疑はありませんか。馬場弘融君。
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して、歳入歳出の総務費係の委員会の報告を申し上げます。

補正額 3億 1， 9 0 6万 9，0 0 0 円でご、さ~Ìt、ます。総額 2 6 1億七 46 4万9，000円の

予算でごさ.います。特に質疑のありま したところは、法人市民税が今回約 7憶近くの減という

ことが報告されました。そういった中で、全会一致慎重審議の結果、可決といたしました。よ

ろしく御審議をお，預ぃ申 し上げます。

0議長(石坂勝雄君) これより質疑に入ります。馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) いま、委員長から説明のございました特に法人市民税胡係の大

山梨に全面移転とこういうことでごさ.います。私たちは、11月の 17日に市民部長さん、企画

財政部長さん、私と工場の計画を詳細におi場きしたわけでごさeいます。取締役にお開きしたわ

けでごさeいますけれども、昭和 60年の 7月に大体移転が完了する。日野に浅りますのは、自

動化研究所 と営業業務部門というものが残るという ふうなことで、日野に残ります従業員は、

5 0 0人程度、それから忍野村がロボットが多うござし、ますので、人間は 500人程度というふ

うな半々の状態になる、こういうふうなことでごさ.いますので、日野に残りますのは、いま言

いました自動化研究所と業務営業部門とこういうふうなものでございます。人数については、

いま 申したように半分半分 3 日野から移転していきます理由でごさマいますけれども、加工シェ

ルとか組み立てシェルと L、し、ますように非常に平面を利用しまして、組み立てし、あるいは工

作していくとL、うハチの巣みたL、にシェル状態になって作業するということが日野の場合には、

非者に敷地が狭もうごさ、、ますので、それを 2 階、 3 階、 4~皆と現状の中では、立体化の中で、

組立てなり、 加工を組み立てる とL、うのは、非常に非詰率だというようなことで大分困ってい

たようでござL、ます。それでNCの製造というものも 3，00 0台というふうなことで、日野の

中では、限界にきたということで、向こうへ移るというふうな理由を聞いたわけでございます

ので、会社そのものが大発展をするとし、ぅ過程の中での要するに忍野村への移転というふうな

ことで、お聞きしてきたわけでご、さ.いまして、 60年には移転が完了し、日野には半分残る、

こういうふうなことでござL、ます。半分といいましでも、現状が日野に 700人でごさーいます

ので、現状から見れば 200人減るとL、ぅ程度のものでごさ.います。税制等につきましては、

市民部長にお願いしたいと思います。そういう ことでございます。

。議長 (石坂勝雄君) 市民部長。

。市民部長 (加藤一男君) それでは、この目下御審議いただL、ております補正予算の

ことでことでごさeいますが、特に法人税の関係で今回大幅に減額補正をお願いしまして、先般

の本会議におきましても、御説明をさせていただきましたけれども積算に誤りがございまして、

減額補正をいたすわけで、ございます。いまの御質問b工、将来のこと についての御質問でごさ"、

ます。いま、一つの会社を取り上げて御質問をされまして、その会社のこと につ羊ま して位、

いま助役の方から申し上げましたとお灼でごさ.いますが、私どもの方の法人税収入の見通しで

ございますけれども、 58年度は今回補正をいたしました数値で大体決算が見込 まれるだろう0

5 9年度はどうだろうかということでござL、ますが、このこと につきましても、先般私の方か

幅な減額補正ですね。この件につきまして、 実法、大分前になりますけれども、新聞紙上で日

野市内の非常に大きな企業であるファナックとし、う会社が何年か'唆に、日野市の本社を引き払

って富士山のふもとの忍野村ですか、そちらの方に本社を移転をするとし、う ふうなことが新相

に報道をされていたわけで、ありますが、その辺もi踏まえて、そういう 事態になりますと、かな

り大幅な法人市民税収入の減額が予想されるように私は考えるわけですけれども、それにつL、

て、かなり突っ込んだ議論がされたかどうか。されていなければ、理事者側からその辺につい

ても今後の見通し等を具体的に伺し、たL、というふうに思L、ます。以上で、す。

O議長(石坂勝雄君) 総務委員長。

0総務委員長(黒川重憲君) かなり突っ込んだ質疑はなされたかという岨 持でござ

いますが‘かなり突っ込んだ質疑でございませんので、理事者側から答弁をお願いしたいと思

"'"1す。

0議長 (石坂勝雄君)

O助役(赤松行雄君 )

助役。

税の見通しにつきましては、市民部長の方にお!五百、したL、と思

L、ます。

ファナックでございますけれども、御質問ごさ.いましたように山梨県の南都留郡忍野村です

か、ここに富士コンプレックスとし、う工場を建設 しておるわけでごさ、、ますD 現状の中では

1 9 0人ばかりの方が向こうの工場の方へ移りまして、 NCとL、L、まして、工作機械等コンビ

ューターを結んだロボットの製造、 あるいはFAとL市、まして、ファクトリーオートメーショ

ン、こう L、うふうな加工シェル、あるいは組み立てシェルというものの製造をやっておるわけ

でございまして‘ 190人ばかりの方が日野から行っておるわけでごさ、、ます。先々でごさ¥、

ますけれども、先々につきましては、この 14日にも産経新聞に出ておるわけでごさ‘L、ます。
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08番(馬場弘融君) 日野市の財政構造を見ますと、ともかく市民税収入が、たしか

このような情報は聞いておりました。それから、他の企業につきましても.日野市にすでにな

じんで、また、日野市とともに発展をいたしてまいっておるそれぞれの企業活動でごさeいます

から、大いに日野市とし、う名前の名声も発揮していただきたし、し、われわれもまたこのふるさ

との同じ地域社会で、ぜひよそに移るというようなことなく、がんばっていただきたいとL、う

ふうなごあいさつはいたしてまいっております。しかし、 企業発展のために地積の広いところ

を求めて言われるのも他にないわけではありませんo これは、また企業戦略という問題 もあり

ますので、余灼強、いことは言えませんが、ぜひできる地域社会のこの集積の利益と L、ぅ形でお

こたえはしてまい均たL、。このように考えております。将来とも日野市は、一面にはこの自然

環境のし市、町、また、都市農業の存続できる町、一面にまた‘この公害性のない企業発展も大

いに地域によく溶け込んで、いただいて、市民とともに繁栄、発展をしていただきたい.このよ

うに考えております。また、そのような施策を取り組んでいきたい、このように考えてお灼ま

ら御説明をさせていただきましたけれども、 58年度会計よりも好転をすると見ております。

ただし 57年度の決算には到達はとてもできないだろう。大体 59年度におきましては、 30 

億台が催保できるんではなL、かと L 、ういまの見通しでごさ~¥， 、ます。いま御質問ごさ¥、ましたよ

うに、一会社の全体的に 58年度につきましては、会社の方の利益が減少いたしました関係が

ここにあらわれてくるわけでごさ.いますが、そう大幅な減収がないだろうというふうに見通し

を立てておりますし‘いまの会社のことにつきましては、助役の方から申し上げましたとおり

でごさeいますが、 59年度の法人税収入については影響ないと思います。 60年度につきまし

ては、若干の変化は出てくる。つまり従業員数が 50 0人といま申し上げましたが、 20 0人

減ることによりましての法人税の減収があると思いますD 以上でごささいます。

0議長(石坂勝雄君) 馬場弘融君。

今年度 68%、一般会計予算の 68%だと思います。そういうことで、ともかく特に大手の企

業がたくさんの税金を負担 してくださるおカミげで私ども日野市民とし、うのは潤っているとL、L、

ますか、非常に助かっているわけですね。ところが、行政の方でそ ういった多くの税をれ担 し

てくださる企業に対して十分な見返り e¥，、うとおかしいですけれども、扱いをしておかないと

もっと L、L、条件をもってよその町なり村が、ぜひ私どもの方に本社を移転してくださL、。優遇

をしますよというふうな形で、せっかく多くの税収が得られる優良企業が移って しまう‘そう

いう心配を非常に私はしているわけで、す。ぜひ.その点について、市長が将来的にいま日野市

内の大手の企業の優遇とは言わないまでも、冷遇に近いような状況について、将来についても

そういった形で、いくのかどうか、市長の今後のお考えを伺いたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 市長。

す。

0市長(森田喜美男君) 日野市内には、優良企業が数多く立地されておりまして、日

。議長(石坂勝雄君) 滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬政朗君) お許しを頗L、たいと思うんですが、私も総務委員会でこの議

論をかなりしたつもりであります。前にも助役にもう一年ぐらい前だと思いますが、こう L、ぅ

話があるので.どうかというふうな話を申し上げたこともありますが、いまの答弁の中で、大

分細かし、ことですけれども、食い違った問題が出てきております。先般の総務委員会では、い

ま市長の話を聞きますと、本社はこの豊田へ!置し、ておくんだというふうなことでありますけれ

ども、これは‘私どもが聞き及ぶところによりますと、本社は山梨の方へ行くんだ、こう L、う

ふうな話を この前の総務委員会でもそう L、ぅ話が出たわけでありますから、そうし、う確認をし

ております。それから、いま一つは.人数ですね、人員が大分総務部長の話と、いまの助役と

の食い違いがごさeいます。その辺をひとつ正していただきたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 助役。

0助役(赤松行雄君) 1月の 17日お尋ね したと きの記録で、ございます。 60年の 7

月にそれ以前に製造部門等につきま しては、 ずっと継続的に移転するわけでごさ.¥，、ますけれど

も、 60年の 7月に自動化研究所と業務営業部門を残しまして、要するに間接部門でごさ.いま

す。それ以前に直接部門が引っ越ししまして、それで 60年の 7月に管理部門が移転する忍野

村に、 60年の 7月には、本社が忍野村に参ります。それから人数でごさ、、ますけれども、こ

野市の地域社会、あるいは財政構造の上でも一定の役割均を担っていただL、てお ηます。そ し

て、いま話に出ておりますような大変業績のL市、企業がよそに一部移ってL、かれるということ

は、残念に思っております。このことにつきまして、市長と Lヴ立場で毎年大きい企業にも表

敬ごあいさつもいたしまして、事情もほぼ聞いております。その際、助役が説明申しましたが.

要するに地積が狭いということが、その工場発展に大変支障がある。しかし、日野市で発展を

しておる企業でありますから、特に研究部門、営業部門は‘この地に根拠を将来とも残したい、
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れはあくまでも会社側の見通しとしまして、現在 70 0人いるんだけれども、忍野村に 190

人行っている。それから、 60年にまいりますと、要するに 50 0人内外ということでごさ‘い

ますので、企画財政部長との食い違いではごさ.いません。あくまでも先々の 60年の見通しで

ご、ざいますので、そういうような形で弾力的に受け取っていた‘だきたいと思し、ます。企画財政

部長が 45 0と申し上げましたことも、私が 50 0と申し上げ‘たことも、 やはり 60年に向け

ての概略の数字でごさ.います。大体半々になるんじゃなL、かと L、ぅ説明でごさeいます。そうい

う面からも‘そう大きな税収の落ち込みはなかろうと L、うふうに見ておるわけでございます。

そのように弾力的に受け取っていただきたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 滝瀬敏朗君。

029番(滝敏瀬朗君) 先ほど申し上げましたように私の笥いた範凶内では、総務委

員会と本会議との答弁の食い違いがあるなんていうことは.これは絶対に許せないl笥顕だとい

うふうに思うんですよ。 これはもうしっか ηしていただきたいと思います 。

市民部長にお尋ねしたL、んですが、仮に本社が忍野村の方へ行く場合に、税収でどう L、うふ

うな違いが出てくるか。

0手長(石坂勝雄君) 市民部長。

0市民部長(加藤一男君) ただいまの却質問は、本社が日野市にあるのと忍野村にある

との差がどうなのかと Lヴ御質問でごさ.います。あくまで法人市民税につきましては‘従業員

割でごさ~\，、ますので、法人税そのものには、本社の位賓の問調は、そう大差がない、そう L 、う

ように判断をいたしております。

0議長(石坂勝雄君) なければこれをもって質疑を終結いたします。

これをもって総務委員会関係の審査報告を終わります。

次に文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

O文教委員長(市川資信君) ただいま、 議顕となりまし出召和 58年度日野市一般

会計補正予算第 5号のうち教育費について、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申

し上げます。

今回の補正総額J工、 1，85 9万 8，00 0円、減額補正頒1.6 1 5万!'l0 0 0円でございま

す。差し引き 24 4万 3，00 0円の増額椅正でございます。まず、減額理由でござL、ますが、

節 15の工事請負費 2，24 0万円、本工事費は明年 4月仲田小・学校の開校予定に伴い、東町、

今朝ケ島方面より仲田小学校に通学する児童の通学通路工事費として、当初予算で学校建設費

に工事請負費と して計上してまいりましたが、この道路は 2・2・10号線より仲田小学校東

側通用門を通りさらにこの道路の延長、仲田小学校北側を通り、日聖子本町 2号線に結びつける。

日野本町一号線として位置づけるために教育費より全額を減額して、そのかわり本一般会計補

正予算書 55ページ、 56ページの土木費、道路新設改良費 4，49 0万円に組みかえたための減

額補正するものでごさーいます。そのほかの主なるものは、新年度の児童用机‘いすの修繕並び

に購入費等でございます。本委員会は採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決と決した次

第でごさ、、ます。よろ しく御審議のほどお願L、L、たします。

0議長(石坂勝雄君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

これをもって文教委員会関係の審査報告を終わります。

次に厚生委雲長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(一ノ瀬 隆君) 議案第 95号、一般会計補正予算第 5号のうち、厚

生委員会に付託されました歳出の民生脅、衛生寺、消防費の審査報告を申 し上げます。

民宅費は、 5，000万弱の新たな支出が採られていますが、一方に減額補正があり 、599

万 8，00 0円の補正であります。減額は、国民健康保険会計の繰出金の減額であり、主な歳出

は ゲートボールコート外さく設置 児童遊園用地取得、それに生活保護費の中の医療扶助費

の補正であります。衛生費は浄化槽汚泥処理施設新設の昨年度への前たおしのための減額椅正

一億円を中心とした 9，90 3万円の減額であ灼ます。消防費は、 9月2日に確定 した常備消防

委託料の 33 5万 3，00 0円の補正であ ηます。民生脅の中の産休代替、病休代替の実情.民

生員の増員などについて質疑があり、審議の結果、全会一致可決と決しましたので、御報告い

たします。

0議長( 石 坂 勝 雄 君 ) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結L、

たしますo

これをもって厚生委員会関係の審査報告を終わります。

次に建設委員長の審査報告を求めます。
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〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(藤林理一郎君 ) 議案第 95号、昭和 58年度目野市一般会計補正予

う、計算 して もらうということにしたらどうかと思うんですが、市長の考えをお聞きしたし、。

このような場合が非常に多いんです。

0議長( 石坂勝雄君) 市長。

0市 長 (森田喜美男君) 御指摘のとおしよくいわれる役所仕事と言われるものにこ

の非能率な面とか、あるいは予算の執行のために年度がダブる、あるいはことしつくったとこ

ろにまた来年工事を施すというふうなことが しばしばありがちであ灼ます。そういうことのな

いことを指導してし、かなければなりませんが、ここの場合にどのようになっておりますか、も

う一遍よく状況を調べまして、いま言われる開発公社で代行できるものであるかどうか。この

あたりを調べて対処 したし、。このように考えております。

。議長(石坂日秀雄君) よろしいですか。 ほかに御質疑ありませんか。なければこれを

もって質疑を終結いた します。

これをもって建設委員会関係の審査報告を終わります。

各委員長報告について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

算第 5号、歳出のうち建設委員会に付託されま した農業費、土木費につきまして、審査報告を

申し上げます。

農業費につきま しては、 2，41 5万 4，00 0円の補正でありまして、 主な内容は、平山農

業用水及び日野農業用水の災害復旧のための工事請負費とそれに伴う備品購入費であります。

土木費につきましては、補正総額 2億 9，64 8万 3，00 0円であります。歳出の主なも の

は、仮称仲田小学校進入道路新設外 2件の工事請負費 9，77 0万円、また、仮称仲田小学校

進入道路用地取得のための公有財産購入費は、 1，588.22平方メートルで 1法人 o9 2万

6，00 0円でござ¥、ます。神明上緑地植栽のための工事請負費 950万円、 第五小学村生け

がき緑化のための工事請負費 500万円等であります。

本件に対し委員長より学校のへいの緑化とともに市の公共椀設の緑化唯進に努力してほしい

との要望が出されましたが、採決の結果全員異議なく原案可決と決定いたしました。よろしく

御審議のほどお願い申し上げます。 す。

0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

これより質疑に入ります。古谷太郎君。

これは委局長さ んにお聞きするよ灼は市長だろうと思いますけ

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は、委員長報告のとお灼決するに御異議ありませんか。

c r異議な しjと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君 ) 御異議ないものと認めます。よって議案第 95号、昭和 58年

度目野市一般会計補正予算第 5号の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第 93号、日野市函民健l棄保険条例の一部を改正する条例の制定の件を議題と

れども、仲田小学校の北側を通る約 600メー トルにわたる道路がここででき上がるわけです。

その予算がこれに用地買収費等が盛られている。これができるのは、来年の 4月 1日とし、うこ

とだと私は思います。教育長の説明によれば、学校の開設は 59年 4月 1日であるということ

でごさ.います。つきましては、ここへ道路を新設する場合にやは η水道、あるいはまた公共下

水道、これは枝管になりますが、こういうふうな特に水道などは、並行して工事をすべきでは

ないか、私は思うのでありますo 新しい道路がたんぼの中にできるわけであります。そこで、

たとえばそのような場合に、開発公社等で建てかえ工事を公共下水道とか、あるいはまた水道

管等を行ったらどうか。道路を舗装 して 、日野市の水道部の予定では、道路は 59年度につく

る、ところがそれを 60年、 1年後にまた掘り返して水道工事を行うんだというふうになって

いるそうであります。これではまことに不経済に税金の二重のむだ使いになるわけです。せっ

かく土地開発公社とし、う助役というりっぱな理事長がおられる。ここで、その開発公社が工事

を行ったらどうか‘そして、この工事代金を将来下水道会計なり、水道会計から支払ってもら

L、たします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

。厚生委員長 (一ノ瀬 隆君) 議案第 93号の厚生委員会の審査報告を行います。

この議案は、日野市国民健康保険条例の一部改正であります。保険税の値上げで均等割を、

2 ， 0 4 0円から 3，24 0 円に、世帯，~Ij平等割を 3 ， 4 8 0円からし 40 0円にし、 合算の

限度額を 19万円から 24万円とする。加えて助産費を 8万円から 10万円に引き上げるもの

です。国保運営協議会の答申どおりの提案であります。これらの保険税は.いずれも都下の各
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市の平均をやや下回るものであることカ、説明され.昭和 53年の改正以来 5年たっていで支出

は増加の一途で収入の伸びは鈍し、o 1人 5，00 0円一般会計からの繰 り入れを基本として改

正をしたものであるというものであります。市長にも出席していただき、審議い大F し空した。

実情を理解するため内各種資料の要求もあ η‘さらに慎重審議を斐するものと して、 全会一致

継続審査とするものと決しましたので、御報告いたします。

O議長 (石坂勝雄君 ) これより質疑に入ります。なければこれをもって貫主主を終結い

たします。

委員長報告について御意見があれば最ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件rこ対する委員長報告ぽi調会中の桝続審査であり

ます。本件は、委員長報告のとお均決するに伺異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 ( 石 坂 勝 雄 君) 御要議T亡し、ものと認めます。よって謬案第 9 3号、日野市引!モ

焦寮保険条例の一部を改正する条例の制定の件は、閉会中の継続審査に付することに決しまじ

Tこ。

これより議案第 96号、昭和 58年度日野市国民1建康保険特別会計1正予笥i鴇 2号、ミ議主t安亥

9 8号、昭和 58年度目野市受託水道芳業特別会計補正予ヌ第 1号の件を一括l義指とし、rした

いと，守、いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議たし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君 ) 御異議ないものと認め‘一括議詞といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

0厚生委員長(一ノ瀬 隆君 ) 議案第 96号了、 ;ヨ民健康保険特別会計持正予を持

2号であります。歳入歳出とも 3，3 5 0万 6， 0 0 0円の浦正であります。 この歳入は、前

年度繰越金が確定補正されて一般会計繰入金を減額補正 した残額で、あ ηます。歳出の大割分が

療養給付費国庫負担金返還金であります。 57年度の精算に伴う返還であります。審議の姥果

全会一致可決と決しま した。

議案第 98号は、受託水道事業特別会計補正予算第 1号であります。歳入歳出とも 678万円

の減額であります。配水管敷設などの工事の差金で減額がされており、他に漏水修理 1，000 

万円などが計上されています。漏水がふえていることが説明されています。差金の出た原仰な
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どについて質疑があった後、全会一致可決と決しました。よろしく綱審議をお願L、いたします。

O議 長(石坂勝雄君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結ぃ

たします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は原案可決であります。

本 2件は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長( 石 坂 勝 雄 君 ) 御異議ないものと認めます。よって議案第 96号、昭和 58年

度目野市国民学康保険特別会計純正予算第 2号、議案弟 98号、唱和 58年度日野市受託水道

事業特別会計補正予算第 1号の件法、原案のとおり可決されました。

これより 議案第 94号、日野市自転車等の駐車秩序の確保に関する条例の一部を改正する条

例lの制定の件を議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇 〕

。建設委員長(藤林理一郎君) 議案事 94号、日野市自転車等の駐車秩序の確保に

関する条例の一部を改正する条例の制定について建設委員会の審査報告を申 し上げます。

本条例の改正は、東第二自転車等駐車場の開設に伴ぃ第 13条関係の別表第 uこ加えるもの

で、面積 348平方メー トル、収容予定台数 250台とのことで、この駐車場が完成する と、

日野駅周辺の現在の放軍自転車台数 1， 7 3 0台に対しし 840台の収容予定指力を持てると

のことであります。本安員会では審査の結果全員異議なく原案可決と決定いたしました。よろ

しく御審議のほどお願い申し上げます。

。議長(石坂勝雄君) これより質疑に入ります。なければこれをも って質疑を終結い

たします。

委員長報告について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は、委員長報告のとおり決するに御異議あ灼ませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議 長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 94号、日野市自転

-141-



車等の駐車秩序の確保に!鶏する条例の一部を改正する条例の制定の件は、原案のとおり可決さ

れま した。

これよ灼議案第 97号、昭和 58年度日野市都市計画事業特別会計補正予算第 3号の件を議

題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

O建設委員長(藤林理一郎君) 議案第 97号、昭和 58年度日野市都市計画事業特

を申し上げます。

初めに議案第 10 5号、農業共済無事戻 し金の交付について審査報告を申し上げます。本件

につきましては‘昭和 55年から 57年度までの 3年間に水稲につきましては、 20 5名に 37 

万 8，16 2円を、陸稲につきましては、 7名に 6，12 3円を掛金の 2分の 1を限度にそれぞ

れ交付するものであ灼ます。審査の結果全員異議なく原案可決と決定いたしました。よろしく

御審議のほどお願い申し上げます。

続きまして議案第 99号につきま して御報告申し上げます。 農作物共済勘定につきま しては、

収入、支出それぞれ 22万 8，0 0 0円の補正であ ηまして、 主な理由としては‘先ほど報告申

し上げました無事戻 し金の交付のためのものであります。 園芸施設共済勘定につきましては.

収入‘支出それぞれ 22万 5，00 0円の補正でありまして、園芸施設の再建築価格の評価額の

変更のためのものであります。業務勘定につきましては、収入.支出それぞれ 5万 9，000円

の補正でありまして、国の補助金確定に伴うものであります。本件につきましても審査の結果

全員異議なく原案可決と決定いたしました。よろしく御審議カほどお願い申し上げます。

0議長(石坂勝雄君) これより質疑に入りますo なければこれをも って質疑を終結い

たします。

本 2件について御意見があれば承 ηます。なければこれをもって意見を終結いたします。

これよ均本 2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は原案可決であめます。

本 2件は、委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長 (石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 99号、昭和 58年

度目野市農業共済事業特別会計補正予算第 2号、議案弟 10 5号、農業共済無事戻し金の交付

の件は、原案のとおり可決されました。

これよ灼議案第 102号、市道路線の一部廃止、議案第 103号、市道路線の廃止、議案第

1 0 4号‘市道路線の認定の件を一括議題といたしたいと思いますが.これに御異議ありませ

別会計補正予算第 3号につきまして、建設委員会の審査報告を申し上げます。

今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ 13 3万 5，00 0円を追加し、歳入歳出総額をそれぞ

れ8億 6，9 1 8万 4，0 0 0円とするもので、歳入につきましては、一椴会計からの繰入金で

あります。歳出の主なものは.万照寺区画整理地内に残土l置き場と して、 1万 5，38 0平方メ

ートルの土地を 120万円で借り上げるための補正であります。本委員会では審夜の結果全員

異議なく原案可決と決定いたしました。よろしく御審議のほどお願い申 し上げます。

0議長(石坂勝雄君) これより質疑に入 ηます。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

委員長報告について御意見があれば承均ます。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であ ηます。本

件は、委員長報告のとお均決するに御異議あ ηませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 97号、昭和 58年

度目野市都市計画事業特別会計補正予算第 3号の件は、原案のとお η可決されました。

これより議案第 99号、昭和 58年度目野市農業共済事業特別会計補正予算第 2号、議案第

105号、農業共済無事戻し金の交付の件を一括議穎といたしたL、と思いますが、これに御異

議ありませんか。

( i異議なし Jと呼ぶ者あり〕

0言葉長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

。建設委員長(藤林理一郎君)

んか。

議案第 99号、昭和 58年度日野市農業共済事業特

( i異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。別会計補正予算第 2号、議案第 10 5号、農業共済無事戻 し金の交付につきま して、審査報告

-142 - q
d
 

A
官



0建設 委員長(藤林理一郎君) 議案第 102号、市道路線の一部廃止につき まして 、

建設委員会の審査報告を申 し上げます。

豊田停車場一号線につきましては、現況が廃滅し、公共の用に供されていないため隣接者に

有償譲渡するものであります。また窪田 4号線は、三沢中学校の校庭拡張に伴ぃ京王帝都電鉄

とつけかえ交換するものであります。本委員会では、現地調査を実摘 し、審査の結果全員異議

なく原案可決 と決定いたしました。よろしく御審議のほどお額ぃ申 し上げます。

続きまして議案第 10 3号、市道路線の廃止につきまして、審査報告を申し上げますO

宮子 5号線は、仲田小学校開設に伴いつけかえを、新井 2号線については、前議案と同様に

京王電鉄とつけかえ交換を、八幡 8のイ号線は、宅地開発によりつけかえ交換を、また‘日野

7 6号線外 4路線は、四ツ谷の開発行為に伴い新 しい道'格とつけかえ交換するものであめます。

本件も前議案と同様、現地調査を実施し、審査の結果全員異議なく原案可決と決定いた しまし

た。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

次に議案第 104号につきまして、審査報告を申し上げます。

認定の理由と して、平山 21号線から平山七生台 51号線までの 15路線は.開発行為の完

了により市に帰属するものです。また、石田 23号線1工、寄付に 上り新設するものであ ります。

日野本町 2号及び 3号線d..仮称仲湿小学校建設に伴う新設であり、また.三沢 10号線は、

三沢中の校庭拡張に伴ぃ新設するものであります。本件につきま しても前 2議案同様現地調奄

を実施し、審査の結果全員異議なく原案可決と決定いたしました。よろしく御審議のほどお願

い申 し上げます。

0議長(石坂勝雄君)

たします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

本 3件について御意見があれば量ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本 3件について採決いたします。本 3件に対する委員長報告は原案可決であります。

本 3件は、委員長報告のとおり決するに御異議あ りませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(石坂勝雄君) 御具議ないものと認めます。よって議案第 102号、市道路線

の一部廃止、 議案第 10 3号、市道路線の廃止、議案第 10 4号、市道路線の認定の件は、原

案のとおり可決されました。

-144 -

お諮りいたします口議事の都合により暫時休憩いた したし、と思いますが、これに御異議ありま

せんか。

( I異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、よって暫時休憩いたします。

0議長(石坂勝雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 3時 7分休憩

午後 3時 45分再開

これより請願第 58 -2 7号、昭和 57年 4月21日、側新日本エンタープライズより‘日

野市土地開発公社が取得 した土地に対し、 高校建設 (誘致)は勿論、自然破壊の伴う土地利用

の総てをなすべきでなL、。また、取得過程に疑義の多いこれらの寝庇疑惑の解明についての陳

情の件を議題といたします。

本件については、請願者より委員会ハ取り下けγ品、との申し出がありましたので、総務委員

長の報告を求めます。

〔総務委員長登壇 〕

O総務委員長 (黒川重憲君 ) 請願第 58 -2 7号、 昭和 57年 4月 21目、樹新日

本エンタープライブより、日野市土地開発公社が取得した土地に対し、高校建設(誘致)は勿

論、自然、破壊の伴う土地利用に総てをなすべきでなし、。また、取得過程に疑義の多いこれらの

壊庇疑惑の解明についての陳情の代表者 より取り下げたい旨の申し出がごさ、、ました。総務委

員会で全会一致了承をしたものでござL、ます。よろしくお願い申し上げます。

0誇長(石坂勝雄君)

議ありませんか。

ただいまの委員長報告のとおり本請願を取 η下げることに御異

( I異議な し」と呼ぶ者あ り〕

。議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと 認め、請願第 58-27号は、取り下げるこ

とに決定 しました。

これより請願第 58 -1 7号、一級河川程久保川上流部分を準用河川に指定及び災害個所の

改修について請願の件を議題といたします。

本件については、請願者より委員会へ取り下け・たいとの申し出がありましたので、建設委員

長の報告を求めます。
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〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(藤林理一郎君) 報告をいたします。請願第 58ー 17号、一般河川

程久保川上流部分を準用河川に指定及び災害個所の改修について請願の件は、請願代表者であ

ります日野市程久保 74 3番地、日野市程久保用水組合長須崎 晃さんより取竹下げ願いが提

出され、本委員会では取り下げを承認いたしましたので、以上御報告を申し上げます。

0議長(石坂勝雄君) ただいま委員長の報告のとおり本請願を取り下げることに御異

議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議 長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、請願第 58 -1 7号は、取り下げるこ

とに決定しました。

これより請願第 57 -5 8号、優生保護法「改正」に反対する陳情、請願第 57 -6 3号、

優生保護法一部「改正」反対に関する陳情、請願第 57 -6 7号、優生保護法「改正」に反対

する請願、請願第 58 -6号、優生保護法「改正」に反対する請願、請願第 58-20号、優

生保護法「改正」に反対する請願、請願第58-21号、優生保護法「改」正について請願の件を

一括議題とL、たしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

[ i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(一ノ瀬 隆君 ) 数多く出され長時間審議いたしました優生保護法明

係の請願・陳情についてようやく厚生委員会で結論が出ましたので、御報告申し上げます。

請願 57 -6 7、58-6、58ー 20、58-21の四つの請願・陳情を慣随旨のものと

して、一括して審査してまい灼ました。所管の生活課よ均関連した資料が提出され審査に当た

りました。医師会より医師を委員会にお呼びして、意見を聞き参考にしました。請願代表者か

らの意見を聞く機会も設けました。昨年当日野市議会で優生保護法の改正を要望する意見書が

決議されましたが、これに沿ってのこの請願の趣旨に反対の意見と、請願σ樋旨に賛成し、採

択すべきを主張する委員とに分かれました。請願採択を反対する理由の大きなものとして、改

正の意見書を採択し、同じ年度中にこれと全く反対の意見書を同じ日野市議会で採択すること
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はできないというものがありました。その後この請願に対して、厚生委員会を誹誘、中傷する

ビラが配布されたことから、審議がスム ースにし、かないときがありました。ょうやく去る 12 

日の厚生委員会で採決に入りました。この四つの請願を採択することに賛成の意見が少数であ

りま して、これらの請願は不採択と決 しました。

失礼L、たしました、最初四つの陳情・請額を重ねて一括して審査してきたことを申し上げまし

たけれども、最初に申し上げました請願の番号が私間違ったようですので、訂正させてし、ただ

きます。 57-6 7号と 58 -6号、それに 57-58号、 57 -6 3号、その四つを審査し

てきてそれを先ほど申し上げましたように不採択としたということであります。

次に請願58 -2 0、58ー 21について御報告を申し上げます。

i司じ優生保護法についての ものであります。同じ反対ではあるが、優生保護法の存在そのも

のを否定することが強調されておるものであめます。審議の結果この 2件についても採択に賛

成する者少数で不採択と決定いたしました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

。議長(石坂勝雄君) これよ均 質疑に入ります。なければこれをもって頁疑を終結い

たします。

本 6件について御意見があれば承ります。板垣正男君。

01 2番(板垣正男君) ただいま呑 員長が報告いたしましたように本 6件の請i噴 ・陳

情が厚生委員会で不採択ということになったわけで、ありすが、私は終始一貫採択すべきという

意見を主張してまいりました。その理由といたしまして、請願内容にも盛られてありますよう

にたとえば請!額 57-67号でございますように経済的理由を優生保護法の条項から削除する

ということによっても妊娠中絶、あるいはやみ堕胎というようなものが減少するものではない

というようなことが幾多の事例などもごさ、、まして、 資料、その他十分そうした論拠があるわ

けでごさ・いまして、これらの法律の改正を進めようとする論拠にはとうてい賛成できない、と

L、ぅ立場を 明らかにしてまいりましT占詳しくは委員会でも申し上げたので、繰 η返しませんけ

れど、一つだけ御紹介申し上げますと、この優生保護法の改正に反対するいろんな団体、婦人

団体、あるいは個人も含めてでごさ、、ますが、 fくさんあるわけでごさ、、まして、その一つに

日本医師会も反対の態度を表明しております。すでに日本医師会名で厚生大臣に反対を明らか

にいた しました意見書も提出するというようなことで、国民各階層この優生保護法の執悪には

反対する立場を表明されてきたものでございます。委員会においても詳しく論議を行ってまい
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りましたし、かなりの時間も費や して論議を行ってきたわけで、ありますo 先ほど委員長の報告

では不採択ということになったわけで、ありますが、この本会議場におき まして、関係するこの

6件の請願・陳情が採択されますよう強く意見を申し上げておきたいと思います。なお、 1件

つけ加えておきたいと思いますけれど、請願の第 58-2 1号の請願に関するものであります

が、委員会でも申し上げましたようにこの請願の趣旨は私は、もちろん賛成でごさ'"、ます。先

ほど申し上げましたように採択すべき とし、う 態度でご、さ'"、ます。ただこの内容で、若干私ども

の考えと異なる点がございますので、明らかに しておきたし、と思うのでありますが、この中で

こういうところがございます、いろいろお書きになった中で、「もうこうなったら、胎児が殺

された責任は、国民みんなの責任になるんだ 」こ うL、うふうに述べておるわけでごさ'"、まして、

私の考えは決してこう L、う考えに立っていないということだとだけを指摘しておきたいと思い

ます。以上です。

。議長(石坂勝雄君)

018番(古賀俊昭君)

ほかに御意見はありませんか。古賀俊昭君。

私どもは厚生委員会でこの請願、それから陳情に不採択の立

場をとりました。人間の体と L、うのは指 1本、目の玉一つからして金銭的にあがなえるもので

はありませんo 人間の生命と L、うのはそれほど大切なものであります。ですから胎泡というの

は、母親の付属物ではなくて、一個の独立 した生命である、胎児は完全な命であると L、う立場

からこの審議を進めてまい ηました。胎児というものが唯一無二の独立した主命で‘ある。その

ことを私どもは強く主張いたしまして、この請願、それから陳情に不採択という鞍度をとった

ものであります。

0議長(石坂勝雄君)

01番(橋本文子君)

ほかに御意見はありませんか。橋本文子君。

委員会の結論は、私は大変不満であります。なせ.ならば、経済

的な理由を削除するという一点だけをとってみましても、いま賃金は実質的には目減りをして

おります。そして、教育費もかかり、あるいはもろもろの経済的に余裕のない家庭がたくさん

あるということも事実でありますD 子供を 2人ぐらい生んだところで、もう生めないと思って

いる人がたまたま妊娠してしまったときに、それをおろしてしまったら堕胎罪とLヴ罪で今後

この改正案が通されてしまったら、問われることになってしまいます。私はそういう意味合い

からも、ぜひともいま政府がたくらんでトL、るこの優生保護法改正に関しましては、強く反対の

意見を申し上げておきます。そして、この六つの請願・陳情に対しては、多くの皆さんが御賛
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同いただけますよう心からお願いをしたいと思います。以上です。

0議長(石坂勝雄君) これをもって意見を終結いた します。

これより本 6件について採決いたします。本 6件に対する委員長報告は不採択であります。

本 6件は、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O議長(石坂勝雄君) 挙手多数であります。よって請願第 57 -5 8号、優生保護法

「改正 」に反対する陳情、請願第 57-63号、優生保護法一部「改正」反対に関する陳情、

詳頗第 57-67号、優生保護法 「改正」に反対する請願、請願第 58-6号、優生保護法「

改正」に反対する請l頭、請願第 58 - 2 0号、優生保護法「改正 J~こ反対する請願、請願第 5

8 - 2 1号、優生保護法改「正」について請願の件は、委員長報告のとお灼不採択と決しまし

7こ。

これより請i頭第 58-38号、一級河川程久保川上流部分の河川改修について請願、請願第

58-39号、日野市南平二丁目地先の擁壁改修工事に調する請願の件を一括議題といたした

いと思L、ますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君 ) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設季員長登壇〕

。建設委員長(藤林理一郎君 ) 請覇、第58 -3 8号、一級河川程久保川上流部分の

河川改修につきまして、建設委員会の審査報告を申し上げます。

本請願は、 12月 7日に本委員会に付託されたものでありまして、 請願者は、日野市程久保

7 4 3番地、程久保用水組合長須崎 晃さんより提出されたものでごさ、、ます。本件について

理事者側より 59年度から 61年度までの 3カ年事業で改修をしていきたL、との説明がなされ、

審査の結果全員異議な く採択と決定いたしました。よろ しく御審議のほどお願い申し上げます。

続きまして請願第 58 - 3 9号、日野市南平二丁目地先の擁壁改修工事に関する請願につき

まして、審査報告を申し上げます。

本請願につきましても 12月7日に本委員会に付託されたものでありまして、 請願者は、日

野市南平二丁目 37の8、南平台自治会長松下和良さん外 904名の方から提出されたものでご
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ざL、ますo本委員会では、現地調査を実施し、理事者側より現在原因究明のため、都立多摩動

物園から東京都土木研究所に依頼 してあり.まだ結論が出ていないとのことでありますが、市

としても今後東京都及び田園企業に対し改修の要請をしていくとの説明がなされ、審査の結果

全員異議なく採択と決定いた しました。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(石坂勝雄君)

06番( 古 谷 太 郎 君)

これより質疑に入 ηます。古谷太郎君。

これは委員長さんにお尋ねするこ とではなし、かも しれないんで

きましては、今後さらに検討を進めていきまして.できるだけ短期間のうちに必要な個所を改

修していきたい、こういうふうに思っております。

それから、補助金の関係等につきましては、やはり一般水路の改修でございますので、いま

のところ、たとえば都の補助金等の関係等につきましては、申請の検討はいたしておりません。

以上でござし、ます。

すが‘理事者に特に聞きたL、。理事者の答弁によれば、程久保川の上流部分の河川致修は、59

年度か.ら 61年度までに行うとし、う回答があった。よって採択をするんだとし、う御報告であり

ます。そこで、東京都の非常な御努力により動物園のところまでは程久保川の改修が終わった

わけでありますo 一級河川部分については、あとは準用河川になりますか、用水事業になりま

すか、この点はどちらの事業と してこの改修を行うのか、第 1点。

第 2点、 3カ年じゃなくてわずかな距離だし、川幅も狭L、ところですから、 2カ年でできな

いのかどうか。なせ.できないのか、これが第 2点。

第 3点、この河川改修に対する東京都あるいは国の補助申請というか.対策はどのようにな

っているのか。現在どこまで進行しているのか。この 3点を理事者の方から御回答頗いたし、。

0議 長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

よろ しいですか。古谷太郎君。

これは水田用水にほとんどが使われているところですね。です

0議長 (石坂勝雄君) 建設部長。

から、農業用水改修というふうにはならないんですか。

それから、総予算は大体どのくらいですか。来年度予算要求は幾らしているo

。議 長(石坂勝雄君) 建設部長。

O建設部長(中村亮助君) お答え申し上げます。

確かに一部まだ水田がございます。したがって.濯概期には瀧概用水路としての機能がござ

いますし、それ以外の時期については、いわゆる排水路としての機能もあるわけですけれども、

私どもの方で、いま 59年度とりあえず第一年次の 59年度の分としての予算要求の額について

は.ちょっといま手元にごさ.いませんけれども、金額的にはちょっといまはっきり申し上げら

れませんけれども、 59年度の改修計画につきましては、約 950メーターの部分を改修した

いということで、これに見合う予算要求はしてごさ.います。O建設部長(中村亮助 君 ) それでは私の方からお答え申し上げます。

まず第 1点の御質問ですけれども、これもいま御質問の中にござし、ましたように程久保川に

つきましては、 58年度で東京都が改修を終わるということでごさ.いまして、この終わる地点

とL、うのは、都道の北側からさらに暗渠で南側にまたいで:おるわけです。その上流が開渠にな

っておるとL、ぅ状況でごさ、、まして、これについては 20 0ヘクタール以上で、ないと準用河川

の指定を受けられないと Lヴ基準がござL、ますので、残念ながら準用河川としての改修工事は

行われなL、。したがって、普通の用水の工事として、今後改修を行ってし、く、こういうことで

現在検討しておるわけでござL、ます。それで計画といたしましては、上流部分が山間地を流れ

てくるわけですから、大変狭いということもありますし、それから、蛇行もしております。そ

うL、ぅ点で必要な改修個所につきましては、一応検討を進めておりまして、 59年度から取り

組んで、いきたし、ということで一応 3カ年計画を立てたわけで、ございますけれども、これからの

予算措置もごさ.いますので、 一応御指摘のごさ.いました 3年計画を 2年にするということにつ

0議長(石坂勝雄君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

市長に聞きたい、この川はホタルの名所であります。ところが

この川を改修する際に、ホタルの産卵の場所が失われてしまう可能性が出ているわけでありま

す。そこで、ホタルはどこへ卵を産むかはよく市長は御存じのはずであります。それから、ホ

タルのえさの貝はどのような状態の中で育つかも御存じのはずでありますから、これについて

一般の用水や河川の改修のように下や側壁をコンクリートで打つとか石積みにしてしまうとホ

タルが全滅致します。どのようになさる気であるか市長に自然を守る立場から 950メートル、

長いものですから、お考えを示していただきたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 建設部長。

0建設部長(中村亮助君) お答え申し上げます。

確かに場所によりましては、むしろ自然の流れのままでおきたし、というふうな場所もござい
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0議長 (石坂勝雄君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

請願、請願第 57-56号、図書館の夜間開館に関する陳情、請願、第 57 -6 4号、中学校通

学区域変更に関する陳情、請願第 58 -1 2号、日野市教育委員会規則「体育指導員に関する

規則」の一部改正願い請願、請願第 58ー 26号、日野市教育委員会の実態調査願いに関する

陳情、請願第 58-3 5号、日野市八ヶ岳大成荘の改築及び施設の充実に関する請願、請願第

5 8ー 37号、遺跡調査に関する請願の件を議題といたします。

文教委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本 8件については文教委員長から目下委員会において審査中の事件につき‘閉会中の継続審

査にされたいとの申し出があります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究するため閉会中

の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。文教委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議あ

ます。そう L、う点でやはり自然の保護という面と、そ丸から.生息しておりますホタルの繁殖

を阻害する、こういうふうなことのないような配慮は当然しておかなくちゃならないと思いま

すので、細かL、点については、そういう点の配慮、をもとにしながら、改修の内容等については

考えていきたし、というふうに思っております。

結いたします。

本 2件について御意見があれば最ります。なけれポこれをもって意見を終結いたします。

これより本 2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は採択であります。本

2件は、委員長報告のとおり決するに御異議あ ηませんか。

[ 1"異議なし Jと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 58 -3 8号、一級

河川程久保川上流部分の河川改修について請願、請願第 58-3 9号、日野市南平二丁目地先

の擁壁改修工事に関する請願の件は、季員長報告のとおり採択と決しました。

これより請願第 58 -1 5号、 退職金引下げに関する陳情、請願、第 58 -1 8号、公団家賃

の再値上げに反対し. 1"国会夢望事項 jの全面実施を求める意見書提出を|頼う講師、、請願第

5 8 -2 4号、循環ノくスに関する請願、請願第 58 -2 9号、循環ノミス市案に反対する請顎の

件を議題といたします。

総務委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本4件について総務委員長から目下委員会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査

にされたし、との申し出があります。あわせて、本委員会の所管事務を調査研究するため閉会中

の継続審査にされたL、との申し出があります。

お諮りいたします。総務委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議あ

りませんか。

[ 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって文教委員長の申し出のとお

りませんか。

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 58ー 19号、合成洗剤使用の規制を求める請!額、請願第 58 -2 2号‘健

康保険の改定に反対する決議と厚生省に意見の具申を願う請|頼、請願第 58ー30号、社会福

祉法人助成額の改訂並びに助成条件の変更についての請願‘請願第 58-3 3号、医療保険制

度改革反対に関する請願、請願;第 58-34号、健康保険改正に関する請願の件を議題といた

します。

厚生委員長の審査報告は これを省略いたします。本 5件については厚生委員長から目下委員

会において審査中の事件につき、閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。あわせ

て本委員会の所管事務を調査研究するため、閉会中の継続審査にされたいとの申 し出があηま

す。

お諮灼いたします。厚生委員長の申し出のとお η閉会中の継続審査に付することに御異議あ[ 1"異議なし jと呼ぶ者あ灼〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって総務委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 57 -6号、日野市の幼稚園教育費公私格差是正と日野市幼児教育センター

設立に関する請願、請願第 57ー 7号、遊休農地をテニスコートとして利用することに関する

りませんか。

[ 1"異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長 (石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって厚生委員長の申し出のとお

η閉会中の継続審査に付することに決しました。
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これより請願第 57-2 7号、水害等対策に関する請願 .請願第 57-3 7号、高幡不動駅

北側地区の区画整理に対する反対請願、請願第 57 -3 8号、住宅環境保全に関する請願、請

願、第 57 -5 1号、高幡地区区画整理に対する京王線高幡不動駅南側住民の反対請願、請願第

5 7 - 5 5号、高幡不動駅南新井東地区の区画整理に対する反対請願、請願第 57 - 5 9号、

土地区画整理事業策定にあたって当該計画より第一豊田荘住宅地域を除外に関する請願、請願

第 57 -6 0号、 1・3・1ノくイノミス計画の見直し、地域住民の健康と安全を守って下さいに

関する請願、請願第 57 - 6 2号、程久保 66 2番地地域山林緑地保存に関する請願、請願第

58-.5号、高|幡不動，駅地区の区画整理に対する反対請願、請願第 58 - 2 5号、ダイク マ出

庖阻止に関する請願、請願第 58-28号、市道一部廃止について陳情、請頼、第 58 - 3 2号、

ダイクマ南平庖出庖促進に関する請願、請願第 58-3 6号、ダイクマ南平出庖阻止に関する

陳情の件を議顕といたします。

建設委員長の審査報告はこれを省略いたします。本 13件については建設委員長から、白下

委員会において審査中の事件につき.閉会中の継続審査にされたいとの申し出があ ηます。あ

わせて本委員会の所管事務を調査研究するため閉会中の継続審査にされたいとの申し出があ η

ます。

お諮灼いたします。建設委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議あ

りませんか。滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君) 私は、継続審査に対することではごさeいませんが、 実は、私

の手元に一つの文書があるわけであ灼ますが.これを見てまい ηますと.高幡不動地区の区画

整理反対に対する請願、これを一日も早く採決を していただくとい うふうなことの文書でござ

います。これは建設委員の皆さんに配られた文書で、ありますが.その中で.私ども議員として

どうしても遺憾に思う点があるわけであ句ますが、高幡地区区画整理事業においても、市議会

議員という立場を利用して、明らかfこ、明らかに自己の利益につながるような働きを各方面に

働きかけている‘こういうふうな文書の中に文面があるわけで、あります。この問題に対 しまし

て、恐らく委員会といたしましても御検討されたと思いますが.どう L、うふうな処置をされた
.. .J， 

か、その点についてお伺いをいたしておきたいと思います。

0議長(石坂勝雄君) 建設委員長。

O建設委員長(藤林理一郎君) いま滝瀬議員さんの方から建設委員会に このような
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文書が来ているということをいま読み上げていただきましたことについて、どのようなことで

あったかとし、うお話でご、さ。いますけれども、これについて委員会では、ある委員の方から委員

会の席でこういうよ うな文書が各委員のところにまいっておるように思，，¥"iすけれども、この

文書が皆さんの手元にまいっておるかというような話から、建設委員が 7名で構成されており

ます。その中で 1名の方がL、ま病気のために出席しておりませんけれども、 6名の中で全員の

6名の方にこの文書がまいっ ておるということから、委員会の中でこの文書が非常に議会また

は委員会に対してちょっと侮辱というような形が文脅ーの中にある。だから、この件について一

度休憩をとって‘そして傍聴に来ておられま した高幡の区画整理地区の反対者の中に代表者が来

ておりましたので、そこで休憩を委員会でとりまして、そして、その代表者の方とそして建設

委員会の 6名の方とお話をしたということは事実でごさ.います。その中で‘各委員の方から、

非常にこの文書の内容に対して不満だと、このようなことを今後なされるようなことがあるな

らば、この審議に応じないというような話が出まして、そこで相手方の請願の代表者の方がL、

や本当に考え方が、その代表者が言うのには、私はこの文書に対してはある程度、題というん

ですか、書き出しまして、それを今度書記の方に回しまして、 書記の方で打って何した。だか

ら申しわけないことをいたしました。その席でこれについては、各委員の方からこういうよう

なことがあるなら、この区画整理の件につきまして、審査行わない‘強く要望を皆さんからL、

たしまして、そこで代表者の方が取り下げます、この文書を、だからこの場でひとつないことに

していただきたし、。こういうような陳謝が代表者の方からございま した。それによって、この

文面全部がないことにしていただくとしヴ鈴木さんの言葉が出たものでごさ.います。以上でご

さ"、ます。(r了解」と呼ぶ者あり)

0議長(石坂勝雄君) 建設委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに

御異議あ灼ませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって建設委員長の申し出のとお

り閉会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第 57、下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

下水道対策特別委員長より下水道対策に関する事件の調査研究のため閉会中の継続審査にさ

れたいとの申し出があります。
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お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありま

せんか。

( r異議なし jと呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付するこ とに決しました。

次に日程第 58、農林水産省跡地利用対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題とい

たします。

-4. ar'ノ

農林水産省跡地利用対策特別委員長より農林水産省跡地利用対策に関する事件の調査研究の

ため閉会中の継続審査にされたし、との申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありま

せんか。

( r-異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認、めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第 59，高幡踏切対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題と L、たします。

高幡踏切対策特別委員長ょ η高幡踏切対策に関する事件の調査研究のため、閉会中の継続審

査にされたL、との申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議あ灼ま

せんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第 60 ，廃棄物対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

廃棄物対策特別委員長より廃棄物対策に関する事件の調査研究のため閉会中の継続審査にさ

れたいとの申し出があります。
;ノ

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありま

せんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとおり閉

会中の継続審査に付する ことに決しました。

次に日程第 61、市民会館建設対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたしま

す。

市民会館建設対策特別委員長より市民会館建設対策に関する事件の調査研究のため閉会中の

継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとお η閉会中の継続審査に付することに御異議ありま

せんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認めます。よって委員長の申し出のとお η閉

会中の継続審査に付することに決 しました。

請願第 58-4 0号、雨水排水に関する請願が提出されました。 請願の要旨は、お手元に配

付しました印刷物のとおりです。

請願第 58 -4 0号の常任委員会への付託は、会議規則j第 112条の規定により議長におい

て建設委員会に付託いた します。

お諮 ηいたします。請願第 58-40号は、閉会中の継続審査にいたしたL、と思し、ますが、

これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(石坂勝雄君) 御異議ないものと認め、閉会中の継続審査に付することに決し

ました。

本日の日程はすべて終わ均ました。

これをもって昭和 58年第 4回日野市議会定例会を閉会いたします。

午後 4時 32分閉会
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地方自治法第 123条第 2項及び日野市議会会議規則第 70条の規定により

署名する。

日野市議会議長

署名議員

署名議員

石坂勝雄

滝瀬敏朗

橋本文子








